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１．計画の基本的事項
 

(1) 計画の基本的な考え方 

全国的に少子・高齢化が進む中、長崎県は、全国より早く高齢化が進み、団塊の世代が 75 歳

以上になる 2025 年には、高齢化率（65 歳以上割合）が 35％を超え、九州で最も高齢化が進む

と予想されている。本県では、平成 25 年 3 月に策定した「長崎県医療計画」において、県民の

誰もが適切な医療の提供を受けられるための事業を、また、平成 27 年 3 月に策定した「長崎県

老人福祉計画・長崎県介護保険事業支援計画」においては、高齢者の方々が住み慣れた地域で、

自立した生活を送るための事業をそれぞれ推進してきたところである。 

限りある地域の社会資源を効率的かつ効果的に活用し、社会保障体制を持続可能なものとする

ためには、これまで以上に医療と介護が一体となった取り組みが必要である。具体的には、在宅

医療を含め、適切な医療需要の将来推計に基づく医療提供体制の構築や、地域で医療、介護、予

防、生活支援等を切れ目なく提供する「地域包括ケアシステム」の構築であり、本計画は、その

推進を定めた「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」第 4 条に基づき

策定するものである。 

本県には 70 を超える有人の離島があり、こうした地域では、特に少子高齢化が顕著であるほ

か、本土とは生活環境や地域において利用可能な医療・介護施設等の資源が大きく異なっている。

本計画では、本県特有の実情に応じた医療及び介護の提供体制の整備の必要性を十分に踏まえた

うえで、同法第 6 条の基金を活用することによって、下記の事業を実行するものである。 

・2025 年に目指すべき医療提供体制の姿を定めた「地域医療構想」の達成に向けた医療機関

の施設又は設備の整備に関する事業 

・居宅等における医療の提供に関する事業 

・介護施設等の整備に関する事業（地域密着型サービス等） 

・医療従事者の確保に関する事業 

・介護従事者の確保に関する事業 

 

図_本県の高齢化率（平成 25 年 10 月現在）  出展：長崎県老人福祉計画・長崎県介護保険事業支援計画 
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(2) 都道府県医療介護総合確保区域の設定 

長崎県における医療介護総合確保区域については、長崎区域（長崎市、西海市、長与町、時津

町）、佐世保県北区域（佐世保市、平戸市、松浦市、佐々町）、県央区域（諫早市、大村市、東彼

杵町、川棚町、波佐見町）、県南区域（島原市、雲仙市、南島原市）、五島区域（五島市）、上五

島区域（新上五島町、小値賀町）、壱岐区域（壱岐市）及び対馬区域（対馬市）とする。 

☑２次医療圏及び老人福祉圏域と同じ 

 

(3) 計画の目標の設定等 

■長崎県全体 

 

１．目標 

 

長崎県においては、以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決し、県民が地域にお

いて、安心して生活できるようにすることを目標とする。 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 

○高度急性期から在宅医療まで、患者の状態に応じた適切な医療を、地域において効果 

的かつ効率的に提供する体制を整備し、将来推計に基づく適切な地域医療の分化・連携を

促進する「地域医療構想」実現のための事業を実施する。 

○平成 26 年度計画においては、県内全域を網羅する ICT ネットワークの導入支援や機能拡

充、また、拠点的がん診療医療機関の高度化等の事業を実施した。 

○本計画では、各医療機関から提出された「病床機能報告」の結果を踏まえながら、回復期

病床が明らかに不足すると認められる地域については、地域医療構想の策定前ではあるが、

病床の機能分化・連携を推進するために施設等の整備を支援する。 

○このほか、特にがん医療については、離島を含む全ての地域で標準的な診療にアクセスで

きるように連携・強化を推進するとともに、地域がん診療病院の指定を目指している病院

等に必要な設備の整備を行うことで、医療機関の機能分化・連携を推進する。 

 

【目標値】 

 

・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 ４箇所 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 

○住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるようにするた

めには、円滑な退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り等様々な局面で包括的
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かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行う必要がある。 

○在宅医療を行う医療機関や「かかりつけ医」の不足に対応できるように、平成 26 年度計

画では確保・育成のための研修を実施し、地域の在宅医療の拠点となる施設についても整

備を進めている。 

○本計画では、医師、歯科医師、看護師、薬剤師といった多職種が連携して在宅医療に取り

組むことを促進するための研修や、救急対応に関する研修等を実施するほか、在宅歯科医

療拠点への支援を行う。 

○また、特に、周産期母子医療センターを退院した小児等に対する在宅での療養を支援する

体制の整備が十分とは言えず、NICU 病床満床や、家族の負担が大きい理由の一つになっ

ていることから、医療と介護が連携して、地域で受け入れることができる体制づくりを目

指す。 

 

【目標値】 

 

   ・県内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅） 

  （平成 23 年度）15.6％→（平成 29 年度）18.0％ 

  

③ 介護施設等の整備に関する目標 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期長崎県老人

福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）に基づき介護サービス

を提供する施設の整備を行う。 

  

【目標値】 

   ・認知症高齢者グループホーム ４，８４５床→４，９２１床(７カ所、計７６床) 

   ・地域密着型介護老人福祉施設 ８３３床→１，０８５床(１２カ所、計２５２床) 

   ・その他、平成２８年度の整備として、以下を計画 

   ・小規模多機能型居宅介護事業所           ６箇所 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    １５箇所 

・認知症対応型デイサービスセンター         ２箇所 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所        １箇所 

・予防拠点施設                  １箇所 

・プライバシー保護のための改修支援        ２箇所 

・介護療養型医療施設等の転換整備         １箇所 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

  

○多くの地域において医療従事者の確保が困難となる中で、医師・看護職員等の人材確保を

図るため、医師確保や離職した看護職員に対する復職の支援、勤務環境の改善による職員

の定着支援を行う仕組み等を設け、県内の需給バランスに対応する。 
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○平成 26 年度計画においては、特に不足している小児科、産科、救急等の医師等を確保す

るため、新生児専門医への手当、救急専門医への支援や、医療従事者への研修を実施した。

また、看護職員確保のための、新人研修や専門的な研修を実施したほか、就労環境に関す

る相談窓口を実施した。 

○本計画においても、引き続き、修学資金の貸与事業や、看護師等学校養成所における県内

就業を促進する取組への支援等を行うことにより、不足する専門医や看護師等の育成・確

保を図る。 

 

○また、専属病理医の不在や病理を専攻する学生の減少、発達障害等に対応可能な医師の不

足など、個別分野に対応することで、地域医療課題の解決を図る。 

 

【目標値】 

・県内の病院で採用する初期臨床研修医の数 

   （平成 21 年度）70 人→（平成 27 年度）100 人 

  ・不足している診療科目の医師の確保 

  ・需給バランス（看護職員需給見通し）に対応した看護職員の安定的確保 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 

     長崎県においては、今後、高齢化の一層の進展に伴う介護サービス需要の増加により、平

成３７年度に必要とされる介護人材は、平成２４年度に比べて、約１３，０００人が新たに

必要と推計されており、地域包括ケアシステム構築の実現に向けて、介護人材の確保は質・

量の両面から喫緊の課題となっている。 

そのため、県内の関係団体や関係機関などと連携して、介護のイメージアップの取り組

みを推進するとともに、若年層に加え、中高年齢層や子育て中・後の女性などの多様な人材

の参入を図る。 

また、資質の向上の観点から特に必要な分野における研修を実施する。 

 

【目標値】 

   ○介護人材等の確保に向けた取組  

(参入促進)  

・学生、保護者、教員等への介護の職場体験事業 参加者 180人 

・定着支援研修 参加者 60人 

(資質の向上) 

・介護職員初任者研修受講支援 170事業所 

・有資格者への再就労支援研修 参加者 30名 

・地域リハビリテーション活動支援研修 終了認定者 138人 
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２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 

 

■長崎区域 

 

１．目標 

 

長崎区域は、人口が集中し、医療や介護サービスが一定程度確保されている中心地域と、西

海市など、少子高齢化の進行が著しく、医療機関や介護施設等が不足している地域があり、区

域内での格差が大きい。こうした区域内の実情を十分に踏まえたうえで、少子高齢化に対応す

るため、医療・介護が一体となって、医療提供体制の偏在解消や、地域包括ケアシステムの構

築の実現を図る。 

 

表_長崎区域の現在人口と将来人口の比較 

 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 

○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を推進し、また、

がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連携・強化を図り、医療機関の

機能分化・連携を促進する。 

 

○また、地域内の医療介護の連携、役割分担を円滑に進めていくため、医療・介護関係施設

の連携のあり方等についての多職種向けの研修を行い、人材を育成する。 

 

【目標値】 

・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備  

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 

○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修等を実施する

ほか、在宅歯科医療拠点への支援を行う。また、医療と介護が連携して地域における小児
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等の在宅療養体制の整備を推進する。 

 

【目標値】 

    ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期長崎県老人

福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）に基づき介護サービス

を提供する施設の整備を行う。 

 

 【目標値】 

   ・認知症高齢者グループホーム  ４４床 

   ・地域密着型介護老人福祉施設  ３８床 

・その他、平成２８年度の整備として、以下を計画 

    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ７箇所 

    ・小規模多機能型居宅介護事業所      ３箇所  

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

   

○修学資金の貸与事業や、看護師等学校養成所における県内就業を促進する取組への支援等

を行うことにより、不足する専門医や看護師等の育成・確保を図るとともに、専属病理医、

発達障害等に対応可能な医師の確保など、個別の地域医療課題の解決を図る。 

 

【目標値】 

・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

  

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や子育て中・後の

女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資質の向上の観点から特に必要

な分野における研修を実施する。 

 

【目標値】 

   ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。  
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２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 

 

■佐世保県北区域 

 

１．目標 

 

佐世保県北区域は、人口が集中し、医療や介護サービスが一定程度確保されている佐世保市

と、少子高齢化の進行が著しく、医療機関や介護施設等が不足している県北地域の格差が大き

い。このため、区域内における医療・介護施設間の機能分担・連携や、不足する医師の確保等

について、本計画で実施する協議会の検討等を踏まえながら、効果的な事業を推進する必要が

ある。 

 

表 佐世保県北区域の現在人口と将来人口の比較 

 

 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 

○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を推進し、また、

がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連携・強化を図り、医療機関の

機能分化・連携を促進する。 

 

【目標値】 

・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 

○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修等を実施する

ほか、在宅歯科医療拠点への支援を行う。また、医療と介護が連携して地域における小児

等の在宅療養体制の整備を推進する。 

 

【目標値】 

    ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 
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③ 介護施設等の整備に関する目標 

 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期長崎県老人

福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）に基づき介護サービス

を提供する施設の整備を行う。 

  

【目標値】 

   ・認知症高齢者グループホーム  ２７床 

   ・地域密着型介護老人福祉施設  ４０床 

   ・その他、平成２８年度の整備として、以下を計画 

    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ３箇所 

    ・小規模多機能型居宅介護事業所      ２箇所 

    ・認知症対応型デイサービスセンター    ２箇所 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

 

○修学資金の貸与事業や、看護師等学校養成所における県内就業を促進する取組への支援等

を行うことにより、不足する専門医や看護師等の育成・確保を図るとともに、専属病理医、

発達障害等に対応可能な医師の確保など、個別の地域医療課題の解決を図る。 

 

○特に、医師不足を始めとする県北地域が抱える課題について、地域の関係者による協議会

を開催し、具体的な支援体制の構築について協議する。 

 

【目標値】 

・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

・県北地域への支援体制の構築を図るための協議会の開催 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や子育て中・後の

女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資質の向上の観点から特に必要

な分野における研修を実施する。 

 

【目標値】 

   ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 
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２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 

 

 

■県央区域 

  

１．目標 

 

県央区域は、交通の要衝であり、県の中心部に位置しているため、高次の医療機関が存在し、

医療機関や介護施設へのアクセスも他の区域によりも比較的確保されている。高齢化率も県内

では最も低いが、その地理的特性から、隣接する県南区域からの患者等の流入があり、こうし

た実情を見据えたうえで、少子高齢化に対応するための医療・介護供給体制の構築が必要であ

る。 

 

表 県央区域の現在人口と将来人口の比較 

 

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 

○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を推進し、また、

がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連携・強化を図り、医療機関の

機能分化・連携を促進する。 

 

【目標値】 

・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 

○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修等を実施する

ほか、在宅歯科医療拠点への支援を行う。また、医療と介護が連携して地域における小児

等の在宅療養体制の整備を推進する。 
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【目標値】 

    ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期長崎県老人

福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）に基づき介護サービス

を提供する施設の整備を行う。 

 

 【目標値】 

  ・地域密着型介護老人福祉施設 ８７床 

・その他、平成２８年度の整備として、以下を計画 

   ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ３箇所 

   ・小規模多機能型居宅介護事業所      １箇所 

   ・看護小規模多機能型居宅介護事業所    １箇所 

   ・介護予防拠点              １箇所 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

   

○修学資金の貸与事業や、看護師等学校養成所における県内就業を促進する取組への支援等

を行うことにより、不足する専門医や看護師等の育成・確保を図るとともに、専属病理医、

発達障害等に対応可能な医師の確保など、個別の地域医療課題の解決を図る。 

 

【目標値】 

・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や子育て中・後の

女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資質の向上の観点から特に必要

な分野における研修を実施する。 

 

【目標値】 

   ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 

 

２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 
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■県南区域 

     

１．目標 

 

県南区域は、南北約 40km、東西約 15km の島原半島を中心に位置し、北部は高次の医療機

関が存在する県央区域に地理的に近いが、南部はやや交通アクセスが不便である。 

特に南部を中心に、本土部の区域の中でも最も少子高齢化の進行が早く、こうした実情を見

据えたうえで、少子高齢化に対応するための医療・介護供給体制の構築が必要である。 

 

表 県南区域の現在人口と将来人口の比較 

 

  

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 

○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を推進し、また、

がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連携・強化を図り、医療機関の

機能分化・連携を促進する。 

 

【目標値】 

・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 

○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修等を実施する

ほか、在宅歯科医療拠点への支援を行う。また、医療と介護が連携して地域における小児

等の在宅療養体制の整備を推進する。 

 

【目標値】 

    ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 
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③ 介護施設等の整備に関する目標 

 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期長崎県老人

福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）に基づき介護サービス

を提供する施設の整備を行う。 

 

 【目標値】 

   ・認知症高齢者グループホーム   ５床 

   ・地域密着型介護老人福祉施設  ８７床 

・その他、平成２８年度の整備として、以下を計画 

    ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２箇所 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

    

○修学資金の貸与事業や、看護師等学校養成所における県内就業を促進する取組への支援等

を行うことにより、不足する専門医や看護師等の育成・確保を図るとともに、専属病理医、

発達障害等に対応可能な医師の確保など、個別の地域医療課題の解決を図る。 

 

【目標値】 

・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や子育て中・後の

女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資質の向上の観点から特に必要

な分野における研修を実施する。 

 

【目標値】 

   ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 

 

２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 
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■五島区域 

 

１．目標 

 

五島区域は、長崎市から西へ約 100km の五島列島のうち、南西部の福江島を中心とする区

域である。本土と比較して少子高齢化の進行が早く、二次離島においては、介護サービス事業

所が存在しない島もある。 

不便な交通アクセスや点在する集落等、離島の実情を十分踏まえたうえで、少子高齢化に対

応するための医療・介護サ供給体制の構築を早急に進めることが必要である。 

 

表 五島区域の現在人口と将来人口の比較 

    

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 

○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を推進し、また、

がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連携・強化を図り、医療機関の

機能分化・連携を促進する。 

 

○地域がん診療連携拠点病院がない本県離島部において、「地域がん診療病院」を目指す病

院の設備の整備を支援する。 

 

【目標値】 

・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 

・地域がん診療病院を目指す病院の設備整備 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 

○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修等を実施する

ほか、在宅歯科医療の拠点の整備を行う。また、医療と介護が連携して地域における小児

等の在宅療養体制の整備を推進する。 
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【目標値】 

    ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

 

 ③ 介護施設等の整備に関する目標 

 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期長崎県老人

福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）に基づき介護サービス

を提供する施設の整備を行う。 

 

 【目標値】 

  ・なし 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

   

○修学資金の貸与事業や、看護師等学校養成所における県内就業を促進する取組への支援等

を行うことにより、不足する専門医や看護師等の育成・確保を図るとともに、専属病理医、

発達障害等に対応可能な医師の確保など、個別の地域医療課題の解決を図る。 

 

【目標値】 

・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲）   

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や子育て中・後の

女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資質の向上の観点から特に必要

な分野における研修を実施する。 

 

【目標値】 

   ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 

 

２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 
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■上五島区域 

 

１．目標 

     

上五島区域は、長崎市から西へ約 100km の五島列島のうち、東北部の中通島・小値賀島

を中心とする区域である。県内８区域のうち、最も少子高齢化の進行が早く、、介護サービス

事業所がない二次離島もある。 

地勢による交通アクセスの困難さや点在する集落等、離島の実情を十分踏まえたうえで、

医療・介護供給体制の構築を早急に進めることが必要である。 

 

表 上五島区域の現在人口と将来人口の比較 

  

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 

○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を推進し、また、

がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連携・強化を図り、医療機関の

機能分化・連携を促進する。 

 

○地域がん診療連携拠点病院がない当該区域においては、「地域がん診療病院」を目指す病

院の設備の整備を支援する。 

 

【目標値】 

・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 

・地域がん診療病院を目指す病院の設備整備 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 

○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修等を実施する

ほか、在宅歯科医療拠点への支援を行う。また、医療と介護が連携して地域における小児

等の在宅療養体制の整備を推進する。 
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【目標値】   

・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期長崎県老人

福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）に基づき介護サービス

を提供する施設の整備を行う。 

 

 【目標値】 

   なし 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

 

○修学資金の貸与事業や、看護師等学校養成所における県内就業を促進する取組への支援等

を行うことにより、不足する専門医や看護師等の育成・確保を図るとともに、専属病理医、

発達障害等に対応可能な医師の確保など、個別の地域医療課題の解決を図る。 

 

【目標値】 

・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲）   

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や子育て中・後の

女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資質の向上の観点から特に必要

な分野における研修を実施する。 

 

【目標値】 

   ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 

 

２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 
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■壱岐区域 

 

１．目標 

     

壱岐区域は、福岡県と対馬の中間地点に位置する壱岐島を中心とした区域であり、長崎

市からは北へ約 110km の距離がある。介護サービスは施設を中心に比較的充実している

が、少子高齢化、核家族化の進行は本土と比較すると早い。 

また、壱岐島内の精神科医療体制の確保（他県との連携）という課題もある。 

こうした実情を十分踏まえたうえで、少子高齢化に対応するための医療・介護供給体制

の構築を早急に進めることが必要である。 

 

表 壱岐区域の現在人口と将来人口の比較 

    

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 

○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を推進し、また、

がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連携・強化を図り、医療機関の

機能分化・連携を促進する。 

 

○地域がん診療連携拠点病院がない当該区域においては、「地域がん診療病院」を目指す病

院の設備を整備する。 

 

 【目標値】 

 

・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 

・地域がん診療病院を目指す病院の設備整備 

  

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 

○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修等を実施する

ほか、在宅歯科医療拠点への支援を行う。また、医療と介護が連携して地域における小児
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等の在宅療養体制の整備を推進する。 

 

【目標値】 

    ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期長崎県老人

福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）に基づき介護サービス

を提供する施設の整備を行う。 

  

 【目標値】 

   なし 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

   

○修学資金の貸与事業や、看護師等学校養成所における県内就業を促進する取組への支援等

を行うことにより、不足する専門医や看護師等の育成・確保を図るとともに、専属病理医、

発達障害等に対応可能な医師の確保など、個別の地域医療課題の解決を図る。 

 

○福岡県の精神科病院から精神保健福祉士(PSW)を派遣によって確保し、島内の精神科医療

を円滑に行ない、福岡県等の精神科病院及び専門医療機関との連携を強化する。 

  

 【目標値】 

・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲）   

・島内外の精神科病院及び専門医療機関と連携し対応した患者数 

 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や子育て中・後の

女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資質の向上の観点から特に必要

な分野における研修を実施する。 

 

【目標値】 

  ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 

 

２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 
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■対馬区域 

 

１．目標 

 

対馬区域は、福岡県から北へ約 130km 離れた対馬島を中心とした区域であり、離島と

して日本で３番目に大きな島である。介護サービスは施設を中心に比較的充実しているが、

少子高齢化の進行が早く、南北に長い島の海岸沿いに小集落が点在している。こうした実

情を十分踏まえたうえで、少子高齢化に対応するための医療・介護供給体制の構築を早急

に進めることが必要である。 

 

表 対馬区域の現在人口と将来人口の比較 

   

 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

 

○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を推進し、また、

がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連携・強化を図り、医療機関の

機能分化・連携を促進する。 

 

○地域がん診療連携拠点病院がない当該区域においては、「地域がん診療病院」を目指す病

院の設備を整備する。 

 

【目標値】 

・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 

・地域がん診療病院を目指す病院の設備整備 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 

 

○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修等を実施する

ほか、在宅歯科医療拠点への支援を行う。また、医療と介護が連携して地域における小児

等の在宅療養体制の整備を推進する。 
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【目標値】 

   ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

 

③ 介護施設等の整備に関する目標 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期長崎 

県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）に基づき 

介護サービスを提供する施設の整備を行う。 

 

 【目標値】 

    なし 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 

 

○修学資金の貸与事業や、看護師等学校養成所における県内就業を促進する取組への支         

援等を行うことにより、不足する専門医や看護師等の育成・確保を図るとともに、専属病

理医、発達障害等に対応可能な医師の確保など、個別の地域医療課題の解決を図る。 

 

【目標値】 

・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲）   

    

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や子育て中・後の

女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資質の向上の観点から特に必要

な分野における研修を実施する。 

 

【目標値】 

   ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 

 

２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 

 

 (4) 目標の達成状況 

別紙「事後評価」のとおり。 
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２．事業の評価方法
 

(1) 関係者からの意見聴取の方法 

平成２６年１２月２５日～平成２７年２月２日  関係団体等へ事業提案募集 

平成２７年 １月～２月 歯科医師会、看護協会と適宜調整 

平成２７年 ２月 ４日 県薬剤師会と協議 

平成２７年 ２月 ９日 県薬剤師会と協議 

平成２７年 ２月１０日 県医師会と協議 

平成２７年 ２月１９日 県医師会と協議 

平成２７年 ３月２３日 県医師会、全日本病院協会県支部、日本精神科病院協会県支部 

               県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会、長崎大学医学部 

               長崎大学病院等と検討会。 

平成２７年 ５月１３日 県保健医療対策協議会において関係団体等と協議 

 

〈介護分〉 

平成２７年 ８月      県下市町、関係団体等へ事業に意見を照会 

平成２７年 ９月      関係団体と随時協議を実施 

平成２８年 １月      県福祉保健審議会高齢者専門分科会において協議 

 

 

 (2) 事後評価の方法 

計画の事後評価にあたっては、県保健医療対策協議会等の意見を聞きながら評価を行い、必要

に応じて見直しなどを行うなどにより、計画を推進していきます 

 

〈介護分〉 

計画の事後評価にあたっては、県福祉保健審議会高齢者専門分科会や県介護人材確保対策連絡

協議会の意見を聞きながら評価を行い、必要に応じて見直しなどを行うなどにより、計画を推進

していきます 
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３．計画に基づき実施する事業 
 

  事業区分１：地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は 

              設備の整備に関する事業 

事業区分２：居宅等における医療の提供に関する事業 

事業区分４：医療従事者の確保に関する事業 

 

（１）事業の内容等 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.１】病床の機能分化・連携を推進するた

めの基盤整備 

【総事業費】 

760,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 平成２８年８月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設

等の整備を推進する必要がある。 

アウトカム指標：地域医療構想上整備が必要な長崎県全域の回復

期機能の病床を平成 37 年度までに 3000 床整備する。 

事業の内容 急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地域

において総合的に確保するため、病床の機能分化、連携を推進す

るための施設・設備の整備を行う。 

アウトプット指標 病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備：4 箇

所整備 
アウトカムとアウトプット

の関連 

病床の機能分化、連携が推進され、回復期病床への転換が促進す

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

760,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

253,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

126,667 

民 (千円) 

253,333 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

380,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

380,000 

備考（注３）  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.２】 
地域医療構想を担う医療機関等の連携体制整備

事業 

【総事業費】 

3,600 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 全日本病院協会長崎県支部 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

本県では急性期機能が過剰、回復期機能が不足しており、構想上

必要とする病床の機能分化を進めるには、急性期機能から回復期

機能への病床の転換を進める必要がある。 

アウトカム指標：地域医療構想上整備が必要な長崎県全域の回復

期機能の病床を平成 37 年度までに 3000 床整備する。 

事業の内容 医療・介護の連携、役割分担の再編を円滑に進めていく為に、長

崎医療圏において各施設持ち回りで多職種向けの研修を行う。 
○研修会の目的 
地域医療の実態、将来予想、提供体制の検討ができる人材の育

成。病院・施設を超えた顔の見える関係作り。 
○研修会の内容 
医療構想や地域包括ケアについて、多職種・多施設の職員を対

象に研修を行う（長崎医療圏の病院職員を対象。実施は４施設

で持ち回り）。 

アウトプット指標 研修会開催数：12 回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

地域医療構想達成に向けて必要とされる回復期機能病床の整備

に必要不可欠な医療関係者が確保される。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,600 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,800 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

900 

民 (千円) 

1,800 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,700 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

900 

備考（注３）  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.３】 
医療提供の機能分化に向けた ICT 医療連携導

入支援事業（あじさいネット拡充） 

【総事業費】 

35,361 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県医師会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療機関の機能分化の推進のために、医療機関間の連携強化が急

務であり、県内全域を網羅する医療情報ネットワークについて、

多職種連携や在宅医療現場での活用などを推進するための機能

拡充が必要。 

アウトカム指標：「あじさいネット」の登録患者数 

58,000 人（H26）→60,000 人（H28） 

事業の内容 県内の医療機関等が参加する医療情報ネットワーク「あじさいネ

ット」の基盤を活用して、各疾病の管理、地域連携パスによる診

療連携を可能にするシステムを整備する。また、あじさいネット

を利用した医療機関等の連携や在宅医療現場での活用などを推

進する。 

アウトプット指標 「あじさいネット」に参加する医療機関等の数：25 機関 
アウトカムとアウトプット

の関連 

県内全域を網羅する医療情報ネットワーク「あじさいネット」に

ついて、多職種連携や在宅医療現場での活用などの機能拡充によ

り利便性が向上することで、参加医療機関等が増加し、登録患者

数が増えることで、医療機関等の情報共有を推進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

35,361 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

23,574 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

11,787 

民 (千円) 

23,574 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

35,361 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.４】 
医療提供の機能分化に向けた ICT 医療連携導

入支援事業（薬局連携） 

【総事業費】 

30,200 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県医師会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療機関の機能分化の推進のために、医療機関間の連携強化が急

務であり、県内全域を網羅する医療情報ネットワークについて、

多職種連携や在宅医療現場での活用などを推進するための機能

拡充が必要。 

アウトカム指標：「あじさいネット」の登録患者数 

58,000 人（H26）→60,000 人（H28） 

事業の内容 県内の医療機関等が参加する医療情報ネットワーク「あじさいネ

ット」の基盤を活用して、医療機関等と薬局及び薬局間で調剤情

報を共有可能なシステムを整備するほか、在宅医療で利用できる

環境を整備する。 

アウトプット指標 医療情報ネットワークを活用した薬局の調剤情報共有 
参加薬局数：11 

アウトカムとアウトプット

の関連 

県内全域を網羅する医療情報ネットワーク「あじさいネット」に

ついて、多職種連携や在宅医療現場での活用などの機能拡充によ

り利便性が向上することで、参加医療機関等が増加し、登録患者

数が増えることで、医療機関等の情報共有を推進する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

30,200 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

15,100 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

7,550 

民 (千円) 

15,100 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

22,650 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

7,550 

備考（注３）  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.５】 
がんの医療体制にかかる機器整備事業 

【総事業費】 

13,996 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

五島区域 
壱岐区域 

事業の実施主体 長崎県病院企業団 

事業の期間 平成２８年８月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

本県離島部は、がん診療連携拠点病院がないことから、住み慣れ

た地域でのがん診療を継続して受診できるよう、本土の地域拠点

病院と連携をとりながら、がん診療の均てん化を推進するなど医

療提供体制を整備する必要がある。 

アウトカム指標：離島におけるがん診療提供体制施設整備区域数 

H27：2 区域→H28：4 区域（全 4区域） 

事業の内容 がん診療連携拠点病院がない離島区域において、的確な診断によ

りがんによる死亡者数減少を図るとともに、治療・術後管理・検

査データ管理等に伴う医療従事者の負担を軽減するための設備

を整備する。 

アウトプット指標 設備整備施設：２施設 
アウトカムとアウトプット

の関連 

離島地域でがん診療に必要な設備整備を行うことにより、がん診

療の質の均てん化が図られ、県全体としての医療機能の分化・連

携が推進される。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,996 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

4,665 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,665 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,333 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,998 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

6,998 

備考（注３）  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備

に関する事業 

事業名 【No.６】 
周産期医療の機能分化・連携体制整備事業 

【総事業費】 

23,792 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

佐世保県北区域 

事業の実施主体 佐世保共済病院 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

佐世保県北地域では、分娩を取扱う診療所の減少により、産科の

急性期機能が著しく不足しており、構想上必要とされる病床の機

能分化を進めるには、当該医療機関に産科機能を集約させる必要

がある。 

アウトカム指標：地域医療構想上整備が必要な佐世保県北地域の   

産科の急性期機能の病床 30 床（H27）→37 床（H28）  

事業の内容 佐世保県北地域において、周産期母子医療センターの負担を軽減

するため、地域の産科医療機関病院に母体胎児の監視システムを

整備する。 

アウトプット指標 基幹病院に周産期医療機器を整備（１箇所） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

当該整備の実施により、佐世保県北地域で不足する産科の急性期

機能が強化され、本来高度急性期を担うべき佐世保市総合医療セ

ンターにおけるローリスク妊婦への対応の軽減という効果が得

られ、医療資源の効率的な活用が可能となり、地域医療構想達成

に向けて必要とされる産科の急性期機能病床の整備の促進につ

ながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

23,792 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

7,930 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,966 

民 (千円) 

7,930 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

11,896 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

11,896 

備考（注３）  



29 
 

 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.７】 
在宅医療導入研修・啓発事業 

【総事業費】 

3,872 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 郡市医師会等 

事業の期間 平成２８年８月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

在宅医療を推進するためには、在宅医療に関わる人材の確保を図

るとともに、住民に対してその重要性を認識してもらうことが必

要。 

アウトカム指標：県内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホ

ーム及び自宅）H23 15.6％→H29 18.0％ 

事業の内容 郡市医師会が主導して、在宅医療に取り組もうとする病院関係者

への「在宅医療導入研修」を実施する。また、一般住民向けの講

演会などを通じて、在宅医療の重要性を認識してもらう。 

アウトプット指標 在宅医療導入研修会参加者数：720 名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

在宅医療を促進するための研修会を開催することで、地域の医療

機関及び関係する多職種の在宅医療に対する理解を深め、在宅医

療に係る人材の育成・確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,872 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,936 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

968 

民 (千円) 

1,936 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,904 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

968 

備考（注３）  



30 
 

 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.８】 
在宅歯科医療推進に係る拠点連携推進室整備事

業 

【総事業費】 

10,803 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎区域 
佐世保県北区域 
県南区域 

事業の実施主体 長崎県歯科医師会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

入院・入所中から退院・退所後まで切れ間のない口腔ケアの提供

（口腔衛生・口腔機能の管理）体制の構築が必要。 

アウトカム指標：口腔ケア提供体制構築区域 

        H27  3 区域→H28 6 区域 

事業の内容 「地域歯科医療連携室」を設置し、歯科衛生士を病院、施設、居

宅等へ定期的に派遣し、それぞれの現場で療養者の口腔衛生・口

腔機能の状態をチェックし、必要な指導・助言を行う。 

アウトプット指標 地域歯科医療連携室設置運営：３箇所 
アウトカムとアウトプット

の関連 

「在宅歯科医療連携室」を設置し、地域の在宅支援病院、在宅療

養支援診療所、地域包括支援センター等の地域で保健・医療・福

祉を支える機関と連携することにより訪問歯科診療の増加を図

る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

10,803 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,401 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,701 

民 (千円) 

5,401 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

8,102 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

2,701 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.９】 
訪問看護支援事業（訪問看護事業所支援） 

【総事業費】 

6,563 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県看護協会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

在宅医療を充実していくためには、訪問看護師の確保と資質の向

上、訪問看護ステーションの地域偏在の解消に向けた体制整備が

必要。 

アウトカム指標：訪問看護師就業者数 

        H27 541 名→H28 571 名 

事業の内容 訪問看護の促進、人材確保を図るため以下の事業を行う。 
○訪問看護ステーション運営支援 
 コールセンターの設置・運営、アドバイザーの派遣 等 
○訪問看護ステーションと医療機関との各地域でのネットワー

クづくり 
 近隣施設との合同研修、事例検討 等 
○訪問看護ステーション訪問看護師への研修 

アウトプット指標 アドバイザー派遣による相談対応件数：60 件 
研修会参加者数：150 人 

アウトカムとアウトプット

の関連 

訪問看護の基礎的研修及び実習を実施し、人材確保と資質の向上

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,563 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,281 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,641 

民 (千円) 

3,281 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,922 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,641 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１０】 
在宅医療における衛生材料等の円滑供給の体制

整備 

【総事業費】 

4,200 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県薬剤師会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

在宅医療における衛生材料・医療材料の供給を円滑に行うための

体制整備が必要。 

アウトカム指標：システム利用薬局数を平成 31 年度までに 50 施

設にする。 

事業の内容 ・在宅医療における衛生材料・医療材料の供給を円滑に行うため、

地域で使用する衛生材料等の規格・品目統一化等の仕組を構築

するための協議会（医師会、薬剤師会、訪問看護連絡協議会等

で構成）の開催 
・拠点薬局の選定、供給体制の整備、流通体制の確保・円滑な在

庫管理のためのシステム開発 
・専門知識を共有するための研修会の開催 
・医療従事者や住民等への広報活動 

アウトプット指標 協議会開催回数４回、研修会開催６回開催 
アウトカムとアウトプット

の関連 

在庫管理システムの開発や医療・衛生材料についての理解を深め

るための研修や広報を実施することによりシステム利用薬局を

増加させることで、在宅での死亡割合の増加を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

4,200 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,100 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,050 

民 (千円) 

2,100 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,150 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,050 

備考（注３）  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１１】 
歯科医療人材育成事業 

【総事業費】 

3,200 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県歯科医師会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

在宅歯科診療に関わる歯科医師や歯科衛生士が不足しており、十

分な在宅医療サービスが供給できておらず、人材の確保が必要。 

アウトカム指標：女性歯科医師・歯科衛生士の再就職者数（女性

歯科医師１０名、歯科衛生士２０名） 

事業の内容 在宅歯科医療に従事する歯科医師、歯科衛生士を確保するため、

出産・育児等の一定期間の離職により再就職に不安を抱える女性

歯科医師等に対する必要な相談、研修等を行う。 

アウトプット指標 研修会参加者数：100 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

一定期間の離職により、再就職に不安を抱える女性歯科医師・歯

科衛生士に対して再就職に必要な支援を実施することで、在宅歯

科医療に従事する人材の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,200 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,600 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

800 

民 (千円) 

1,600 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,400 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

800 

備考（注３）  



34 
 

 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１２】 
がん専門医療従事者養成事業 

【総事業費】 

3,690 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎大学病院等 

事業の期間 平成２８年８月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるこ

とができるようにするためには、円滑な退院支援、日常の療養支

援、急変時の対応、看取り等様々な局面で包括的かつ継続的な在

宅医療・介護の提供を行う必要がある 

アウトカム指標：がん薬物療法専門医（H27 11 名 → H30 14 名） 

がん化療認定看護師（H27 11 名 → H30 16 名） 

がん薬物認定薬剤師（H27  9 名 → H30 14 名） 

事業の内容 地域の中核となる医療機関等でがん医療の中心的役割を担って

いる医療従事者（医師・看護師・薬剤師）を学会等が主催する  

教育ｾﾐﾅｰへ派遣し、最新のがん診療に関する知識を習得させる。 

アウトプット指標 医療従事者の研修会派遣数：60 名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

多職種連携による在宅医療を促進するための研修を実施するな

ど、がん医療提供体制の強化を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

3,690 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

999 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,230 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

615 

民 (千円) 

231 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,845 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,845 

備考（注３）  



35 
 

 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１３】 
在宅等医療人材スキルアップ支援事業 

【総事業費】 

2,185 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県医師会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

在宅医療等の資源に比較的恵まれた地域においては、高齢化によ

り、医療需要が急速に増加すると推計されており、さらに人材の

確保や質の向上が必要。 

アウトカム指標： 

・在宅医療等に携わる人材の養成数 H27：18 名→H28：50 名 
・精度管理均てん化等研修の参加者数 H27：126 名→H28：130 名 

事業の内容 ・在宅現場等救急医療活動に資する研修 
・地域包括ケアシステムにかかる精度管理均てん化等研修 

アウトプット指標 ・在宅現場等救急医療活動研修の開催数：5 回 
・地域包括ケアシステム精度管理均てん化等研修の開催数：1 回 

アウトカムとアウトプット

の関連 

在宅医療にかかる各種研修を実施することで、在宅医療に資する

人材の養成や地域における医療提供の質の均てん化につながり、

在宅医療提供体制の強化が図られる。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,185 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,092 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

546 

民 (千円) 

1,092 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,638 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

547 

備考（注３）  



36 
 

 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【No.１４】 
医療的ケアが必要な在宅障害児等への支援事業 

【総事業費】 

16,539 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県、社会福祉法人等 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

周産期母子医療センターを退院した小児等に対する在宅での療

養を支援する体制の整備が十分とは言えず、NICU 病床満床や、

家族の負担が大きい理由の一つになっていることから、医療と介

護が連携して、地域で受け入れることができる体制整備が必要。 

アウトカム指標：ＮＩＣＵ病床満床による受け入れ不可能件数 

56 件（H27）→48 件（H28） 

事業の内容 小児等が周産期母子医療センターのＮＩＣＵ病床等からの退院

後において、地域で安心して療養するため、地域のリーダーの養

成や、多職種連携による退院支援等を行うアドバイザーを設置す

ることにより、小児の在宅医療環境を整備し、地域で家族を支援

する体制の充実と、ＮＩＣＵ病床の負担軽減を図る。 

アウトプット指標 小児の在宅医療推進拠点整備数 ４箇所 
アウトカムとアウトプット

の関連 

地域で安心して療養するため、地域のリーダーの養成や、多職種

連携による退院支援等を行うアドバイザーを設置することによ

り、在宅医療にかかる提供体制の強化を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

16,539 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

6,509 

基金 国（Ａ） (千円) 

10,026 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,013 

民 (千円) 

3,517 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

15,039 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,500 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１５】 
高精度がん放射線治療の集約化と質の均てん化

事業 

【総事業費】 

2,028 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎大学病院 

事業の期間 平成２８年８月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

多くの地域において医療従事者の確保が困難となる中で、医師・

看護職員等の人材確保を図るため、医師確保や離職した看護職員

に対する復職の支援、勤務環境の改善による職員の定着支援を行

う仕組み等を設け、県内の需給バランスに対応する必要がある。 

アウトカム指標：放射線治療医の人員の確保及び人材の育成 

        （H27 10 名 → H30 12 名） 

事業の内容 高精度放射線治療において共通のプロトコールを作成し、治療と

治療効果・副作用の評価を行うため、共通基盤を適切に運用でき

るよう、知識を共有することを目的に、学会が主催するセミナー

等へ医療従事者を派遣する。 

アウトプット指標 放射線治療に携わる医療従事者の研修会派遣数：３０名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

放射線治療に携わる医療従事者が高精度機器を適切に活用する

ための知識を習得するための研修会等に参加させることにより、

放射線治療医の育成・確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,028 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

676 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

338 

民 (千円) 

676 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,014 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,014 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１６】 
医科・歯科連携に資する人材育成のための研修

会 

【総事業費】 

6,400 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県歯科医師会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

歯科診療において、入院や施設への入所により診療が中断してし

まうケースが多く、入院、入所中から退院、退所後まで切れ目の

ない口腔ケアの提供（口腔衛生・口腔機能の管理）体制を構築す

る必要がある。 

アウトカム指標：医科・歯科連携に資する人材の養成数 

        H27 379 名→H28 400 名 

事業の内容 適切な口腔ケアにより、口腔がん、食道がんの危険性が低下する

等、医科・歯科連携による患者中心の質の高い医療を推進するた

め、平成２６年度に作成したカリキュラムに基づき、がん、糖尿

病等の疾病予防・疾病の早期治療等に有用な医科・歯科連携に関

する研修会を実施し、医科・歯科連携に精通した人材を育成する。 

アウトプット指標 研修会開催数：１５回 
アウトカムとアウトプット

の関連 

魅力ある研修プログラムを実施し、医科・歯科連携に精通した質

の高い歯科医療従事者の育成・確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,400 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,200 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,600 

民 (千円) 

3,200 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

4,800 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,600 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１７】 
小児・周産期・産科・救急等医療体制整備事業 

【総事業費】 

18,400 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

小児・産科等診療科目にあっては、医師の確保が非常に困難とな

っており、医師等の育成や勤務環境の改善による定着支援を行う

仕組み等を構築し、新生児医療の維持確保を図る必要がある。 

アウトカム指標：周産期母子医療センターにおけるＮＩＣＵ勤務

医の維持 H27  52 人 → H28 52 人 
事業の内容 新生児医療に従事する小児科医に対するＮＩＣＵ従事手当の助

成並びに新生児医療のサブスペシャリティ専門医を目指す小児

科医への資格修得のための助成等を行うことで処遇改善を図る。 

アウトプット指標 処遇改善等に取り組む医療機関への助成数：１医療機関 
アウトカムとアウトプット

の関連 

医師不足が指摘されている診療科目のうち、新生児医療に従事す

る小児科医の処遇改善及び専門医の育成を図り、これらの人材の

県内定着による新生児医療の維持確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

18,400 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

8,176 

基金 国（Ａ） (千円) 

8,176 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,089 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

12,265 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

6,135 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１８】 
女性薬剤師等の復職支援事業 

【総事業費】 

500 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県薬剤師会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

多くの地域において医療従事者の確保が困難となる中で、医師・

看護職員等の人材確保を図るため、医師確保や離職した看護職員

等に対する復職の支援、勤務環境の改善による職員の定着支援を

行う仕組み等を設け、県内の需給バランスに対応する必要があ

る。 

アウトカム指標：復職による薬剤師を平成 31 年度までに 8 名確

保する。 

事業の内容 ・病院・薬局等で勤務経験のある女性薬剤師等の復職支援を促進

するため、薬剤師確保対策に関する協議会を開催し、必要な体

制の構築を図る。 
・未就業薬剤師への周知。 
・薬剤師会が認可取得している薬剤師無料紹介所における就職情

報の収集提供。 
・就業支援のための実地研修会の開催。 

アウトプット指標 協議会開催：４回、研修会参加者数２人以上 
アウトカムとアウトプット

の関連 

薬剤師の不足を解消するため、離職した職員に対する復職や定着

支援を行い、薬剤師の育成・確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

500 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

250 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

125 

民 (千円) 

250 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

375 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

125 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.１９】 
医療勤務環境改善支援センター事業 

【総事業費】 

12,776 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

医療従事者の勤務環境が厳しい中、質の高い医療サービスを継続

的に提供するためには、勤務環境の改善による定着支援を行う仕

組み等を構築し、地域医療を確保する必要がある。 

アウトカム指標：医療勤務環境マネジメントシステムに取り組む

医療機関数 H27  2 機関→H28 6 機関 

事業の内容 医療従事者が健康で安心して働ける環境の整備のため、勤務環境

改善マネジメントシステムにより勤務環境改善に取り組む各医

療機関に対してアドバイザーによる支援、環境改善に効果的な事

業への助成等の総合的・専門的な支援を行う。 

アウトプット指標 支援対象医療機関数：６機関 
アウトカムとアウトプット

の関連 

「医療勤務環境改善支援センター」を設置し、離職防止と定着促

進を図ることにより医療従事者を確保する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

12,776 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

2,757 

基金 国（Ａ） (千円) 

5,637 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,819 

民 (千円) 

2,880 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

8,456 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

4,320 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２０】 
ながさき地域医療人材支援センター運営事業 

【総事業費】 

63,934 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

離島と本土地域の医師の偏在の格差が依然として大きい中、質の

高い医療サービスを継続的に提供するためには、県内の医師不足

の状況等を把握・分析し、医師のキャリア形成支援と一体的に医

師不足病院等の支援等を行い、地域医療を確保する必要がある。 

アウトカム指標：離島の病院等に勤務する医師数（三師調査） 
 H24 201 人→H28 206 人 

事業の内容 県内の医師の地域偏在等を解消し、地域医療の安定的な確保を図

るため、「ながさき地域医療人材支援センター」（地域医療支援セ

ンター）を運営する。 

アウトプット指標 キャリア形成等支援登録医師数累計：４４人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

離島・へき地の医療機関への医師の斡旋・診療応援や医師のキャ

リア形成支援等を行うことで、地域医療の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

63,934 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

42,623 

基金 国（Ａ） (千円) 

42,623 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

21,311 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

63,934 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  



43 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２１】 
看護師等養成所運営等事業 

【総事業費】 

151,712 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 民間立看護師等養成所 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

多くの地域において看護職員の確保が困難となる中で、看護師等

養成所の強化・充実を図り、安定的な運営に向けて支援すること

が必要である。 

アウトカム指標：看護職員の確保 
H26 23,665 人→H28 26,343 人 

事業の内容 看護師等養成所の教育内容の充実を図るため、専任教員経費、部

外講師謝金、教材費等運営に係る経費を補助する（民間立養成所） 

アウトプット指標 民間立看護師等養成所への経費の補助数（５校１０課程） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

専任教員経費、部外講師謝金、教材費等運営に係る経費を補助し、

看護師等養成所の教育内容の充実を図ることで、看護職員等の人

材確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

151,712 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

101,141 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

50,571 

民 (千円) 

101,141 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

151,712 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２２】 
女性医師等就労支援事業 

【総事業費】 

5,943 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県、長崎大学病院 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

女性医師等が、出産、子育て等のライフイベントにより離職する

事例が生じていることから、医師等の離職を防止し、復職を支援

する仕組み等を構築する必要がある。 

アウトカム指標：再就業または復帰の意思のある女性医師の割合 
 H27  85％→H29  90％ 

事業の内容 出産・育児等による離職を防止し、離職後の再就業に不安を抱え

る女性医師等のための相談窓口の設置・運営、復職研修や子育て

中であっても地域医療に従事できるシステムの構築等の取り組

みを行う。 

アウトプット指標 相談窓口対応件数  H27 76 件→H29 80 件 
アウトカムとアウトプット

の関連 

女性医師等の復職研修や就労環境改善の取組みを支援すること

で、医療従事者の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,943 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

3,962 

基金 国（Ａ） (千円) 

3,962 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,981 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

5,943 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  



45 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２３】 
小児救急電話相談事業 

【総事業費】 

15,746 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

少子化等により地域の小児科が減少する中で、休日夜間の小児の

救急医療への対応が困難になっている。医療資源を効率的かつ効

果的に活用するため、不要、不急の救急を可能な限り抑制する必

要がある。 

アウトカム指標：救急受診を 1,300 件抑制する。 

（H27 実績 1,143 件） 

事業の内容 夜間の小児の急な病気やケガ等の際、保護者が医療機関を受診す

べきか判断に迷ったときに、対処方法や受診の要否について電話

で相談に応じる「長崎県小児救急電話相談センター」を運営する

事業。電話医療相談サービスで実績の高い民間事業者が受託して

おり、経験豊富な看護師、医師のもと、多種多様な電話相談に迅

速に対応する。 

アウトプット指標 相談件数 10,000 件 
アウトカムとアウトプット

の関連 

夜間の小児の急な病気やケガ等に関する電話相談体制を整備し、

初期相談を数多く担うことで、不要、不急の救急が抑制され、限

られたスタッフで時間外の救急体制を確保している医療機関の

負担軽減及び医療資源の確保につながる。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

15,746 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

10,497 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,249 

民 (千円) 

9,720 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

15,746 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  



46 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２４】 
小児救急医療体制整備事業 

【総事業費】 

18,664 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

佐世保県北区域 

事業の実施主体 佐世保市 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

佐世保県北医療圏においては、小児科医師が特に不足しており、

当該事業を行う佐世保市の医療機関が２４時間体制で２次、３次

小児救急医療に対応し、医療圏の小児医療を支えており、小児科

医師の確保のための支援が必要になっている。 

アウトカム指標：年間 3,500 件の受入患者数を維持する。（H26

実績 3,406 件） 

事業の内容 佐世保市が行う小児科医による２４時間３６５日対応の２次救

急医療体制を確保するため、運営費等必要な経費について支援を

行う。 

アウトプット指標 小児科医による佐世保県北圏域の２次救急医療体制を２４時間

確保する医療機関数 １箇所 
アウトカムとアウトプット

の関連 

夜間の小児の急な病気やケガ等に関する２次救急医療体制を整

備し、限られたスタッフで時間外の救急体制を確保している医療

機関の負担軽減することで、医療従事者の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

18,664 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

8,295 

基金 国（Ａ） (千円) 

8,295 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,148 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

12,443 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

6,221 

備考（注３）  



47 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２５】 
産科医等確保支援事業 

【総事業費】 

18,480 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

県内の産科医が不足し、周産期母子医療センターの負担が大きく

なっていることから、地域における産科医を確保し、定着を図る

必要がある。 

アウトカム指標：分娩手当助成対象となる機関数 
 平成２７年 １０施設→平成２８年：１１施設 

事業の内容 産科医等の処遇を改善しその確保を図るため、分娩手当等を支給

する分娩取扱機関に対して支援を行う。 

アウトプット指標 １１医療機関に対し助成し産科医の処遇改善を図る。 
アウトカムとアウトプット

の関連 

医師不足が指摘されている診療科目のうち、産科医の処遇改善を

図り、周産期医療の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

18,480 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

4,107 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

2,053 

民 (千円) 

4,107 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

6,160 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

12,320 

備考（注３）  



48 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２６】 
新人看護職員研修事業 

【総事業費】 

36,234 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県、医療機関等 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

多くの地域において看護職員の確保が困難となる中で、新人看護

職員の中には、臨床実践能力と看護実践能力の乖離が原因で離職

するものもいることから、臨床実践能力を強化するため、各医療

機関における研修体制を整備する必要がある。 

アウトカム指標：新人看護職員の離職率 
H27 7.1％→H28 5％ 

事業の内容 看護の質の向上や安全な医療の確保、早期離職防止の観点から、

新人看護職員が就職後も臨床研修を受けられる体制を整備する

ため、講師謝金や備品購入費など医療機関が実施する新人看護職

員研修に係る経費の補助を行う。 

アウトプット指標 新人看護職員研修を実施する ４３施設 
アウトカムとアウトプット

の関連 

新人看護職員の研修体制を確保することで、看護の質の向上、安

全な医療の確保、早期離職防止を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

36,234 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

5,965 

基金 国（Ａ） (千円) 

12,078 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

6,039 

民 (千円) 

6,113 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

18,117 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

18,117 

備考（注３）  



49 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２７】 
病院内保育所運営事業 

【総事業費】 

166,654 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

多くの地域において看護職員の確保が困難となる中で、子供を持

つ看護職員・女性医師をはじめとした医療従事者の離職防止、再

就業促進のためには、病院内保育所の安定した運営が必要であ

る。 

アウトカム指標：看護職員の確保 

H26 23,665 人→H28 26,343 人 

事業の内容 子供を持つ看護職員、女性医師をはじめとする医療従事者の離職

防止及び再就業を促進するため、病院内保育所を設置する医療機

関に対し、保育士の人件費等運営に係る経費を補助する。  

アウトプット指標 病院内保育所運営施設への経費の補助数（２６施設） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

病院内保育の充実を図ることで、子供を持つ看護職員、女性医師

をはじめとする医療従事者の離職防止及び再就業の促進を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

166,654 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

5,963 

基金 国（Ａ） (千円) 

74,068 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

37,035 

民 (千円) 

68,105 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

111,103 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

55,551 

備考（注３）  



50 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２８】 
離職防止を始めとする看護職員の確保対策（看

護キャリア支援センター） 

【総事業費】 

52,776 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

多くの地域において看護職員の確保が困難となる中で、看護職員

のキャリアに応じた離職防止、就業の支援を県全体で推進する必

要がある。 

アウトカム指標：看護職員の確保 
H26 23,665 人→H28 26,343 人 

事業の内容 未就業、潜在看護職員の看護技術実践力と就業意欲を高めるため

の研修等を実施し、潜在化を防止し再就業を促進するとともに離

職防止を始めとする看護職員の確保対策を行う。  

アウトプット指標 研修受講者数 H27 3,216 人→H28 4,000 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

未就業・潜在看護職員向けの研修等を実施することで、再就業・

離職防止等看護職員の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

52,776 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

35,184 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

17,592 

民 (千円) 

35,184 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

52,776 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

35,184 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  



51 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.２９】 
看護師等学校養成所県内就業促進事業 

【総事業費】 

20,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 看護師等学校養成所 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

多くの地域において看護職員の確保が困難となる中で、県内看護

職員の確保を図るため、看護師等学校養成所における県内就業の

取組を促進していく必要がある。 

アウトカム指標：新卒看護職員の県内就業率 
H27 58％→H28 64％ 

事業の内容 県内看護師等学校養成所が取り組む県内就業促進に係る経費を

補助する 

アウトプット指標 県内看護師等学校養成所への経費の補助数（１０校１７課程） 
アウトカムとアウトプット

の関連 

看護師等学校養成所における県内就業の取組を促進することに

より、県内医療機関等における看護職員の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

20,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

333 

基金 国（Ａ） (千円) 

13,333 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

6,667 

民 (千円) 

13,000 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

20,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  



52 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３０】 
長崎病理医育成・診断センター事業 

【総事業費】 

20,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎大学病院 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

県内の病理医は他の領域と比べて極めて少なく、かつ、高齢化し

ており、病理医の養成は急務となっている。 

アウトカム指標：県内のがん診療連携拠点病院における病理専門

医数 H27 11 人→H28 12 人 

事業の内容 長崎大学病院に設置した長崎病理医育成・診断センターで、県内

外から集まってくる豊富な病理診断データを用いて病理専門医

を養成する。 
アウトプット指標 病理専門医を目指す研修医等の数 ５人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

医師不足が指摘されている診療科目のうち、病理医の養成を図

り、地域のがん医療の充実を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

20,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

10,000 

基金 国（Ａ） (千円) 

10,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,000 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

15,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

5,000 

備考（注３）  



53 
 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３１】 
発達障害児地域医療体制整備事業 

【総事業費】 

5,137 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県、医療機関 

事業の期間 平成２８年９月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

発達障害やその疑いのある児の増加により、専門医療機関の初診

待ちが３～４ヶ月と長期となり、早期診断・早期療育が実現でき

ていない。身近な地域で早期療育が受けられる体制整備が求めら

れており、発達障害児の診察が可能な医師の育成及び新たな発達

外来開設等に向け取り組む必要がある。 

アウトカム指標：新たに発達外来を開設する医療機関 １箇所 

事業の内容 発達障害児の診察が可能な医師を育成するとともに、県内地域医

療機関での新たな発達外来開設等に対し支援する。 

アウトプット指標 ・発達障害児の診察ができる医師の養成を目的とした研修を受講

する医師数 ６名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

発達障害に関する医師の養成研修受講に対する支援をすること

で、発達障害児の受診機会の拡大を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

5,137 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

758 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,091 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,046 

民 (千円) 

1,333 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,137 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

2,000 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３２】 
地域連携児童精神医学講座 

【総事業費】 

30,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎大学病院 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

発達障害児の支援については、早期診断・早期療育が重要とされ

るが、児童・青年期精神医学を専門とする精神科医師が少なく、

身近な地域で早期療育が受けられる体制整備の充実が求められ

ている。そのため、児童・青年期精神医学を専門とする精神科医

師の養成が急がれている。 

アウトカム指標：児童・青年期精神医学を専門とする精神科医師

の養成 2 名 

事業の内容 長崎大学病院が開設する児童青年期精神医学を専門とする医師

の養成及び研究を目的とした講座運営費用を支援する。 

アウトプット指標 児童青年期精神医学を専門とする医師の養成を目的に、講義、実

地研修、研究を行う講座を受講する医師数 3 名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

児童青年期精神医学の専門医不足を解消するため、長崎大学で講

義、実地研修、研究を行う講座を実施することで、専門医の養成

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

30,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

20,000 

基金 国（Ａ） (千円) 

20,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

10,000 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

30,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３３】 
しまの精神医療特別対策事業 

【総事業費】 

13,788 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

上五島区域 

事業の実施主体 長崎県病院企業団 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

多くの地域において医療従事者の確保が困難となる中、上五島医

療圏域は精神科医不在地区となっており、島内で精神科を受診す

ることができない状況にあることから、当圏域へ精神科医師を派

遣し、受診体制を維持する必要がある。 

アウトカム指標：地域精神保健医療体制の維持  

H27 8 圏域→H28 8 圏域（全圏域） 

事業の内容 精神科医不在地区である上五島医療圏域へ精神科医師を派遣す

る。 

アウトプット指標 診療件数（上五島医療圏域） H28 6,000 件 
アウトカムとアウトプット

の関連 

精神科無床地区である上五島医療圏域へ精神科医師を派遣する

ことにより、地域精神保健医療体制を維持する。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

13,788 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

9,192 

基金 国（Ａ） (千円) 

9,192 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

4,596 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

13,788 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３４】 
質の高い看護職員育成支援事業 

【総事業費】 

6,110 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 医療機関等 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域医療の充実のためには、在宅医療を見据え、医療の高度化専

門分化に対応できる質の高い看護職員を育成し、定着促進を支援

する必要がある。 
アウトカム指標：県内の認定看護師数 
H27 212 人→H28 253 人 

事業の内容 看護職員の資質向上及び定着促進、地域医療体制の充実のため、

認定看護師の資格取得に対する研修受講費等の支援を行う。糖尿

病対策等においては、認定看護師への初期研修の位置づけとし

て、専門性の高い看護師育成研修を県内で実施する。 

アウトプット指標 ・実務研修受講者数 ６名 
・認定看護師養成補助数 ６医療機関 

アウトカムとアウトプット

の関連 

医療機関に対し、専門性の高い認定看護師の資格取得に対する研

修受講費等の支援を行うことで、看護職員の資質向上と安定的確

保を図る。 
事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

6,110 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,073 

基金 国（Ａ） (千円) 

2,573 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

1,287 

民 (千円) 

1,500 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

3,860 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

2,250 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３５】 
大学地域枠医学修学資金貸与事業 

【総事業費】 

70,290 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域や診療科目により医療従事者の確保が非常に困難となって

いることから、それらの人材確保を図るため、医師等の育成や離

職した看護職員等に対する復職の支援、勤務環境の改善による定

着支援を行う仕組み等を構築し、医療従事者の偏在に対応し、地

域医療を確保する必要がある。 

アウトカム指標：離島の病院等に勤務する医師数（三師調査） 
 H24 201 人→H28 206 人 

事業の内容 将来、県内の公的医療機関等に勤務する医師を養成し、離島・へ

き地における医師不足の解消を図るため、医学生へ修学資金を貸

与する。 
アウトプット指標 新規貸与者数 

 H27 11 人→H28 13 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

修学資金を貸与し、医師を養成することにより、地域医療の確保

を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

70,290 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

46,860 

基金 国（Ａ） (千円) 

46,860 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

23,430 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

70,290 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３６】 
医学修学生等実地研修事業 

【総事業費】 

2,631 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域や診療科目により医療従事者の確保が非常に困難となって

いることから、それらの人材確保を図るため、医師等の育成や離

職した看護職員等に対する復職の支援、勤務環境の改善による定

着支援を行う仕組み等を構築し、医療従事者の偏在に対応し、地

域医療を確保する必要がある。 

アウトカム指標：離島の病院等に勤務する医師数（三師調査） 
 H24 201 人→H28 206 人 

事業の内容 修学資金を貸与された医学生等を対象としたワークショップ等

の実地研修を実施する。 

アウトプット指標 離島病院等見学者数：１５人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

離島・へき地医療に対する認識を深めることにより、地域医療を

担う人材の養成を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,631 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

1,754 

基金 国（Ａ） (千円) 

1,754 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

877 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

2,631 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３７】 
新・鳴滝塾構想推進事業 

【総事業費】 

20,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県医師臨床研修協議会 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

医学生の県外志向等の理由により、地域医療を担う医師が非常に

不足している。 

アウトカム指標：県内の病院における研修医マッチング数 
 H27 84 人→H28 110 人 

事業の内容 長崎県医師臨床研修協議会を設置し、各種の臨床研修医確保事業

等の実施により、県内で従事する医師の確保を図る。 

アウトプット指標 合同説明会参加人数 70 人 
アウトカムとアウトプット

の関連 

初期臨床研修医の獲得により、安定的な地域医療の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

20,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

6,666 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

3,334 

民 (千円) 

6,666 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

10,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

10,000 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３８】 
医師ワークライフバランスサポート事業 

【総事業費】 

2,900 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

長崎県全体 

事業の実施主体 長崎県医師会 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

地域で従事する医師の確保が非常に困難となっていることから、

女性医師等の育児と勤務の両立を支援し、定着を図る必要があ

る。 

アウトカム指標：保育サポートシステム利用医師数 
 H27 22 人→H29 25 人 

事業の内容 子育て中の医師であっても臨床に従事できる環境を整備する相

談員を配置し、保育サポーターの養成を行い医師のワークライフ

バランスの向上を図る。 

アウトプット指標 保育サポーター登録者数：８９名 
アウトカムとアウトプット

の関連 

医師のワークライフバランスの向上を図ることにより、県内で医

療に従事する医師の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

2,900 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基金 国（Ａ） (千円) 

966 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

484 

民 (千円) 

966 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

1,450 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

1,450 

備考（注３）  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【No.３９】 
しまの周産期医療特別対策事業 

【総事業費】 

20,000 千円 

事業の対象となる医療介護

総合確保区域 

上五島区域 

事業の実施主体 長崎県病院企業団 
事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 
背景にある医療・介護ニー

ズ 

多くの地域において医療従事者の確保が困難となる中で、上五島

医療圏域は産科医不在地区となっており、上五島医療圏における

分娩体制を早急に構築する必要がある。 

アウトカム指標：産科常勤医師の確保 １名 

事業の内容 分娩数が減少している離島地域における周産期医療提供体制の

維持のため、長崎県病院企業団が行う分娩体制構築事業に対し

て、地元自治体と連携して補助する。 

アウトプット指標 分娩体制構築事業への補助支援：１団体 
アウトカムとアウトプット

の関連 

長崎県病院企業団が行う分娩体制構築事業に対して支援を行い、

不足している産科医の確保を図る。 

事業に要する費用の額 金

額 

総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

20,000 

基金充当

額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

10,000 

基金 国（Ａ） (千円) 

10,000 

都道府県 

（Ｂ） 

(千円) 

5,000 

民 (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (千円) 

15,000 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

5,000 

備考（注３）  
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(2) 事業の実施状況 

別紙「事後評価」のとおり。 
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３．計画に基づき実施する事業 

 （事業区分３：介護施設等の整備に関する事業） 

 (1) 事業の内容等 

都道府県 

事 業 の

区分 

３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.40】長崎県介護施設等整備事業 【総事業費】 

140,037千円 

(1,194,454千円) 

事 業 の
対 象 と
な る 医
療 介 護
総 合 確
保区域 

長崎圏域・佐世保県北圏域・県央圏域 

事 業 の
実 施 主
体 

長崎県 

事 業 の
期間 

平成２８年４月中旬～平成２９年３月３１日（債務負担有） 

背 景 に
あ る 医
療・介護
ニーズ 

介護を必要とする高齢者やその家族の多様なニーズに応えるため、居宅におけるサ

ービス提供体制の整備を含む、介護サービス提供体制の構築。。 

アウトカム指標：特別養護老人ホームの待機者のうち、要介護３以上の在宅待機者

数の減（平成２７年４月１日現在１，３７９人） 

事 業 の

内容 

・地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム        ２５２床 

認知症高齢者グループホーム          ７６床 

 小規模多機能型居宅介護事業所         ２３箇所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    ２１箇所 

 認知症対応型デイサービスセンター       １５箇所 

看護小規模多機能型居宅介護事業所        ８箇所 

 看護予防拠点                  １箇所 

・介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 
・介護サービスの改善を図るための既存施設等の改修及び介護療養型医療施設等
の転換の整備に対して支援を行う。 
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ア ウ ト
プ ッ ト
指標（事
業 の 目
標） 

介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期長

崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）に基づ

き介護サービスを提供する施設の整備を行う。 

 

・地域密着型特別養護老人ホーム             （２５２床） 

・認知症高齢者グループホーム               （７６床） 

・小規模多機能型居宅介護事業所          ３箇所（２３箇所） 

・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     １箇所（２１箇所） 

・認知症対応型デイサービスセンター        １箇所（１５箇所） 

・看護小規模多機能型居宅介護事業所            （８箇所） 

 

ア ウ ト
カ ム と
ア ウ ト
プ ッ ト
の関連 

居宅におけるサービス提供体制の整備を含む、介護サービス提供体制の構築を推進

することで、特別養護老人ホームの入所待機者（特に要介護 3 以上の在宅待機者）

の解消を図る。 

事業に

要する

費用の

額 

事業内容 
総事業費 

（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 
（注１） 

基金 その他 
（Ｃ） 
（注２） 国（Ａ） 都道府県（Ｂ） 

①地域密着型サービ

ス施設等の整備 

(千円) 

112,970 

(799,844) 

(千円) 

75,313 

(533,229) 

(千円) 

37,657 

(266,615) 

(千円) 

 

②施設等の開設・設置

に必要な準備経費 

(千円) 

27,067 

(287,770) 

(千円) 

18,045 

(191,846) 

(千円) 

9,022 

(95,924) 

(千円) 

 

③介護保険施設等の

整備に必要な定期借

地権設定のための一

時金 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

(千円) 

 

④介護サービスの改

善を図るための既存

施設等の改修 

(千円) 

 

(106,840) 

(千円) 

 

(71,226) 

(千円) 

 

(35,614) 

(千円) 

 

金額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 

(千円) 

140,037 

(1,194,454) 

基金充当額 

（国費）にお

ける公民の別 
（注３） 

（注４） 

公 (千円) 

基
金 

国（Ａ） 

(千円) 

93,358 

(796,301) 

都道府県（Ｂ） 

(千円) 

46,679 

(398,153) 

民 うち受託事業等（再

掲） 

(千円) 

93,358 

(796,301) 計（Ａ＋Ｂ） 

(千円) 

140,037 

(1,194,454) 
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その他（Ｃ） 
(千円) 

 

備考

（注５） 

※各欄における（ ）書きは平成２７年度補正予算分も含めた整備数、費用額を記

載 

（注１）事業者が未定等のため、総事業費が不明の場合は、記載を要しない。 

（注２）事業者が未定で、事業者負担額が不明の場合は、記載を要しない。 

（注３）事業主体が未定で、かつ、想定もできない場合は、記載を要しない。 

（注４）指定管理者制度の活用など設置主体が「公」で、施設の運営が「民」の場合、基金充当 

   額（国費）における公民の別としては、「公」に計上するものとする。 

（注５）備考欄には、複数年度にまたがり支出を要する事業の各年度の基金所用見込額を記載 

   すること。 

    

 

(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 
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 （事業区分５：介護従事者の確保に関する事業） 

 (1) 事業の内容等 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）基本整備 

 （中項目）基盤整備 

 （小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

事業名 【No.41】介護人材確保対策連携強化事業 【総事業費】 

(201)千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医
療・介護ニー
ズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、地

域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人  

事業の内容 関係機関・団体との協議会を設置し、地域包括ケアの提供基盤となる質の

高い福祉・介護人材の安定的な確保及び育成を推進するために、関係機関・

団体における個々の取組や一体的な取組の計画・実施・検証を行う。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

  年４回協議会を開催 

アウトカムと
アウトプット
の関連 

関係機関・団体の代表者等により構成された協議会を通して、現場の声や専

門性の高い意見を受け、計画立案等を行い、質の高い福祉・介護人材の安定的

な確保、育成につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (201)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (134)(千円) 

基
金 

国（Ａ） (134)(千円) 民 (千円) 

都道府県（Ｂ） (67)(千円) うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (201)(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業 

事業名 【No.42】イメージアップ事業 【総事業費】 
1,625 千円 
(4,557)    

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医
療・介護ニー
ズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、地

域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 介護職についての全体的なイメージアップを図るため、11月の介護の日前

後に、県民を対象とするフォーラムを開催する。 

フォトコンテストの展示会を県内各地（２１ヶ所）で開催する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

対象：一般、定員：1,000名、回数：2回 

アウトカムと
アウトプット
の関連 

フォーラムや展示会の実施により介護職の大切さや魅力を発信し、イメージ

アップを図り、また参加者への理解度を深めることで、人材の参入を推進し、

介護職員の確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 1,625(千円) 

(4,557)     

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 1,083(千円) 

 (3,038) 

民 1,083(千円) 

(3,038) 

都道府県（Ｂ） 542(千円) 

(1,519) 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

1,083(千円) 

(3,038) 

計（Ａ＋Ｂ） 1,625(千円) 

(4,557) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業 

事業名 【No.43】-基礎講座・高校等進路指導教員等への訪問事業 【総事業費】 
3,960 千円 
(6,965)    

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医
療・介護ニー
ズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、地域

包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 小中高生等の若年層及びその保護者などを対象に福祉・介護の仕事の大切さ

と魅力を伝えるための基礎講座等を実施し、若い人材の福祉・介護分野への参

入を促進する。   

また、高校等の進路指導、就職指導教員への訪問により、本県における介護

人材の動向や介護に関する理解促進を行い、学生の介護分野への就業促進を図

る。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

基礎講座(各年) 

 対象：小・中高生・保護者、回数：20回、参加人数 800人（40人×20回） 

 高校等訪問数：80か所 

アウトカムと
アウトプット
の関連 

小中高校生やその保護者に介護の仕事の大切さやりがいなどの魅力と将来の

賃金体系などキャリアパスなどを正しく理解してもらうことで、就職先として、

選択または認識してもらうことで、今後の若い人材の福祉・介護分野への参入促

進を図り、介護職員の確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 3,960(千円) 
(6,965)      

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

基
金 

国（Ａ） 2,640(千円) 
(4,643)     

民 2,640(千円) 

(4,643)     

都道府県（Ｂ） 1,320(千円) 
(2,322)     

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

2,640(千円) 

(4,643)     

計（Ａ＋Ｂ） 3,960(千円) 
(6,965)     

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 



28 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場体

験事業 

事業名 【No.44】保護者へのイメージアップ事業 【総事業費】 

(882)千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 就職決定に影響の大きい保護者や教員のイメージを変えるために、親子

(教員含む）対象の職場体験バスツアーを開催する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

対象：学生、保護者、教員等 

定員：３０名／回 

回数：６回（県北、県央、県南で各２回）各年 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

親子や教員を対象とした職場体験バスツアーの実施を通じて、介護の魅力

を実感し、介護分野への就職への抵抗感をなくし、意識を高めることで、介

護職員の確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (882)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (588)(千円) 民 (588)(千円) 

 

都道府県（Ｂ） (294)(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

(588)(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (882)(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

 （小項目）助け合いによる生活支援の担い手の養成事業 

事業名 【No.45】長崎県介護予防推進フォーラム 【総事業費】 

(950)千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県、長崎県介護予防市町支援委員会、長崎県リハビリテーション支援

センター 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

・高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標： 

・地域包括ケアシステムの構築割合…平成３７年に１００％ 

事業の内容 県民が元気なうちから介護予防に関心を持つよう、介護予防の普及啓発を

広く一般県民に行うため、介護予防推進フォーラムを開催する。また、介

護予防の先駆的な取組を行う自主グループの活動報告、活動表彰もフォー

ラムの中で行うことにより、地域活動組織の育成支援を行う。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

①フォーラム参加者数 ３００名以上/回 

②アンケートによるフォーラムの満足度 ８０％以上 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

・フォーラムの参加者が介護予防の必要性や重要性について理解を深め、

住民主体の通いの場や生活支援の担い手が増加し、いつまでも元気に地域

で生活できる体制（地域包括ケアシステム）整備を図る。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費(Ａ＋Ｂ＋Ｃ) (950)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (634)(千円) 

基
金 

国（Ａ） (634)(千円) 民 (千円) 

 

都道府県（Ｂ） (316)(千円) 

 

うち受託事業 

（再掲）（注２） 

(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (950)(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）介護未経験者に対する研修支援事業 

事業名 【No.46】介護職員初任者研修受講支援 【総事業費】 

(26,303) 

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年７月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 職員の人材育成計画等を構築する介護事業所に対し、介護職員初任者研修

の受講料を支援する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

事業実施事業所数 ４３０事業所 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

介護事業所への介護職員初任者研修受講料支援の実施により、職員が資格

を取得し資質向上を図ることで、介護職場への定着を促進し、介護職員の育

成・確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (26,303) 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (17,536) 

(千円) 

民 (17,536) 

(千円) 

都道府県（Ｂ） (8,767) 

(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

 (17,536) 

    (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (26,303) 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.47】マッチング機能強化事業 【総事業費】 

(16,551) 

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 キャリア支援専門員が、福祉・介護事業所を訪問し、求人の動向について

の状況を確認するとともに、求職者ニーズにあわせた職場開拓を図る。また、

人材センターの紹介により、就職した元求職者の離職を防止し就労継続を支

援するため、継続した支援を行う。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

事業所訪問：100か所 各年 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

キャリア支援専門員が事業所訪問により、求職者のニーズにあわせた職場

開拓を行い、就労につなげるとともに、就労後の継続支援を実施することで、

介護職員の定着を図り、介護職員の確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (16,551) 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (11,034) 

(千円) 

民    (11,034) 

     (千円) 

都道府県（Ｂ） (5,517) 

(千円) 

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

   (11,034) 

     (千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (16,551) 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.48】合同面談会 【総事業費】 
1,574 千円 
(7,190) 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 少子高齢化の進展、労働人口の減少から長崎県内の社会福祉施設・事業所

における人材確保は困難な状況が続いている。介護分野への就職機会の拡

大、長崎県内の社会福祉施設・事業所等の人材確保の充実を図るため、人事

担当者との個別面談の機会を提供し、効果的な人材確保と円滑な採用活動を

目的に合同面談会を実施する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

 4回（長崎市 2回、佐世保市、大村市各 1回）開催、参加者 250名/回(見

込み） 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

合同面談会の開催により、就労機会の場を提供することで、介護職員の確

保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 1,574(千円) 

(7,190)     

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 1,049(千円) 

(4,793)     

民 1,049(千円) 

(4,793)     

都道府県（Ｂ） 525(千円) 

(2,397)     

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

1,049(千円) 

(4,793)     

計（Ａ＋Ｂ） 1,574(千円) 

(7,190)     

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.49】就職セミナー・ミニ面談会 【総事業費】 
150 千円 

(1,143)     

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 【就職セミナー】介護の仕事への就職希望者を対象に、介護の仕事に関する

講義や現場職員の説明等により職場についての理解を深め、意欲向上を図る

とともに、就職者数の増加を目的に就職セミナー開催する。 

【ミニ面談会】ハローワーク等を会場に、介護の仕事に就職を希望する方を

対象にミニ面談会を開催する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

就職セミナー：3回開催、参加者各 100名（見込み） 

ミニ面談会：2回開催、参加者各 30名（見込み） 

 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

介護の仕事への就職希望者を対象にした就職セミナーにより介護職場へ

の理解を深めるとともに、ミニ面談会の実施により、介護職への就職を促進

し、介護職員の確保につなげていく。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 150(千円) 

(1,143)     

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 100(千円) 

(762)     

民 100(千円) 

(762)    

都道府県（Ｂ） 50(千円) 

(381)     

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

100(千円) 

(762)    

計（Ａ＋Ｂ） 150(千円) 

(1,143)     

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.50】定着支援研修 【総事業費】 

(318)千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 人材センター・バンクからの紹介により、社会福祉施設・事業所に採用さ

れた就業後間もない職員に対して、基本理念、ストレスへの対処と自己管理

等に関する研修を行い、必要な知識と職場での適応に関する研修の企画およ

び実施を行う。参加者同士の意見交換を行い、仲間づくりの場としても活用

する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

採用後 6月以内の従事者への定着支援、4回開催、参加人数 15名/回 各年 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

採用後間もない職員に対する研修により、資質の向上とともに、仲間づく

りの場を提供することで、職場への定着を促進し、介護職員の育成・確保に

つなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (318)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (212)(千円) 民 (212)(千円) 

 

都道府県（Ｂ） (106)(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

(212)(千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (318)(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.51】介護従事者相談窓口設置 【総事業費】 
1,576 千円 

(3,152)     

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 介護職員の離職防止を図るため、介護職員が何でも気軽に相談できる窓口

を設置する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

施設・事業所に従事する者を対象に、相談窓口設置（長崎市、佐世保市） 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

介護職員を対象として、相談窓口を開設し、職場での人間関係や介護技術

の修得、また、事業所の運営方針等に悩む新規入職者の相談に対応すること

で、早期離職を防ぎ、介護職員の確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 1,576(千円) 

(3,152)     

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 1,051(千円) 

(2,101)     

民 1,051(千円) 

(2,101)    

都道府県（Ｂ） 525(千円) 

(1,051)     

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

1,051(千円) 

(2,101)    

計（Ａ＋Ｂ） 1,576(千円) 

(3,152)     

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.52】合同入職式 【総事業費】 
600 千円 

(1,200)     

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 介護職は同じ事業所に同期もおらず、また、３年未満の離職率が高いこと

から、施設・事業所に就職して１年未満の介護職員を参集し、合同入職式

を開催する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

施設・事業所に就職して 1年未満の介護職員、2回、参加者各 300名程度（見

込み）各年 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

合同入職式の実施により、他事業所の職員との交流によって生じる連帯感

や仲間意識などの絆づくり通して、介護職場への定着を促進し、介護職員の

確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 600(千円) 

(1,200)     

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 400(千円) 

(800)     

民 400(千円) 

(800)     

都道府県（Ｂ） 200(千円) 

(400)     

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

400(千円) 

(800)     

計（Ａ＋Ｂ） 600(千円) 

(1,200)     

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.53】介護職員等によるたんの吸引等研修事業 【総事業費】 

(8,107)千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据え

て、地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 施設・事業所内等の介護職員に対して医療的ケアを実施できる講師の養成、

及び介護職員等に対し、たんの吸引等を実施できる同職員等を養成する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

たんの吸引等が実施できる介護職員を 300名養成する。 

また、その指導ができる指導者を 50名養成する。 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

たんの吸引等に関する技術修得により、資質向上を図り、介護職場への

定着を促進し、介護職員の育成・確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (8,107)(千円) 

 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (5,405) 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） (5,405)(千円) 

 

民 (千円) 

 

都道府県（Ｂ） (2,702)(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (8,107)(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 

  



38 

 

事 業 の 区

分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.54】介護職員等定着支援事業 【総事業費】 
3,415 千円 

(23,927)     

事 業 の 対

象 と な る

医 療 介 護

総 合 確 保

区域 

県全体 

事 業 の 実

施主体 

長崎県 

事 業 の 期

間 

平成２８年６月１日～平成２９年３月３１日 

背 景 に あ

る医療・介

護ニーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事 業 の 内

容 

県内各地区において介護人材の育成・確保に取り組む事業所等を対象にネッ
トワークを構築し、小規模事業所が連携した合同研修や特養等での新職員研修
の受入れ、またキャリアアップにつながる資質向上研修への講師派遣、労働・
雇用環境改善への専門家派遣等の支援を行い介護職員等の定着を推進する。 

ア ウ ト プ

ッ ト 指 標

（ 事 業 の

目標） 

合同研修への参加事業所数 １１０事業所 

 

ア ウ ト カ

ム と ア ウ

ト プ ッ ト

の関連 

地域の課題の共有や対応策の検討とともに、事業所が連携した合同研修実

施、またキャリアアップ研修による資質向上、雇用環境改善に向け事業所間

の取組への専門家派遣により、介護職員の定着が推進し、介護職員の育成・

確保につなげることができる。 

事 業 に 要

す る 費 用

の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 3,415 (千円) 
(23,927)    

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 2,277(千円) 

(15,951)     

基
金 

国（Ａ） 2,277(千円) 
(15,951)     

民 (千円) 

都道府県（Ｂ） 1,138(千円) 
(7,976)     

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 
計（Ａ＋Ｂ） 3,415 (千円) 

(23,927)     

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事 業 の 区

分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.55】介護支援専門員機能訓練資質向上研修事業 【総事業費】 

(3,351)千円 

事 業 の 対

象 と な る

医 療 介 護

総 合 確 保

区域 

県全体 

事 業 の 実

施主体 

長崎県（長崎県介護支援専門員連絡協議会に委託）長崎県 

事 業 の 期

間 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背 景 に あ

る医療・介

護ニーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事 業 の 内

容 

介護支援専門員の資質向上に資する研修として、リハビリテーション等の専
門的知識向上を図る機能訓練資質向上研修を実施する。 

ア ウ ト プ

ッ ト 指 標

（ 事 業 の

目標） 

・研修の参加人数 平成２８年度：１，３００人 

ア ウ ト カ

ム と ア ウ

ト プ ッ ト

の関連 

研修を通して資質向上を図るとともに、介護支援専門員の介護職場への定

着を促進し、介護職員の育成・確保につなげることができる。 

事 業 に 要

す る 費 用

の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (3,351)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (2,234)(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (2,234)(千円) 民 (千円) 

 

都道府県（Ｂ） (1,117)(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (3,351)(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事 業 の 区

分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）研修代替要員の確保支援 

 （小項目）各種研修に係る代替要員の確保対策事業 

事業名 【No.56】介護職員実務者講習受講支援 【総事業費】 

(16,640)千円 

事 業 の 対

象 と な る

医 療 介 護

総 合 確 保

区域 

県全体 

事 業 の 実

施主体 

長崎県 

事 業 の 期

間 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背 景 に あ

る医療・介

護ニーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事 業 の 内

容 

介護事業所等が職員を実務者研修に参加させる際の代替要員確保に要する
経費の一部を助成する。 
 

ア ウ ト プ

ッ ト 指 標

（ 事 業 の

目標） 

介護職員実務者研修受講支援補助金の補助対象事業所数 １３０事業所 

 

ア ウ ト カ

ム と ア ウ

ト プ ッ ト

の関連 

介護事業所の職員が実務者研修を受講する際の代替要員確保費用の一部を

助成することにより、介護職員の研修の受講を促進し、資質向上を図ること

で、介護職員の確保につなげることができる。 

事 業 に 要

す る 費 用

の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (16,640) 

 (千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (11,094) 

(千円) 

民 (11,094) 

(千円) 

都道府県（Ｂ） (5,546)(千円) うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(11,094) 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (16,640) 

 (千円)  

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業促進 

（小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

事業名 【No.57】有資格者への再就労支援 【総事業費】 
2,100 千円 

(4,200)     

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 潜在介護福祉士の介護分野への再就業が円滑に進むよう、介護サービスの

知識や技術などを再認識するための研修。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

介護福祉士等の有資格者を対象に研修と職場実習を 10 日程度、定員 30 名

程度（２箇所） 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

潜在介護福祉士等への再就業に向けた研修を実施することで、介護職員の

職場復帰を推進し、介護職員の確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） 2,100(千円) 

(4,200)     

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） 1,400(千円) 

(2,800)     

民  1,400(千円) 

(2,800)    

都道府県（Ｂ） 700(千円) 

(1,400)     

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

1,400(千円) 

(2,800) 

計（Ａ＋Ｂ） 2,100(千円) 

(4,200)     

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）潜在有資格者の再就業促進 

 （小項目）離職した介護人材のニーズ把握のための実態調査事業 

事業名 【No.58】離職介護人材ニーズ把握実態調査事業 【総事業費】 

(2,160)千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年５月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据え

て、地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 介護事業所を離職した経験のある介護職員等を対象に離職理由や介護業
界で働き続けるために必要な取り組みなどの実態把握のためのニーズ調査
を実施する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

合同研修への参加事業所数 １１０事業所 

 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

介護職場からの離職経験者への離職理由や働き続けるために必要な取

組、また地域における介護職員の採用経路、介護人材の需給バランスなど

実態を調査・分析し、今後の確保対策に活用することにより、介護職員の

確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (2,160) (千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (1,440)(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (1,440)(千円) 民 (千円) 

 

都道府県（Ｂ） (720)(千円) 

 

うち受託事業等（再

掲）（注２） 

(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (2,160)(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 



43 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.59】認知症対応型サービス事業管理者等研修事業 【総事業費】 

(2,277) 

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

認知症患者に対する介護サービス基盤の整備と介護職員への研修による

介護体制整備の推進。 

アウトカム指標：第６期計画に則した認知症対応関連サービス施設の整備  

事業の内容   認知症対応型サービス事業所等の管理者等になることが予定される者に

対し、認知症介護の理念・知識をはじめ、認知症対応型サービス事業所等

を管理・運営していく上で必要な知識・技術の習得を図り、認知症高齢者

に対する介護サービスの充実を図ることを目的に以下の研修を行う。 

①認知症対応型サービス事業管理者研修 

②認知症対応型サービス事業開設者研修 

③小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

④認知症介護指導者フォローアップ研修 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

・上記①～③の研修修了者総数：３７０名 

・上記④の研修修了者数：２名 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

認知症対応型サービス事業等の管理運営者等として必須要件となる研修

受講を通じて、第６期計画に則した認知症関連施設の整備を図る。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）  (2,277)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (1,518) 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） (1,518)(千円) 民 (千円) 

都道府県（Ｂ） (759)(千円) うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (2,277)(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.60】認知症サポート医等養成研修事業 【総事業費】 

(2,992) 

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

認知症に関する早期診断・治療が行われる医療体制整備の推進。 

アウトカム指標：県内全ての市町における認知症地域支援体制の整備（平

成２９年度末まで） 

事業の内容   認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医等への支援を行い、地域包括

支援センター等との連携の推進役となる認知症サポート医の養成及び、そ

の機能強化を図ること、並びにかかりつけ医による認知症の早期発見と専

門医療機関との連携推進を目的に以下の研修を行う。 

①認知症サポート医養成研修 

②かかりつけ医認知症対応力向上研修 

③認知症サポート医等フォローアップ研修 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

・上記①の研修修了者数：１８名 

・上記②の研修修了者数：４０名 

・上記③の研修修了者数：２００名 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

認知症サポート医の養成や、高齢者が日頃受診するかかりつけ医に対し

て、認知症診断の知識や技術、家庭への対応などの研修を行い、研修後も

定期的にフォローアップ研修を実施することで、認知症患者に適切な医療

が提供される体制整備の推進を図る。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (2,992)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (1,995) 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） (1,995)(千円) 民 (千円) 

都道府県（Ｂ） (997)(千円) うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (2,992)(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事 業 の 区

分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.61】病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事

業 

【総事業費】 

(950)千円 

事 業 の 対

象 と な る

医 療 介 護

総 合 確 保

区域 

県全体 

事 業 の 実

施主体 

長崎県 

事 業 の 期

間 

平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背 景 に あ

る医療・介

護ニーズ 

認知症に関する早期診断・治療が行われる医療体制整備の推進。 

アウトカム指標：県内全ての市町における認知症地域支援体制の整備（平成

２９年度末まで）  

事 業 の 内

容 

  病院勤務の医師、看護師等の医療従事者に対し、認知症の人や家族を支え

るために必要な基本知識や、医療と介護の連携の重要性、認知症ケアの原則

等の知識について修得するための研修を実施することにより、病院での認知

症の人の手術や処置等の適切な実施の確保を図る。 

ア ウ ト プ

ッ ト 指 標

（ 事 業 の

目標） 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修修了者数：６００名 

ア ウ ト カ

ム と ア ウ

ト プ ッ ト

の関連 

病院に講師を直接派遣し、病院に勤務する医療従事者に対し、認知症支援

の基本的知識やケアの原則等についての研修を実施することで、認知症患者

に適切な医療が提供される体制整備の推進を図る。 

事 業 に 要

す る 費 用

の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (950)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (634)(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (634)(千円) 民 (千円) 

都道府県（Ｂ） (316)(千円) うち受託事業 

（再掲）（注 2） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (950)(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.62】認知症初期集中支援チーム員研修事業 【総事業費】 

(1,080) 

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

認知症の方を地域や職場で支え合う地域支援体制整備の推進。 

アウトカム指標：県内全ての市町における認知症地域支援体制の整備（平

成２９年度末まで） 

事業の内容   早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受け

られる初期の対応体制が構築されるよう各市町に設置される、認知症初期

集中支援チーム員に対し、必要な専門的知識や技術の習得を図るために認

知症初期集中支援チーム員研修を行う。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

認知症初期集中支援チーム員研修修了者数：２７名 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

認知症の初期段階における集中支援チームの人材育成と資質向上を目的

とした研修の実施により、各自治体に当該チームの配置を促し、地域での

支援体制の整備を図る。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (1,080)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (720)(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (720)(千円) 民 (千円) 

 

都道府県（Ｂ） (360)(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (1,080)(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.63】認知症介護基礎研修事業 【総事業費】 

(981)千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据え

て、地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人  

事業の内容   認知症介護の実践に最低限必要な、認知症の病態・症状に関する基礎知

識や技術を有し、かつ認知症の人を理解し具体的なサービス提供ができる

ことを目的に、認知症介護実践者研修の前段階研修として国が位置付ける

認知症介護基礎研修を実施する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

（成果指標）「研修理解度（％）」 Ｈ２８：80 

（活動指標）「研修受講者数（箇所）」 Ｈ２８：120 Ｈ２９：120  

Ｈ３０：120 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

認知症介護の初任者や無資格者に対して認知症介護の基礎知識に関する

研修の実施により、資質向上を図ることで、介護職場への定着を促進し、

介護職員の育成・確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (981)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (654)(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (654)(千円) 民 (千円) 

 

都道府県（Ｂ） (327)(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (981)(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.64】認知症地域支援推進員研修事業 【総事業費】 

(600)千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

認知症の方を地域や職場で支え合う地域支援体制整備の推進。 

アウトカム指標：県内全ての市町における認知症地域支援体制の整備（平

成２９年度末まで）  

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

  市町において医療機関や介護サービス及び地域の支援機関をつなぐコー

ディネーターとしての役割を担う認知症地域支援推進員（以下、推進員）

を対象に、推進員の資質向上並びにネットワークの構築を目的に研修を実

施し、市町における認知症地域支援体制の充実を図る。 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

認知症地域支援推進員研修により、市町の認知症地域支援推進員の人材

育成と資質向上を図り、地域における認知症支援体制整備の推進を図る。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (600)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (400)(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (400)(千円) 民 (千円) 

 

都道府県（Ｂ） (200)(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注 2） 

(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (600)(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.65】地域包括ケアシステム構築支援事業 【総事業費】 

(11,568)

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標： 

地域包括ケアシステムの構築割合…平成３７年に１００％ 

事業の内容 地域包括ケアシステムを構築するための市町の取組みを支援するため長崎

県地域包括ケアシステム構築支援委員会を開催するとともに、医療・介護

関係者の「顔の見える関係」づくりを推進するための研修会等を開催する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

在宅医療・介護連携推進事業に取組む市町数 ２１市町（県内全市町） 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

医療・介護の関係者を対象とした、連携の重要性や実践（地域の医療・

介護の資源の把握等）についての研修・検討会を通して、地域包括ケアシ

ステムを構成する在宅医療・介護連携の推進を図る 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (11,568) 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (7,712) 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） (7,712)(千円) 民 (千円) 

都道府県（Ｂ） (3,856)(千円) うち受託事業 

（再掲）（注 2） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (11,568) 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.66】生活支援コーディネーター養成研修事業 【総事業費】 

(1,364) 

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標： 

県内全ての市町における生活支援体制の整備（平成２９年度末まで） 

事業の内容 生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機

能（主に資源開発やネットワーク構築の機能）を果たす「生活支援コーデ

ィネーター」の役割等の理解とその後の実践のため、生活支援コーディネ

ーター及び生活支援コーディネーター（ボランティア等）候補者を対象に

研修を実施する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

・養成研修開催地区数：６地区・養成研修受講市町数：２１市町 

・養成したコーディネーター数：１１７ 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

生活支援コーディネーターを養成することで、地域における介護予防サ

ービスの提供体制等の整備に向けた資源開発やネットワーク構築の機能が

高まり、生活支援体制の整備につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (1,364)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (1,364) 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） (909)(千円) 民 (千円) 

都道府県（Ｂ） (455)(千円) うち受託事業 

（再掲）(注 2） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (1,364)(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.67】長崎県地域づくりによる介護予防推進支援事業 【総事業費】 

(472)千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標： 

地域包括ケアシステムの構築割合…平成３７年に１００％ 

事業の内容 新しい総合事業における通所型Ｂもしくは一般介護予防事業の地域介護

予防活動支援事業に位置づけられる、住民主体の通いの場の立ち上げ、育

成、組織拡大について県がアドバイザーと共に市町（地域包括支援センタ

ー）を支援する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

①住民主体の通いの場への高齢者の参加率  10%(H31年度までに) 

②住民主体の通いの場立ち上げに取り組む市町数  21市町 

（H31年度までに） 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

住民主体の通いの場の設置、活動の活性化を通して、介護予防の取組が

推進し、地域包括ケアシステムの一つの要素である介護予防体制の構築に

つなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (472)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (315)(千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (315)(千円) 民 (千円) 

 

都道府県（Ｂ） (157)(千円) うち受託事業 

（再掲）(注 2） 

(千円) 

計（Ａ＋Ｂ） (472)(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 

 



52 

 

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.68】地域助け合いづくり事業（地域こまらん隊養成） 【総事業費】 

(3,600) 

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標： 

県内全ての市町における生活支援体制の整備（平成２９年度末まで） 

事業の内容 元気な高齢者等による自治会レベルでの生活支援体制、地域助け合いづ

くりを推進するための研修及び地域で活躍する高齢者の表彰制度を実施す

る。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

・地域こまらん隊結成地区数：５地区（H29年まで） 

・研修会実施数：年１０回 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

モデル地区での取り組みを進めることで、地域助け合いの先進地区とな

り、その活動を県下へ広げ、生活支援体制の整備につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (3,600)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (2,400) 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） (2,400)(千円) 民 (千円) 

 

都道府県（Ｂ） (1,200)(千円) 

 

うち受託事業 

（再掲）(注 2） 

(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (3,600)(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事 業 の 区

分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.69】成年後見推進支援事業 【総事業費】 

(1,352) 

千円 

事 業 の 対

象 と な る

医 療 介 護

総 合 確 保

区域 

県全体 

事 業 の 実

施主体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背 景 に あ

る医療・介

護ニーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応じ

て、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り住み

慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域づく

りを目指す。 

アウトカム指標： 

県民が安心して利用できる成年後見制度として、申し立て件数年間２５０

件を目指す。 

（過去３ヵ年の実績：平成２５年度…２４９件、平成２６年度…２７２件、 

平成２７年度…２３１件） 

事 業 の 内

容 

 成年後見制度の利用に至る前から同制度の利用までの支援が一体的に確

保されるよう、権利擁護の人材育成及び成年後見制度の普及啓発を図る。 

 １成年後見実務研修（社協、地域包括支援センター、施設職員等を対象） 

 ２専門的育成支援事業（市町社協の成年後見に関する事業に対して、専門

家派遣による助言や研修会への講師派遣等による支援） 

 ３関係機関連絡会議 

 ４成年後見制度利用推進連絡会議 

 ５成年後見制度相談対応マニュアル作成 

ア ウ ト プ

ッ ト 指 標

（ 事 業 の

目標） 

１ 成年後見実務研修 年４回、参加者８０名/回 

２ 相談に応じて随時派遣 

３ 関係機関連絡会議（年２回） 

４ 成年後見制度利用推進連絡会議（年２回） 

５ 相談対応窓口職員用マニュアル、住民向けリーフレット作成 
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ア ウ ト カ

ム と ア ウ

ト プ ッ ト

の関連 

成年後見実務研修等の実施を通じて、権利擁護の人材育成及び普及啓発を

図り、県民が安心して制度を利用できるようにする。 

事 業 に 要

す る 費 用

の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (1,352)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (901)(千円) 民 (901)(千円) 

 

都道府県（Ｂ） (451)(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）（注２） 

(901) (千円) 計（Ａ＋Ｂ） (1,352)(千円) 

 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.70】日常生活自立支援事業生活支援員養成研修 【総事業費】 

(344)千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県社会福祉協議会 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標： 

地域包括ケアシステムの構築割合…平成３７年に１００％ 

事業の内容 生活支援員の養成研修を実施し、認知症高齢者等に対して、福祉サービス

の利用援助や日常生活上の金銭管理等の支援から成年後見制度の利用にい

たるまでの支援が、切れ目なく、一体的に確保されるよう権利擁護に関す

る人材の育成を推進する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

生活支援員養成研修（年２回 参加者３０名/回） 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

日常生活自立支援事業で利用者の支援を行う生活支援員を養成すること

で、判断能力が不十分な方が地域で出来る限り自立した生活が送れるよう

な体制の構築につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (344)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (229)(千円) 民 (229)(千円) 

 

都道府県（Ｂ） (115)(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）(注２） 

(229)(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (344)(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）介護予防の推進に資するＯＴ，ＰＴ，ＳＴ指導者育成事業 

事業名 【No.71】 

地域リハビリテーション活動支援体制整備総合事業 

【総事業費】 

(15,942) 

千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 

長崎県、長崎県リハビリテーション支援センター、各圏域地域リハビリテ

ーション広域支援センター 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築割合 

…平成３７年に１００％  

事業の内容 ○地域リハビリテーション活動広域支援事業 

 高齢者等の様々な状態に応じたリハビリテーションが適切かつ円滑に提

供できる体制の整備を図り、保健・医療・福祉のネットワークを推進する。 

○地域包括ケアに資する地域リハビリテーション専門職認定研修事業 

地域でのリハビリテーション活動をさらに推進するため、理学療法士等

の専門職を対象に市町事業へ参画するための教育研修を実施する。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

○地域リハビリテーション活動広域支援事業 

 ・研修会の参加者数：４，０００人 

 ・現地指導の養成者数：２，７００人 

 ・研修会が役に立ったと感じた割合：８０％ 

○地域包括ケアに資する地域リハビリテーション専門職認定研修事業 

 ・研修修了認定者数：１３８人 

 ・研修実施回数：２回 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

地域リハビリテーション推進にかかる研修会等を実施することで、生活

機能の向上と社会参加につながる介護予防の推進を図り、地域包括ケアシ

ステムの構築につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (15,942) 

(千円) 

基金充当額 

（国費） 

公 (千円) 
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基
金 

国（Ａ） (10,628) 

(千円) 

における 

公民の別 

（注１） 

民 (10,628) 

(千円) 

都道府県（Ｂ） (5,314) 

(千円) 

うち受託事業等

（再掲）(注２） 

(10,628) 

(千円) 

  

計（Ａ＋Ｂ） (15,942) 

(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.72】経営力改善事業 【総事業費】 

(5,000)千円 

事業の対象

となる医療

介護総合確

保区域 

県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 学生等に就職先の１つとして選択してもらうためには業界として経営力

を高めていく必要があることから、介護事業所経営者を対象に経営に関する

意識改革や経営戦略などをテーマにしたセミナーを開催。また、上記セミナ

ーに参加したうち意欲のある事業所に経営コンサルティングを実施、経営診

断、経営改善計画の作成などを実施し、その結果を他の事業所を対象に事例

発表し、改善の取り組みを広げていく。 

アウトプッ

ト指標（事業

の目標） 

○経営力改善セミナー：介護事業所経営者３０名程度を対象に、３回実施。 

○経営力改善支援：上記セミナー参加者のうち、４事業所程度に経営コンサ

ル経費を４回程度支援、コンサルによる改善事例の発表を１回開催 

アウトカム

とアウトプ

ットの関連 

セミナーの実施により介護事業所が経営の改善に取り組むことで、介護職

員が継続的に働き続けられる魅力ある職場としての環境を整え、介護職員の

確保につなげることができる。 

事業に要す

る費用の額 

金額 総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (5,000)(千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公  (千円) 

 

基
金 

国（Ａ） (3,333)(千円) 民 (3,333)(千円) 

 

都道府県（Ｂ） (1,667)(千円) 

 

うち受託事業等

（再掲）(注２） 

(3,333)(千円) 

 

計（Ａ＋Ｂ） (5,000)(千円) 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.73】雇用管理改善促進事業 【総事業費】 

(2,681) 

千円 

事業の対象と

なる医療介護

総合確保区域 

県全体 

事業の実施主

体 

長崎県 

事業の期間 平成２８年４月１日～平成２９年３月３１日 

背景にある医

療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据え

て、地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指

す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容 管理者に対し、介護職員が安心して働き続け、良質な介護サービスを提

供するための経営力の改善や職場環境整備の必要性についての啓発や環

境改善に向けた取組み事例の紹介、労働関係法規や各種支援制度の理解促

進のための説明会を開催する。 

アウトプット

指標（事業の

目標） 

説明会への参加事業所数 ８地区で４８８事業所 

アウトカムと

アウトプット

の関連 

説明会の実施により、介護事業所が職場環境改善に取り組むことで、介

護職員が安心して働き続けられる職場としての環境を整え、職員の離職を

防止し、確保につなげることができる。 

事業に要する

費用の額 

金

額 

総事業費（Ａ＋Ｂ＋Ｃ） (2,681) (千円) 基金充当額 

（国費） 

における 

公民の別 

（注１） 

公 (1,787) 

(千円) 

基
金 

国（Ａ） (1,787)(千円) 民 (千円) 

 

都道府県（Ｂ） (894)(千円) 

 

うち託事業等  

（再掲）(注２） 

(千円) 計（Ａ＋Ｂ） (2,681) (千円)  

 

その他（Ｃ） (千円) 

備考（注３） ※各欄における（ ）書きは、平成２７年度補正予算分を含めた費用額 
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(2) 事業の実施状況 

別紙 1「事後評価」のとおり。 

 

 

 

 

 

 



別紙 

 
 
 

 
 
 

平成 27 年度長崎県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
平成２８年９月 

長崎県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に

提出するとともに、公表することに努めるものとする。 



 1

１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に記載し

た事項について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

□ 行った 
 

 ☑ 行わなかった 
 （行わなかった場合、その理由） 
 ＜医療＞ 
  ○平成２９年度計画検討のために開催する長崎県保健医療対策協議会の中

で実施予定（平成２９年初旬） 
○ なお、県の政策評価制度においても事後評価を実施。 

＜介護＞ 
○平成２８年１１月に長崎県介護人材確保対策連絡協議会で検討予定 
 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容を記

載するとともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。なお、主

な内容については、審議会等の議事概要の添付も可とする。 

 

 
 
 
 

 



 2

２．目標の達成状況 

 

■長崎県全体（目標） 
 

長崎県においては、以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決し、県

民が地域において、安心して生活できるようにすることを目標とする。 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○高度急性期から在宅医療まで、患者の状態に応じた適切な医療を、地域におい

て効果的かつ効率的に提供する体制を整備し、将来推計に基づく適切な地域医

療の分化・連携を促進する「地域医療構想」実現のための事業を実施する。 
○平成 26 年度計画においては、県内全域を網羅する ICT ネットワークの導入支

援や機能拡充、また、拠点的がん診療医療機関の高度化等の事業を実施した。 
○本計画では、各医療機関から提出された「病床機能報告」の結果を踏まえなが

ら、回復期病床が明らかに不足すると認められる地域については、地域医療構

想の策定前ではあるが、病床の機能分化・連携を推進するために施設等の整備

を支援する。 
○このほか、特にがん医療については、離島を含む全ての地域で標準的な診療に

アクセスできるように連携・強化を推進するとともに、地域がん診療病院の指

定を目指している病院等に必要な設備の整備を行うことで、医療機関の機能分

化・連携を推進する。 
【目標値】 

   ・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 ４箇所 
 
 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 

○住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよ

うにするためには、円滑な退院支援、日常の療養支援、急変時の対応、看取り

等様々な局面で包括的かつ継続的な在宅医療・介護の提供を行う必要がある。 
○在宅医療を行う医療機関や「かかりつけ医」の不足に対応できるように、平成

26 年度計画では確保・育成のための研修を実施し、地域の在宅医療の拠点とな

る施設についても整備を進めている。 
○本計画では、医師、歯科医師、看護師、薬剤師といった多職種が連携して在宅

医療に取り組むことを促進するための研修や、救急対応に関する研修等を実施

する。 
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○また、特に、周産期母子医療センターを退院した小児等に対する在宅での療養

を支援する体制の整備が十分とは言えず、NICU 病床満床や、家族の負担が大

きい理由の一つになっていることから、医療と介護が連携して、地域で受け入

れることができる体制づくりを目指す。 
【目標値】 

・県内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅） 
   （平成 23 年度）15.6％→（平成 29 年度）18.0％ 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 
○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期

長崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）

に基づき介護サービスを提供する施設の整備を行う。 
 【目標値】 
   ・認知症高齢者グループホーム ４，８４５床→４，９２１床(７カ所) 
   ・地域密着型介護老人福祉施設 ８３３床→１，０８５床(１２カ所) 
 
 ④ 医療従事者の確保に関する目標 

○多くの地域において医療従事者の確保が困難となる中で、医師・看護職員等の

人材確保を図るため、医師確保や離職した看護職員に対する復職の支援、勤務

環境の改善による職員の定着支援を行う仕組み等を設け、県内の需給バランス

に対応する。 
○平成 26 年度計画においては、特に不足している小児科、産科等の医師等を確

保するため、新生児専門医への手当や医療従事者への研修を実施した。また、

看護職員確保のための、新人研修や専門的な研修を実施したほか、就労環境に

関する相談窓口を実施した。 
○本計画においても、地域医療支援センター運営事業や、看護師等学校養成所に

おける県内就業を促進する取組への支援等を行うことにより、不足する医師や

看護師等の育成・確保を図る。 
○ また、専属病理医の不在や病理を専攻する学生の減少、発達障害等に対応可

能な医師の不足など、個別分野に対応することで、地域医療課題の解決を図

る。 
【目標値】 

・県内の病院で採用する初期臨床研修医の数 
   （平成 21 年度）70 人→（平成 27 年度）100 人 

・不足している診療科目の医師の確保 
・需給バランス（看護職員需給見通し）に対応した看護職員の安定的確保 
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 ⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
     長崎県においては、今後、高齢化の一層の進展に伴う介護サービス需要の増加

により、平成３７年度に必要とされる介護人材は、平成２４年度に比べて、約１

３，０００人が新たに必要と推計されており、地域包括ケアシステム構築の実現

に向けて、介護人材の確保は質・量の両面から喫緊の課題となっている。 

そのため、県内の関係団体や関係機関などと連携して、介護のイメージアッ

プの取り組みを推進するとともに、若年層に加え、中高年齢層や子育て中・後の

女性などの多様な人材の参入を図る。 

また、資質の向上の観点から特に必要な分野における研修を実施する。 
【目標値】 

   介護人材等の確保に向けた取組  

(参入促進)  

・学生、保護者、教員等への介護の職場体験事業 参加者 180 人 

・定着支援研修 参加者 60 人 

(資質の向上) 

・介護職員初任者研修受講支援 170 事業所 

・有資格者への再就労支援研修 参加者 30 名 

・地域リハビリテーション活動支援研修 修了認定者 138 人 

 
 
□長崎県全体（達成状況） 
 
１）目標の達成状況 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

    ・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 ４箇所→０箇所 
  ② 居宅等における医療の提供に関する目標 
   ・県内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅） 
    （平成 23 年度）15.6％→（平成 29 年度）18.0％ 
  ③ 介護施設等の整備に関する目標の達成状況 
   ・認知症高齢者グループホーム ４，８４５床→４，９２１床(７カ所)の目標

に対し、平成 27 年度は、3箇所で着手しているが、繰越事業となっており、

４，８４５床から変動なし。 

・地域密着型介護老人福祉施設 ８３３床→１，０８５床(１２カ所)の目標 

に対し、平成 27 年度は、市町の申請がなかったため、８３３床から変動な 
し。 
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・その他の地域密着型事業所等の整備状況 
     目標としては定めていないものの、整備中も合わせ、以下の介護事業所の

基盤整備を実施。 
      定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２ヶ所 
      小規模多機能型居宅介護事業所      ３ヶ所 
      看護小規模多機能型居宅介護事業所    ２ヶ所 

認知症対応型デイサービスセンター    ２ヶ所 
 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
・県内の病院で採用する初期臨床研修医の数 

    （平成 21 年度）70 人→（平成 27 年度）100 人 
   ・不足している診療科目の医師の確保を促進するため、キャリアアップや経済

的な支援を行った。 
   ・需給バランス（看護職員需給見通し） 

「需給見通し上の需要数」に対する「就業看護職員数」の割合 
（平成 24 年度）95.0％→（平成 26 年度）95.1％ 

 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標の達成状況 
 (参入促進)  

・学生、保護者、教員等への介護の職場体験事業 参加者１３５人 

・定着支援研修 参加者６６人 

(資質の向上) 

・介護職員初任者研修受講支援 ５事業所 

・有資格者への再就労支援研修 参加者８名 

・地域リハビリテーション活動支援研修 修了認定者１３９人 
 
２）見解 
＜医療＞ 

地域包括ケアシステムを構築するための仕組みづくりとして、在宅医療が充

実し、医療従事者の確保も一定程度進んだ。 
  ＜介護＞ 

  ③ 介護施設等の整備 
地域密着型の介護保険施設整備については、市町における事業実施に係る期

間が充分確保できなかったこと、また、公募に応じる事業者がいないケースも

見受けられたことから、予定数の整備には至らなかった。地域によりサービス

の提供体制に差が生じており、引き続き市町計画に基づく整備の支援を行って
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いく。 
  ⑤ 介護従事者の確保 
      ・参入促進に関して、合同面談会などのマッチングに取り組んだが、福祉人材

センター紹介による就職者数は、目標を達成できなかった。主な要因として、

景気等の影響もあり、介護職を希望する求職者が減少する中、福祉人材センタ

ーの周知不足や、求職者・求人双方への情報提供やマッチングが十分でなかっ

たこと、また、中・高生を対象とした介護の基礎講座を通じて、介護職への意

識を高めた学生が倍増し、一定の効果が得られているにもかかわらず、その後

の情報提供や保護者への理解促進のための働きかけなど、就労につなげるまで

の継続した支援が十分でなかったことなどが考えられる。 
     ・労働環境の改善に関して、経営者に対する意識啓発事業への参加事業所が少

なかったが、介護事業所が単独で給与・人事体制の整備や相談体制確立など労

働環境改善に取り組むには、一定の限界があるため、地域の介護事業所や関係

機関がネットワークを構築し、情報共有や課題の把握を行い、地域の実情に応

じた取組を、関係機関が連携・協働して実施する必要がある。 
    ・資質の向上に関して、潜在的有資格者への再就職支援については、周知不足に

より受講者が少なかった。資質向上のための研修については、本土での開催が

主となっており、離島の事業所が研修に参加する機会に乏しく、研修参加のた

めの旅費・宿泊費や代替要員の確保など、事業所や受講者の負担が大きく、研

修への参加が困難となっている。 
 
３）目標の継続状況 

  ☑ 平成28年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成28年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 
   
■長崎区域（目標と計画期間） 

 

長崎区域は、人口が集中し、医療や介護サービスが一定程度確保されている中心

地域と、西海市など、少子高齢化の進行が著しく、医療機関や介護施設等が不足し

ている地域があり、区域内での格差が大きい。こうした区域内の実情を十分に踏ま

えたうえで、少子高齢化に対応するため、医療・介護が一体となって、医療提供体

制の偏在解消や、地域包括ケアシステムの構築の実現を図る。 
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表_長崎区域の現在人口と将来人口の比較 

 
  
１．目標 

  ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を

推進し、また、がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連

携・強化を図り、医療機関の機能分化・連携を促進する。 
○また、地域内の医療介護の連携、役割分担を円滑に進めていくため、医療・

介護関係施設の連携のあり方等についての多職種向けの研修を行い、人材を

育成する。 
【目標値】 
・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研

修等を実施する。また、医療と介護が連携して地域における小児等の在宅療

養体制の整備を推進する。 
【目標値】 

   ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 
 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６

期長崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年

度）に基づき介護サービスを提供する施設の整備を行う。 
 【目標値】 

   ・認知症高齢者グループホーム  ４４床 
   ・地域密着型介護老人福祉施設  ３８床 
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④ 医療従事者の確保に関する目標 
○地域医療支援センター運営事業や、看護師等学校養成所における県内就業

を促進する取組への支援等を行うことにより、不足する医師や看護師等の育

成・確保を図るとともに、専属病理医、発達障害等に対応可能な医師の確保

など、個別の地域医療課題の解決を図る。 
【目標値】 
・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 
・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や

子育て中・後の女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、

資質の向上の観点から特に必要な分野における研修を実施する。 
【目標値】 

    ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。  
 
２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 
 
 
□長崎区域（達成状況） 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

●病床機能の分化、連携を推進するための施設・設備の整備について 
  １）目標の達成状況 
    医学的リハビリテーションやがん診療に必要な設備を整備し、また、医療

機関の機能分化・連携に資する補助制度の検討を行った。 
 
  ２）見解 

回復期病床が不足する地域における機器整備やがん診療に対する設備整備

を行うことで、医療提供体制が充実し、医療機関の機能分化・連携が一定程度

進んだ。 
地域医療構想に基づく医療機関の機能分化・連携をより推進するため、翌年

度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこととする。 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 
●自宅等死亡割合について 

  １）目標の達成状況 
    在宅医療の導入や資質向上のための研修や広報を実施した。また、在宅医

療における衛生材料等の供給体制の構築、周産期母子医療センター等にコーデ

ィネーターを設置し安心して在宅療養するための体制の整備を行ったことで、

県民が医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心

して生活を継続できる環境の整備が一定程度進展した。 
 
  ２）見解 

かかりつけ医の普及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。

また、周産期母子医療センターへのコーディネーターの設置、在宅医療に必

要な医療・衛生材料の薬局からの提供体制の構築などの体制の整備が一定程

度進んだ。 
おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

むこととする。 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

１）目標の達成状況 
○認知症高齢者グループホーム…４４床整備の目標に対し、平成 27 年度に３

６床（２ヶ所）の整備に着手しているが、繰越事業となっており変動なし。 

  ○地域密着型介護老人福祉施設…平成 27 年度中の整備計画がなかったため、変

動なし。（平成 28 年度で実施予定） 

○その他の地域密着型事業所等の整備状況 
       目標としては定めていないものの、整備中も合せ、以下の介護事業所の基

盤整備を実施。 
       ・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所 ２ヶ所 
       ・小規模多機能型居宅介護事業所      ２ヶ所 
            ・看護小規模多機能型居宅介護事業所    ２ヶ所  
   

２)見解 
   上記のとおり、認知症高齢者グループホームや地域密着型介護老人福祉施設

については、年度中の整備による増はなかったが、定期巡回型･随時対応型訪

問介護看護事業所（2ヶ所）や小規模多機能型居宅介護事業所（１ヶ所）の居

宅介護サービス事業所が当該整備により開設された。また、小規模多機能型居

宅介護事業所（１ヶ所）、看護小規模多機能型居宅介護事業所（2 ヶ所）にも
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着手しており、一定の整備の進捗が見られる。 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
●初期臨床研修医数の増加について 

  １）目標の達成状況 
    専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、勤務

先地域としての魅力が一定程度増進した。 
 
  ２）見解 
    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

んでいくこととする。 

 

●看護職員の安定的確保について 
１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や研修体

制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な供給が

行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研修によるキャ

リアアップ、病院内保育所の運営支援などの勤務環境の改善を通じて、離職防

止及び再就業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標の達成状況 
    １）目標の達成状況 

○地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。  
○県全体分達成状況再掲 

 
２）見解 

事業対象区域は県全体であるため、県全体の見解と同様とする。 
 

 

■佐世保県北区域（目標と計画期間） 

 
佐世保県北区域は、人口が集中し、医療や介護サービスが一定程度確保されてい

る佐世保市と、少子高齢化の進行が著しく、医療機関や介護施設等が不足している
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県北地域の格差が大きい。このため、区域内における医療・介護施設間の機能分担・

連携や、不足する医師の確保等について、本計画で実施する協議会の検討等を踏ま

えながら、効果的な事業を推進する必要がある。 
 

表_佐世保県北区域の現在人口と将来人口の比較 

 
１．目標 

①  医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を

推進し、また、がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連

携・強化を図り、医療機関の機能分化・連携を促進する。 
【目標値】 
・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 

 
②  居宅等における医療の提供に関する目標 

○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修

等を実施する。また、医療と介護が連携して地域における小児等の在宅療養

体制の整備を推進する。 
【目標値】 
・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 
 

③  介護施設等の整備に関する目標 
○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６

期長崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年

度）に基づき介護サービスを提供する施設の整備を行う。 
  【目標値】 

  ・認知症高齢者グループホーム  ２７床 
  ・地域密着型介護老人福祉施設  ４０床 
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④  医療従事者の確保に関する目標 
○地域医療支援センター運営事業や、看護師等学校養成所における県内就業を

促進する取組への支援等を行うことにより、不足する医師や看護師等の育

成・確保を図るとともに、専属病理医、発達障害等に対応可能な医師の確保

など、個別の地域医療課題の解決を図る。 
【目標値】 
・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 
・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

 
⑤  介護従事者の確保に関する目標 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や子

育て中・後の女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資質

の向上の観点から特に必要な分野における研修を実施する。 
【目標値】 

  ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 
 

２．計画期間 
平成 27 年度～平成 29 年度 

 
 
□佐世保県北区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
●病床機能の分化、連携を推進するための施設・設備の整備について 

 １）目標の達成状況 
    医学的リハビリテーションやがん診療に必要な設備を整備し、また、医療

機関の機能分化・連携に資する補助制度の検討を行った。 
 
  ２）見解 

回復期病床が不足する地域における機器整備やがん診療に対する設備整備

を行うことで、医療提供体制が充実し、医療機関の機能分化・連携が一定程度

進んだ。 
地域医療構想に基づく医療機関の機能分化・連携をより推進するため、翌年

度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこととする。 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 
●自宅等死亡割合について 

  １）目標の達成状況 
    在宅医療の導入や資質向上のための研修や広報を実施した。また、在宅医

療における衛生材料等の供給体制の構築、周産期母子医療センター等にコーデ

ィネーターを設置し安心して在宅療養するための体制の整備を行ったことで、

県民が医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心

して生活を継続できる環境の整備が一定程度進展した。 
 
  ２）見解 

かかりつけ医の普及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。

また、周産期母子医療センターへのコーディネーターの設置、在宅医療に必要

な医療・衛生材料の薬局からの提供体制の構築などの体制の整備が一定程度進

んだ。 
おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

むこととする。 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

  １）目標の達成状況 
○認知症高齢者グループホーム…２７床整備の目標に対して、平成 27 年度計

画分の 18 床（1ヶ所）整備に着手しているが、繰越事業となっており、変

動なし。（残り 9床は平成 29 年度整備計画） 

 ○地域密着型介護老人福祉施設…平成 27 年度中の整備計画がなかったため、 

変動なし。（平成 29 年度で実施予定） 

○その他の地域密着型事業所等の整備状況 
     目標としては定めていないものの、認知症対応型デイサービスセンター１

ヶ所の整備が進められている。 
 
２）見解 

認知症高齢者グループホームの整備については、繰越事業となったものの、

認知症対応型デイサービス（1 ヶ所）整備にも着手しており、一定の進捗が見

られる。 
 

 ④ 医療従事者の確保に関する目標 
●初期臨床研修医数の増加について 

  １）目標の達成状況 
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    専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、勤務

先地域としての魅力が一定程度増進した。 
 

    ２）見解 
    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

んでいくこととする。 
 

●看護職員の安定的確保について 
１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や研修体

制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な供給が

行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研修によるキャ

リアアップ、病院内保育所の運営支援などの勤務環境の改善を通じて、離職防

止及び再就業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
⑤  介護従事者の確保に関する目標 
 １）目標の達成状況 

○地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。  
○県全体分達成状況再掲 

 
２）見解 

事業対象区域は県全体であるため、県全体の見解と同様とする。 
 

 

■県央区域（目標と計画期間） 

 

県央区域は、交通の要衝であり、県の中心部に位置しているため、高次の医療機

関が存在し、医療機関や介護施設へのアクセスも他の区域によりも比較的確保され

ている。高齢化率も県内では最も低いが、その地理的特性から、隣接する県南区域

からの患者等の流入があり、こうした実情を見据えたうえで、少子高齢化に対応す

るための医療・介護供給体制の構築が必要である。 
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表_県央区域の現在人口と将来人口の比較 

 

 

１．目標 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を

推進し、また、がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連

携・強化を図り、医療機関の機能分化・連携を促進する。 
【目標値】 
・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 

 
②  居宅等における医療の提供に関する目標 

○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修

等を実施する。また、医療と介護が連携して地域における小児等の在宅療養

体制の整備を推進する。 
【目標値】 
・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

 
③  介護施設等の整備に関する目標 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６

期長崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年

度）に基づき介護サービスを提供する施設の整備を行う。 
   【目標値】 

   ・地域密着型介護老人福祉施設  ８７床 
 

④  医療従事者の確保に関する目標 
  ○地域医療支援センター運営事業や、看護師等学校養成所における県内就業を

促進する取組への支援等を行うことにより、不足する医師や看護師等の育

成・確保を図るとともに、専属病理医、発達障害等に対応可能な医師の確保



 16 

など、個別の地域医療課題の解決を図る。 
【目標値】 
・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 
・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

 
⑤  介護従事者の確保に関する目標 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や

子育て中・後の女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、

資質の向上の観点から特に必要な分野における研修を実施する。 
【目標値】 

   ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 
 
２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 
 
 
□県央区域（達成状況） 

【継続中（平成27年度の状況）】 

 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
●病床機能の分化、連携を推進するための施設・設備の整備について 

  １）目標の達成状況 
    医学的リハビリテーションやがん診療に必要な設備を整備し、また、医療

機関の機能分化・連携に資する補助制度の検討を行った。 
 
  ２）見解 

回復期病床が不足する地域における機器整備やがん診療に対する設備整備

を行うことで、医療提供体制が充実し、医療機関の機能分化・連携が一定程度

進んだ。 
地域医療構想に基づく医療機関の機能分化・連携をより推進するため、翌年

度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこととする。 

 

 ② 居宅等における医療の提供に関する目標 
●自宅等死亡割合について 

  １）目標の達成状況 
    在宅医療の導入や資質向上のための研修や広報を実施した。また、在宅医
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療における衛生材料等の供給体制の構築、周産期母子医療センター等にコーデ

ィネーターを設置し安心して在宅療養するための体制の整備を行ったことで、

県民が医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心

して生活を継続できる環境の整備が一定程度進展した。 
 
  ２）見解 

かかりつけ医の普及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。

また、周産期母子医療センターへのコーディネーターの設置、在宅医療に必要

な医療・衛生材料の薬局からの提供体制の構築などの体制の整備が一定程度進

んだ。 
おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

むこととする。 

 
③  介護施設等の整備に関する目標の達成状況 
 １）目標の達成状況 

○地域密着型介護老人福祉施設…平成27年度は、市町の計画がなかったため、 

変動なし。（平成 28 年度で５８床を整備予定） 

       ○目標としては設定していないものの、小規模多機能型居宅介護事業所 １ヶ

所(波佐見町)、認知症対応型デイサービスセンター １箇所（川棚町）の整

備を実施。 
 

２）見解 
   上記のとおり、地域密着型介護老人福祉施設の整備増はなかったが、小規

模多機能型居宅介護事業所（１ヶ所）及び認知症対応型デイサービス（1 ヶ

所）の居宅介護サービス事業所が整備され、一定の整備進捗が見られる。 
 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
●初期臨床研修医数の増加について 

  １）目標の達成状況 
    専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、勤務

先地域としての魅力が一定程度増進した。 
 
  ２）見解 
    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

んでいくこととする。 

 



 18 

●看護職員の安定的確保について 
１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や研修体

制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な供給が

行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研修によるキャ

リアアップ、病院内保育所の運営支援などの勤務環境の改善を通じて、離職防

止及び再就業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標の達成状況 
１）目標の達成状況 

○地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。  
○県全体分達成状況再掲 

 
２）見解 
   事業対象区域は県全体であるため、県全体の見解と同様とする。 
 

 

■県南区域（目標と計画期間） 

 

県南区域は、南北約 40km、東西約 15km の島原半島を中心に位置し、北部は高

次の医療機関が存在する県央区域に地理的に近いが、南部はやや交通アクセスが不

便である。 
特に南部を中心に、本土部の区域の中でも最も少子高齢化の進行が早く、こうし

た実情を見据えたうえで、少子高齢化に対応するための医療・介護供給体制の構築

が必要である。 
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表_県南区域の現在人口と将来人口の比較 

 

 

１．目標 

①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を

推進し、また、がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように

連携・強化を図り、医療機関の機能分化・連携を促進する。 
【目標値】 

・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 
 

②  居宅等における医療の提供に関する目標 
○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研

修等を実施する。また、医療と介護が連携して地域における小児等の在宅

療養体制の整備を推進する。 
【目標値】 

・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 
 

③  介護施設等の整備に関する目標 
○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第

６期長崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２

９年度）に基づき介護サービスを提供する施設の整備を行う。 
   【目標値】 

     ・認知症高齢者グループホーム     ５床 
     ・地域密着型介護老人福祉施設  ８７床 

 
④  医療従事者の確保に関する目標 
   ○地域医療支援センター運営事業や、看護師等学校養成所における県内就業

を促進する取組への支援等を行うことにより、不足する医師や看護師等の
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育成・確保を図るとともに、専属病理医、発達障害等に対応可能な医師の

確保など、個別の地域医療課題の解決を図る。 
【目標値】 

・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 
・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

 
⑤  介護従事者の確保に関する目標 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や

子育て中・後の女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、

資質の向上の観点から特に必要な分野における研修を実施する。 
【目標値】 

      ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 
 
２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 
 
 
□県南区域（達成状況） 

【継続中（平成 27 年度の状況）】 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

●病床機能の分化、連携を推進するための施設・設備の整備について 
  １）目標の達成状況 
    医学的リハビリテーションやがん診療に必要な設備を整備し、また、医療

機関の機能分化・連携に資する補助制度の検討を行った。 
 
  ２）見解 

回復期病床が不足する地域における機器整備やがん診療に対する設備整備

を行うことで、医療提供体制が充実し、医療機関の機能分化・連携が一定程度

進んだ。 
地域医療構想に基づく医療機関の機能分化・連携をより推進するため、翌年

度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこととする。 

 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
●自宅等死亡割合について 

  １）目標の達成状況 
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    在宅医療の導入や資質向上のための研修や広報を実施した。また、在宅医

療における衛生材料等の供給体制の構築、周産期母子医療センター等にコーデ

ィネーターを設置し安心して在宅療養するための体制の整備を行ったことで、

県民が医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心

して生活を継続できる環境の整備が一定程度進展した。 
 
  ２）見解 

かかりつけ医の普及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。

また、周産期母子医療センターへのコーディネーターの設置、在宅医療に必要

な医療・衛生材料の薬局からの提供体制の構築などの体制の整備が一定程度進

んだ。 
おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

むこととする。 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

    １）目標の達成状況 
       ・認知症高齢者グループホーム…５床整備の目標に関して、整備予定事業所

から増床計画の提示がなかったため、変動なし。 
       ・地域密着型介護老人福祉施設…平成 27 年度は、市町の計画がなかったた

め、変動なし。（平成 29 年度で８７床を整備予定） 
２）見解 

    認知症高齢者グループホームについては、計画期間中の目標達成を目指し、

関係機関に事業実施を働きかけていく。 
 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
●初期臨床研修医数の増加について 

  １）目標の達成状況 
    専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、勤務

先地域としての魅力が一定程度増進した。 
 
  ２）見解 
    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

んでいくこととする。 

 
●看護職員の安定的確保について 
１）目標の達成状況 
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民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や研修体

制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な供給が

行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研修によるキャ

リアアップ、病院内保育所の運営支援などの勤務環境の改善を通じて、離職防

止及び再就業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標 

１）目標の達成状況 
・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。  
・県全体分達成状況再掲 

 
２）見解 

事業対象区域は県全体であるため、県全体の見解と同様とする。 
  
 
■五島区域（目標と計画期間） 

 

五島区域は、長崎市から西へ約 100km の五島列島のうち、南西部の福江島を中

心とする区域である。本土と比較して少子高齢化の進行が早く、二次離島において

は、介護サービス事業所が存在しない島もある。 
不便な交通アクセスや点在する集落等、離島の実情を十分踏まえたうえで、少子

高齢化に対応するための医療・介護サ供給体制の構築を早急に進めることが必要で

ある。 
 

表_五島区域の現在人口と将来人口の比較 
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１．目標 

  ①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を

推進し、また、がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連

携・強化を図り、医療機関の機能分化・連携を促進する。 
○地域がん診療連携拠点病院がない本県離島部において、「地域がん診療病院」

を目指す病院の設備の整備を支援する。 
【目標値】 
・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 
・地域がん診療病院を目指す病院の設備整備 
 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 ○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修

等を実施する。また、医療と介護が連携して地域における小児等の在宅療養

体制の整備を推進する。 
【目標値】 

   ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅） 
の増加 

 
  ③ 介護施設等の整備に関する目標 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６

期長崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年

度）に基づき介護サービスを提供する施設の整備を行う。 
   【定量的な目標値】 

・なし 

 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
○地域医療支援センター運営事業や、看護師等学校養成所における県内就業を

促進する取組への支援等を行うことにより、不足する医師や看護師等の育

成・確保を図るとともに、専属病理医、発達障害等に対応可能な医師の確保

など、個別の地域医療課題の解決を図る。 
【目標値】 
・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 
・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 
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⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や

子育て中・後の女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、

資質の向上の観点から特に必要な分野における研修を実施する。 
【目標値】 

    ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 
 
２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 
 
 
□五島区域（達成状況） 

【継続中（平成 27 年度の状況）】 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
●病床機能の分化、連携を推進するための施設・設備の整備について 

    １）目標の達成状況 
      医学的リハビリテーションやがん診療に必要な設備を整備し、また、医

療機関の機能分化・連携に資する補助制度の検討を行った。 
 
    ２）見解 

回復期病床が不足する地域における機器整備やがん診療に対する設備整

備を行うことで、医療提供体制が充実し、医療機関の機能分化・連携が一定

程度進んだ。 
地域医療構想に基づく医療機関の機能分化・連携をより推進するため、翌

年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこととする。 

 
●地域がん診療病院について 

    １）目標の達成状況 
地域がん診療病院を目指す病院（１箇所）にがん治療のための設備を整

備した。 
 
    ２）見解 

がん診療連携拠点病院がない本県離島部において、がんによる死亡者数

減少を図るための整備が一定程度進んだ。 
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② 居宅等における医療の提供に関する目標 
●自宅等死亡割合について 

    １）目標の達成状況 
      在宅医療の導入や資質向上のための研修や広報を実施した。また、在宅医

療における衛生材料等の供給体制の構築、周産期母子医療センター等にコー

ディネーターを設置し安心して在宅療養するための体制の整備を行ったこ

とで、県民が医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地

域で安心して生活を継続できる環境の整備が一定程度進展した。 
 
   ２）見解 

かかりつけ医の普及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。

また、周産期母子医療センターへのコーディネーターの設置、在宅医療に必

要な医療・衛生材料の薬局からの提供体制の構築などの体制の整備が一定程

度進んだ。 
おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り

組むこととする。 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

    １）目標の達成状況 
五島区域においては、計画期間中の地域密着型施設の整備は市町計画にお

いて定められていないため達成状況なし。 

 
２）見解 

     現状における介護施設等の利用状況の把握に努め、次期計画における施設

整備について検討していく。 
 
④ 医療従事者の確保に関する目標 
●初期臨床研修医数の増加について 

   １）目標の達成状況 
     専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、勤

務先地域としての魅力が一定程度増進した。 
 
   ２）見解 
     おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り

組んでいくこととする。 
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●看護職員の安定的確保について 
１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や研修

体制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な供給

が行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研修による

キャリアアップ、病院内保育所の運営支援などの勤務環境の改善を通じて、

離職防止及び再就業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
   １）目標の達成状況 

 ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。  
・県全体分達成状況再掲 

 
  ２）見解 

事業対象区域は県全体であるため、県全体の見解と同様とする。 
 
 
■上五島区域（目標と計画期間） 

 

上五島区域は、長崎市から西へ約 100km の五島列島のうち、東北部の中通島・

小値賀島を中心とする区域である。県内８区域のうち、最も少子高齢化の進行が早

く、介護サービス事業所がない二次離島もある。 
地勢による交通アクセスの困難さや点在する集落等、離島の実情を十分踏まえた

うえで、医療・介護供給体制の構築を早急に進めることが必要である。 
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表_上五島区域の現在人口と将来人口の比較 

 

 

１．目標 

 ①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を

推進し、また、がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連

携・強化を図り、医療機関の機能分化・連携を促進する。 
○地域がん診療連携拠点病院がない当該区域においては、「地域がん診療病院」

を目指す病院の設備の整備を支援する。 
【目標値】 
・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 
・地域がん診療病院を目指す病院の設備整備 

 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 ○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修

等を実施する。また、医療と介護が連携して地域における小児等の在宅療養

体制の整備を推進する。 
【目標値】   
・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６

期長崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年

度）に基づき介護サービスを提供する施設の整備を行う。 
   【目標値】 

     なし 
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④ 医療従事者の確保に関する目標 
○地域医療支援センター運営事業や、看護師等学校養成所における県内就業

を促進する取組への支援等を行うことにより、不足する医師や看護師等の育

成・確保を図るとともに、専属病理医、発達障害等に対応可能な医師の確保

など、個別の地域医療課題の解決を図る。 
【目標値】 
・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 
・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 
 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や子

育て中・後の女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資質

の向上の観点から特に必要な分野における研修を実施する。 
【目標値】 

      地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。  
 

２．計画期間 
平成 27 年度～平成 29 年度 

 
 
□上五島区域（達成状況） 

【継続中（平成 27 年度の状況）】 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 

●病床機能の分化、連携を推進するための施設・設備の整備について 
  １）目標の達成状況 
    医学的リハビリテーションやがん診療に必要な設備を整備し、また、医療

機関の機能分化・連携に資する補助制度の検討を行った。 
 
  ２）見解 

回復期病床が不足する地域における機器整備やがん診療に対する設備整備

を行うことで、医療提供体制が充実し、医療機関の機能分化・連携が一定程度

進んだ。 
地域医療構想に基づく医療機関の機能分化・連携をより推進するため、翌年

度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこととする。 
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●地域がん診療病院について 
  １）達成状況 

地域がん診療病院を目指す病院（１箇所）にがん治療のための設備を整備し

た。 
 
  ２）見解 

がん診療連携拠点病院がない本県離島部において、がんによる死亡者数減少

を図るための整備が一定程度進んだ。 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 

●自宅等死亡割合について 
  １）目標の達成状況 
    在宅医療の導入や資質向上のための研修や広報を実施した。また、在宅医

療における衛生材料等の供給体制の構築、周産期母子医療センター等にコーデ

ィネーターを設置し安心して在宅療養するための体制の整備を行ったことで、

県民が医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心

して生活を継続できる環境の整備が一定程度進展した。 
 
  ２）見解 

かかりつけ医の普及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。

また、周産期母子医療センターへのコーディネーターの設置、在宅医療に必要

な医療・衛生材料の薬局からの提供体制の構築などの体制の整備が一定程度進

んだ。 
おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

むこととする。 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標の達成状況 

   １）目標の達成状況 
       上五島区域においては、計画期間中の地域密着型施設の整備は市町計画に

おいて定められていないため達成状況なし。 

 
２）見解 
     現状における介護施設等の利用状況の把握に努め、次期計画における施設

整備について検討していく。 
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④ 医療従事者の確保に関する目標 
●初期臨床研修医数の増加について 

  １）目標の達成状況 
    専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、勤務

先地域としての魅力が一定程度増進した。 
 
  ２）見解 
    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

んでいくこととする。 

 
●看護職員の安定的確保について 
１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や研修体

制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な供給が

行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研修によるキャ

リアアップ、病院内保育所の運営支援などの勤務環境の改善を通じて、離職防

止及び再就業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
１）目標の達成状況 
  ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。  

・県全体分達成状況再掲 

 
２）見解 
    事業対象区域は県全体であるため、県全体の見解と同様とする。 

 
 
■壱岐区域（計画期間と目標） 

 

壱岐区域は、福岡県と対馬の中間地点に位置する壱岐島を中心とした区域であり、

長崎市からは北へ約 110km の距離がある。介護サービスは施設を中心に比較的充

実しているが、少子高齢化、核家族化の進行は本土と比較すると早い。 
また、壱岐島内の精神科医療体制の確保（他県との連携）という課題もある。 
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こうした実情を十分踏まえたうえで、少子高齢化に対応するための医療・介護供

給体制の構築を早急に進めることが必要である。 
 
表_壱岐区域の現在人口と将来人口の比較 

 

 

１．目標 

 ① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を

推進し、また、がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連

携・強化を図り、医療機関の機能分化・連携を促進する。 
○地域がん診療連携拠点病院がない当該区域においては、「地域がん診療病院」

を目指す病院の設備を整備する。 
 【目標値】 

・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 
・地域がん診療病院を目指す病院の設備整備 
 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
 ○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修

等を実施する。また、医療と介護が連携して地域における小児等の在宅療養

体制の整備を推進する。 
【目標値】 

   ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅） 
の増加 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６

期長崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年

度）に基づき介護サービスを提供する施設の整備を行う。 
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  【目標値】 

    なし 
 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
○地域医療支援センター運営事業や、看護師等学校養成所における県内就業を促

進する取組への支援等を行うことにより、不足する医師や看護師等の育成・確

保を図るとともに、専属病理医、発達障害等に対応可能な医師の確保など、個

別の地域医療課題の解決を図る。 
 【目標値】 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や子育

て中・後の女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資質の向

上の観点から特に必要な分野における研修を実施する。 
【目標値】 

   ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 
 
２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 
 
 
□壱岐区域（達成状況） 

【継続中（平成 27 年度の状況）】 
 
① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
●病床機能の分化、連携を推進するための施設・設備の整備について 

  １）目標の達成状況 
    医学的リハビリテーションやがん診療に必要な設備を整備し、また、医療

機関の機能分化・連携に資する補助制度の検討を行った。 
 
  ２）見解 

回復期病床が不足する地域における機器整備やがん診療に対する設備整備

を行うことで、医療提供体制が充実し、医療機関の機能分化・連携が一定程度

進んだ。 
地域医療構想に基づく医療機関の機能分化・連携をより推進するため、翌年
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度以降も、引き続き、計画に基づき取り組むこととする。 

 
●地域がん診療病院について 

  １）達成状況 
地域がん診療病院を目指す病院（１箇所）にがん治療のための設備を整備し

た。 
 

   ２）見解 
がん診療連携拠点病院がない本県離島部において、がんによる死亡者数減少

を図るための整備が一定程度進んだ。 
 
② 居宅等における医療の提供に関する目標 
●自宅等死亡割合について 

  １）目標の達成状況 
    在宅医療の導入や資質向上のための研修や広報を実施した。また、在宅医

療における衛生材料等の供給体制の構築、周産期母子医療センター等にコーデ

ィネーターを設置し安心して在宅療養するための体制の整備を行ったことで、

県民が医療や介護が必要な状態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心

して生活を継続できる環境の整備が一定程度進展した。 
 
  ２）見解 

かかりつけ医の普及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。

また、周産期母子医療センターへのコーディネーターの設置、在宅医療に必要

な医療・衛生材料の薬局からの提供体制の構築などの体制の整備が一定程度進

んだ。 
おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

むこととする。 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 

１）目標の達成状況 
壱岐区域においては、計画期間中の地域密着型施設の整備は市町計画におい

て定められていないため達成状況なし。 

 
２）見解 
    現状における介護施設等の利用状況の把握に努め、次期計画における施設整

備について検討していく。 
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④ 医療従事者の確保に関する目標 
●看護職員の安定的確保について 
１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や研修体

制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な供給が

行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研修によるキャ

リアアップ、病院内保育所の運営支援などの勤務環境の改善を通じて、離職防

止及び再就業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 

⑤ 介護従事者の確保に関する目標 
１）目標の達成状況 
・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。  
・県全体分達成状況再掲 

  
２）見解 

事業対象区域は県全体であるため、県全体の見解と同様とする。 
 

 

■対馬区域（計画期間と目標） 

 

対馬区域は、福岡県から北へ約 130km 離れた対馬島を中心とした区域であり、

離島として日本で３番目に大きな島である。介護サービスは施設を中心に比較的充

実しているが、少子高齢化の進行が早く、南北に長い島の海岸沿いに小集落が点在

している。こうした実情を十分踏まえたうえで、少子高齢化に対応するための医

療・介護供給体制の構築を早急に進めることが必要である。 
 
 
 
 
 
 
 



 35 

表_対馬区域の現在人口と将来人口の比較 

 

 

１．目標 

  ①  地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
○回復期病床が明らかに不足すると認められる地域における施設等の整備を

推進し、また、がん医療において、標準的な診療にアクセスできるように連

携・強化を図り、医療機関の機能分化・連携を促進する。 
○地域がん診療連携拠点病院がない当該区域においては、「地域がん診療病院」

を目指す病院の設備を整備する。 
【目標値】 
・病床の機能分化、連携を推進するための施設・設備の整備 
・地域がん診療病院を目指す病院の設備整備 
 

②  居宅等における医療の提供に関する目標 
    ○多職種連携による在宅医療を促進するための研修や、救急対応に関する研修

等を実施する。また、医療と介護が連携して地域における小児等の在宅療養

体制の整備を推進する。 
  【目標値】 

・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅） 
の増加 

 
③介護施設等の整備に関する目標 
○介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６

期長崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年

度）に基づき介護サービスを提供する施設の整備を行う。 
【目標値】 

     なし 
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④医療従事者の確保に関する目標 
○地域医療支援センター運営事業や、看護師等学校養成所における県内就業を

促進する取組への支援等を行うことにより、不足する医師や看護師等の育

成・確保を図るとともに、専属病理医、発達障害等に対応可能な医師の確保

など、個別の地域医療課題の解決を図る。 
【目標値】 
・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

 
⑤介護従事者の確保に関する目標 

○介護のイメージアップの取り組みを推進し、若年層に加え、中高年齢層や

子育て中・後の女性などの多様な人材の参入を図るとともに、人材養成、資

質の向上の観点から特に必要な分野における研修を実施する。 
【目標値】 

    ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。 
 
２．計画期間 

平成 27 年度～平成 29 年度 
 
 
□対馬区域（達成状況） 

【継続中（平成 27 年度の状況）】 
 

① 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する目標 
●病床機能の分化、連携を推進するための施設・設備の整備について 

    １）目標の達成状況 
      在宅医療導入研修、地域歯科医療連携室や在宅医療連携拠点の設置にか

かる説明会等、「あじさいネット」モバイル端末利用システム導入、訪問看

護事業所への相談支援などを通じて、県民が医療や介護が必要な状態となっ

ても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できる環境の整備が

一定程度進展した。 
 
    ２）見解 

多職種間で顔の見える関係が構築されるとともに、かかりつけ医の普及定

着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。また、地域歯科連携室

や在宅医療連携拠点の設置、在宅医療現場での ICT ネットワーク利用、訪

問看護事業所支援などの体制の整備が一定程度進んだ。 
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おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り

組むこととする。 

 
●地域がん診療病院について 

   １）目標の達成状況 
地域がん診療病院を目指す病院（１箇所）にがん治療のための設備を整備

した。 
 

    ２）見解 
がん診療連携拠点病院がない本県離島部において、がんによる死亡者数減

少を図るための整備が一定程度進んだ。 
 

② 居宅等における医療の提供に関する目標 
●自宅等死亡割合について 

   １）目標の達成状況 
     在宅医療導入研修、地域歯科医療連携室や在宅医療連携拠点の設置にか

かる説明会等、「あじさいネット」モバイル端末利用システム導入、訪問看

護事業所への相談支援などを通じて、県民が医療や介護が必要な状態となっ

ても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できる環境の整備が

一定程度進展した。 
 
   ２）見解 

多職種間で顔の見える関係が構築されるとともに、かかりつけ医の普及定

着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。また、地域歯科連携室

や在宅医療連携拠点の設置、在宅医療現場での ICT ネットワーク利用、訪

問看護事業所支援などの体制の整備が一定程度進んだ。 
おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取り組

むこととする。 

 
③ 介護施設等の整備に関する目標 
  １）目標の達成状況 

         対馬区域においては、計画期間中の地域密着型施設の整備は市町計画に      
       おいて定められていないため達成状況なし。 

 
       ２）見解 

      現状における介護施設等の利用状況の把握に努め、次期計画における施
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設整備について検討していく。 
 

④ 医療従事者の確保に関する目標 
●不足している診療科目の医師の確保について 
１）目標の達成状況 

      一部の診療科目については、手当て支給制度の実施を推進し、そのほか

の診療科目についても人材確保につなげるためのキャリアアップや経済的

な支援制度の創設など、不足している診療科目の医師の確保を促進した。 
 

２）見解 
      小児や救急、精神等について、新生児医療を担う医師の処遇改善、周産

期及び新生児医療のサブスペシャリティ専門医を目指す医師への助成、救

急及び精神科専門医養成のための奨学金の貸与といった制度を創設し、不

足している診療科目の医師の確保を促進した。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき取

り組むこととする。 

 
●看護職員の安定的確保について 
１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や研

修体制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な供

給が行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研修に

よるキャリアアップ、勤務環境の改善を通じて、離職防止及び再就業を推

進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
 
⑤ 介護従事者の確保に関する目標の達成状況 
   １）目標の達成状況 
      ・地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保を目指す。  

・県全体分達成状況再掲 

 
２）見解 

     ・事業対象区域は県全体であるため、県全体の見解と同様とする。 
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 ３．事業の実施状況 

 
 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 
事業名 【NO.１】 

がんの医療体制にかかる機器整備事業 
【総事業費】 

103,162 千円 
事業の対象

となる区域 
五島区域、上五島区域、壱岐区域、対馬区域 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 がん診療連携拠点病院がない本県離島部において、的確な診断により

がんによる死亡者数減少を図るとともに、治療・術後管理・検査データ

管理等に伴う医療従事者の負担を軽減するための設備を整備する。 
事業の達成

状況 
・五島区域に高精度モニタが整備され、画像診断の質が向上した 
・上五島区域に肝臓がん治療装置が整備され、病院での手術可能な範囲

が広がった。 
・壱岐区域に内視鏡装置が整備され、検査体制の質が向上した。 
・対馬区域にリンパ節転移検査装置が整備され、手術における摘出範囲

の判定精度が向上した。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
離島を多く抱える本県において、離島地域のがん診療水準を向上させ

ることは重要な課題であり、その改善に寄与した 
 

（２）事業の効率性 
 がん診療の集約化の観点から、本県では離島地域にがん診療離島中核

病院を設けている。当該事業もがん診療離島中核病院の診療体制を整備

することにより、集約化を促進し効率的な執行ができた。  
  

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 
事業名 【NO.２】 

がん診療施設設備整備事業 
【総事業費】 

12,679 千円 
事業の対象

となる区域 
長崎県区域 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 がん診療施設として必要な設備を整備し、がん診療に係る医療提供体

制の充実を図る。 

事業の達成

状況 
日本赤十字社長崎原爆病院にがん診療に必要な設備を整備 

事業の有効

性と効率性 
 

（１）事業の有効性 
がん診療に必要な設備を整備することで、質の高いがん医療を提供す

る体制の構築に寄与できた。 
  
（２）事業の効率性 
医療現場からの要望を十分検討したうえで事業を実施しており、効率

的に事業は行われた。 
  

その他  
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 
事業名 【NO.３】 

医学的リハビリテーション施設設備整備事業 
【総事業費】 

2,937 千円 
事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 医学的リハビリテーションに係る設備の整備を行い、医療提供体制の

充実を図る。（１箇所整備） 
 

事業の達成

状況 
 医学的リハビリテーションに係る管理医療機器を整備した。（１箇所） 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 本事業の実施により、医学的リハビリテーションに係る機器整備が行

われ、医学的なリハビリを必要とする患者への医療提供体制の充実が図

られた。 
  
（２）事業の効率性 
 機器については、対象となる疾患の患者に必要な機能を考慮したもの

を選定し、導入にあたっては入札を実施するなど、効率的な事業の実施

が行われた。  
  

その他   
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 
事業名 【NO.４】 

病床の機能分化・連携を推進するための基盤整備 
【総事業費】 
760,000 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２９年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 
 

事業の目標 急性期から回復期、在宅医療に至るまで、一連のサービスを地域にお

いて総合的に確保するため、病床の機能分化、連携を推進するための施

設・設備の整備を行う。 
事業の達成

状況 
 どのような制度が病床の機能分化、連携により結びつくのか、情報収

集等を行い、地域医療構想の策定と連携をとりながら、制度の検討を行

った。 

事業の有効

性・効率性 
 

（１） 事業の有効性 
病床の機能分化・連携に合致する施設・設備の整備に対して、本事業

で補助を行うことにより、病床の機能分化・連携の推進が図られる。 
 
（２）事業の効率性 
 効率的な事業実施に向けて、情報収集や団体の意見聴取などを行い、

制度設計に取り組んだ。 
 

その他 平成２７年度：０千円 平成２８年度：３８０，０００千円 



 43 

 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.５】 
在宅医療導入研修事業 

【総事業費】 
832 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 郡市医師会が主導して、在宅医療に取り組もうとする病院関係者への

「在宅医療導入研修」を実施する。 
 

事業の達成

状況 
研修会の開催 
 県央区域１回、壱岐区域１回 

事業の有効

性・効率性 
 

（１） 事業の有効性 
 多職種が参加する研修会を開催することにより在宅医療体制整備の推

進と医療職と介護職の連携が強化され、在宅医療の普及啓発にもつなげ

ることができた。 
 
（２）事業の効率性 
地域で関係機関が個々に行うのではなく、郡市医師会が主導して効率

的に実施された。 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.６】 
かかりつけ医育成のための研修事業及び住民に対する在

宅医療の啓発活動事業 

【総事業費】 
1,200 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 郡市医師会が主導して、かかりつけ医の普及定着を推進するための医

師に対する研修会（講演会）や、住民に対する在宅医療広報活動（講演

会やケーブルテレビを使っての啓発）を行う。 

事業の達成

状況 
かかりつけ医育成研修会の開催 
 県央区域２回 

事業の有効

性・効率性 
 

（１） 事業の有効性 
医療関係者に加え、地域住民を対象とした研修を行うことで、在宅医

療の推進及びかかりつけ医の普及定着を促進した。 
 
（２）事業の効率性 
 地域内の各機関等が個別に実施するのではなく、郡市医師会が主導し

効率的な実施が図られた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.７】 
在宅医療における衛生材料等の円滑供給の体制整備 

【総事業費】 
700 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ・在宅医療における衛生材料・医療材料の供給を円滑に行うため、地域

で使用する衛生材料等の規格・品目統一化等の仕組を構築するための

協議会（医師会、薬剤師会、訪問看護連絡協議会等）を開催する。 
・拠点薬局の選定、供給体制の整備、流通体制の確保・円滑な在庫管理

のためのシステム開発を行う。 
・専門知識を共有するための研修会を開催する。 
・医療従事者や住民等への広報活動を実施する。 

事業の達成

状況 
 在宅医療推進のため、自宅で療養するのに必要かつ十分な医療・衛生

材料を薬局から適切に提供することができるよう、医師会、歯科医師会、

訪問看護連絡協議会、薬剤師会を対象に、在宅で使用する衛生材料等の

規格・品目統一等の仕組みを構築するためのアンケートを実施し、次年

度に向けた体制整備のための協議を行った。 
また、衛生材料について理解を深めるための研修会を開催した。 

事業の有効

性・効率性 
 

（１） 事業の有効性 
 衛生材料等の規格・品目の統一等の仕組みを整えシステムを構築する

ことにより、薬局から適切な衛生材料の提供が図られ薬局の在宅医療へ

の参画が促される。 
（２）事業の効率性 
 長崎地区をモデル地区として本事業に着手し始め、今後他の区域にも

発展させることで効率的な体制の構築に寄与した。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
 

事業名 【NO.８】 
在宅等医療人材スキルアップ支援事業 

【総事業費】 
1,597 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標  在宅現場等救急医療活動に資する研修及び地域包括ケアシステムに係

る精度管理均てん化等研修を行い、在宅医療に関する人材のスキルアッ

プを図る。 

事業の達成

状況 
・在宅医療従事者への救急医療に関する研修を開催した。（２回） 
・精度管理均てん化にかかる研修を開催した。（１回） 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 在宅医療推進のため、在宅医療を担う医療従事者に対し二次救命処置

に係る研修を開催する。 
 また、地域包括ケアシステムの推進のため、臨床検査の精度向上と各

検査施設の均てん化を図るための研修を開催する。 
 
（２）事業の効率性 
 県医師会が開催者となることで、県下全域の医療機関への周知徹底を

行った。また、研修内容については、各分野に精通した講師等を招いた

り、委員会等を開催して内容を精査するなど、効率的な運用を行った。 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
 

事業名 【NO.９】 
医療的ケアが必要な在宅障害児等への支援事業 

【総事業費】 
7,964 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 周産期母子医療センター退院後においても、小児が在宅において安心

して療養できる体制を整備することで、早期退院できる環境を確保し、

ＮＩＣＵ病床の負担軽減を図る。 

ＮＩＣＵ病床満床による受け入れ不可能件数 56 件→48 件 
事業の達成

状況 
・周産期母子医療センター及び重症心身障害児施設にコーディネーター

を設置し、退院支援や地域の受け入れ先の確保を図った。 
・症例検討会を開催（12 回）し、多職種による顔の見える関係の構築を

図った。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
在宅において医療的ケアが必要な小児に関わる多職種が参加する症例

検討会を開催することで、連携体制の構築が図られた。 
拠点となる重症心身障害児施設に圏域コーディネーターを設置し、地

域のリーダーとして、環境の整備を推進した。 
（２）事業の効率性 

周産期母子医療センターへの働きかけは医療部門が、重症心身障害児

施設等との連携は障害福祉部門が主となり事業を実施することで、両者

の連携が図られている。 
 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１０】 
地域内医療（介護）連携人材育成 

【総事業費】 
1,588 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎区域 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 医療・介護の連携、役割分担の再編を円滑に進めていく為に、長崎医

療圏において各施設持ち回りで多職種向けの研修を行う。 
 

事業の達成

状況 
 地域の医療機関等の「顔の見える関係」を構築し、機能の分化、連携

の推進、在宅医療等の体制整備に関する課題を整理するため、医療機関

や施設の職員が自主的に研修、グループワーク等を実施した。 

事業の有効

性と効率性 
 

（１）事業の有効性 
「長崎医療介護人材開発講座」を 6 回開催し、649 名が参加し、医療

機関同士の情報交換が図られた。 
 

（２）事業の効率性 
地域の医療機関が中心となって事業を行うことにより、機能分化・連

携や、在宅医療等に取り組むにあたり、現場で直面している課題につい

てフォーカスすることができている。  
  

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.１１】 
ながさき地域医療人材支援センター運営事業 

【総事業費】 
63,934 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 地域医療に従事する医師のキャリア形成の支援と一体的に、医師不足病

院への医師の配置等を行うための地域医療支援センターの運営に必要な

経費に対する支援を行う 

事業の達成

状況 
離島へき地市町から常勤医師派遣要請に応えた割合（％） 

  目標１００％ 実績１００％ 達成 
 

事業の有効

性と効率性 
 

（１）事業の有効性 
本事業によって、地域医療の担う医師のキャリア形成支援と一体的に、医

師不足病院等の医師確保の支援を行うことができた。 
 
（２）事業の効率性 
医師の地域偏在を解消し、離島・へき地地域を含め地域医療の安定的な

確保が効率的に行われた。 
 

その他  
 



 50 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 
事業名 【NO.１２】 

看護師等養成所運営等事業 
【総事業費】 
153,478 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 看護師等養成所の教育内容の充実を図るため、専任教員経費、部外講

師謝金、教材費等運営に係る経費を補助する（民間立養成所） 
 

事業の達成

状況 
・民間立養成所における看護師等養成 
 目標５校１０課程 実績５校１０課程 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１） 事業の有効性 
 専任教員経費、部外講師謝金、教材費等運営にかかる経費を補助する

ことにより看護師等養成所の教育内容の充実を図ることができた。 
 
（２）事業の効率性 
 看護師等養成所が健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的か

つ効率的な供給が行われた。 
 

その他  



 51 

 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.１３】 
新人看護職員研修事業 

【総事業費】 
29,246 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 新人看護職員の研修体制を確保し、看護の質の向上、安全な医療の確

保、早期離職防止を図る。(１３施設で実施) 

事業の達成

状況 
・事業実施施設数 
 目標１３施設 実績１３施設 
 

事業の有効

性と効率性 
 

（１）事業の有効性 
 新人看護職員が就職後も臨床研修を受けられる体制整備を支援するこ

とにより、看護の質の向上やより安全な医療の確保を促進した。 
 
（２）事業の効率性 
 新人看護職員の研修体制が整備されることで新人看護職員の効率的な

研修が実施できた。 
 また、単独で研修を実施できない他施設の新人看護職員を受け入れる

研修を支援することで効率的な研修の実施に寄与した。 
 

その他  
 



 52 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.１４】 
病院内保育所運営事業 

【総事業費】 
161,828 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 子供をもつ看護職員、女性医師をはじめとする医療従事者の離職防止

及び再就業の促進（１３施設で実施） 

事業の達成

状況 
・事業実施施設数 
 目標１３施設 実績２６施設 
 

事業の有効

性と効率性 
 

（１）事業の有効性 
 病院内保育所を設置する医療機関に対し、保育士の人件費等運営に係

る経費を補助することにより、子どもをもつ看護職員、女性医師をはじ

めとする医療従事者の離職防止及び再就業を促進した。 
 
（２）事業の効率性 
病院内保育所の運営が継続されることにより、子どもをもつ看護職員

等が安心して働ける環境が維持され、効率的な離職防止及び再就業促進

に寄与した。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.１５】 
看護職員資質向上推進事業 

【総事業費】 
4,035 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 

 
事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 
事業の目標  専門分野（がん･糖尿病）における質の高い看護師の資質向上を図るた

めの研修会を行う。 

①がん    検討委員会、研修会の実施 

②糖尿病   検討委員会、研修会の実施 
事業の達成

状況 
①専門分野（がん）における質の高い看護師の育成事業 
検討委員会  目標 ２回  実績２回 
研修参加者数 目標１５名  実績６名 

②専門分野（糖尿病）における質の高い看護師の育成事業 
 検討委員会  目標 ２回  実績２回 
 研修参加者数 目標２０名  実績７名 

事業の有効

性と効率性 
 

（１）事業の有効性 
がん、糖尿病ともに、県内のがん診療連携拠点病院等の医療機関と連

携して効果的に実施された。実務研修後のアンケート調査によると研修

内容およびその後の実践における活用度は１００％だった。 
 
（２）事業の効率性 
 がん、糖尿病研修は、研修受講コースを複数設けることで内容を充実

させ、過去の研修受講者に対しても、フォローアップ研修を実施した。 
 なお、糖尿病研修においては、糖尿病合併症管理科の要件（糖尿病足

病変に係る適切な研修）満たしている内容であり、事業は効率的に行う

ことができた。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
 

事業名 【NO.１６】 
看護職員の就労環境改善事業（看護キャリア支援センター

実施事業） 

【総事業費】 
52,776 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 再就業・離職防止等看護師確保に資する研修会等開催（３地区） 
看護職員の就労環境改善に資する研修会等開催（３地区） 
 

事業の達成

状況 
・再就業・離職防止等看護師確保に資する研修会等開催 
  目標 ３地区  実績 ３地区 
・看護職員の就労環境改善に資する研修会等開催 
  目標 ３地区  実績 ３地区 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 看護職員の安定的な確保を目的に、新人職員や院内の指導的立場の職

員など対象者のキャリアの段階に応じた研修等、看護職員の離職防止、

就業支援及び就労環境改善に資する研修・相談事業を実施し、県内の多

くの看護職員が利用した。 
 
（２）事業の効率性 
 指定管理者制度を導入し、指定管理者と県で協議しながら計画に沿っ

た事業を効率的に実施できた。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.１７】 ※ 事業計画取下げ 
看護師等養成所の施設整備 

【総事業費】 
0 千円 

事業の対象

となる区域 
県央区域 
 

事業の期間 平成２８年２月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ □終了 
 

事業の目標 看護師等養成所の老朽化に伴う施設整備（移転及び既存施設の改修） 
 
 

事業の達成

状況 
 
 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 

  

 

 

（２）事業の効率性 

  

 

 

その他  



 56 

 

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
 

事業名 【NO.１８】 ※ 別財源実施事業 
看護師等学校養成所県内就業促進事業 

【総事業費】 
20,000 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 
 

事業の目標 看護師等学校養成所における県内就業の取組を促進することにより、

県内医療機関等における看護職員の確保を図る。（１０校１７課程） 

 
事業の達成

状況 
 
 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
  
 
 
（２）事業の効率性 
  
 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
 

事業名 【NO.１９】 
長崎県病理診断及び病理医育成センター化事業 

【総事業費】 
10,000 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 長崎大学病院に病理診断センターを設置し、４年間で３名の病理専門

医を育成する。 

 
事業の達成

状況 
 研修医６名に対して、病理専門医の監督下で指導を行った。 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 平成２７年度１０月に開設し、平成２７年度３月末現在で、６名の研

修医を育成している。 
 平成２８年度に病理専門医の試験を受ける予定の医師が１名おり、病

理医の育成に対して有効であると考えられる。 
 
（２）事業の効率性 
 病理医の養成に対しての専門性を有する長崎大学病院が当センターを

運営することにより、効率的に病理医の育成を行った。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
 

事業名 【NO.２０】 
発達障害児地域医療体制整備事業 

【総事業費】 
5,137 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 発達障害児の診察が可能な医師を育成するとともに、県内地域医療機

関での新たな発達外来開設等へつなげ、発達障害児の受診機会の拡大を

図る。 
事業の達成

状況 
・長崎大学病院の小児科医師を県こども医療福祉センターで受入研修を

実施した（研修医７名、延べ２１回）。 
・新たな発達外来を開設する医療機関に対し、診察、訓練等に必要な施

設整備に係る費用を助成した（施設整備 1 件）。 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 発達障害やその疑いのある児は増加しているが、専門の医師や医療機

関が少ない。事業実施により専門医の養成のための研修の実施や新たに

発達外来が開設され、受診機会の拡大に繋がった。 
 
（２）事業の効率性 
 発達障害の診察が可能な医師の養成については、大学病院と連携し実

施することにより研修受講者の確保ができた。また、県医師会等を通じ

て新たな発達外来の開設に対する助成制度の周知を図った。 
 

その他 平成２８年度も事業を継続し、専門医の要請や新たな発達外来の開設

に繋げ、発達障害児の受診機会の拡大を図る。 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２１】 
地域連携児童精神医学講座 

【総事業費】 
15,000 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 

事業の期間 平成２７年１０月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 児童青年期精神医学を専門とする医師の養成を目的に、講義、実地研

修、研究を行う。 養成する医師数 ８名／３年間 

事業の達成

状況 
講義・演習・臨床実習などを通じ、精神科医師等へ教育を行った。 

子どもの診療に関わる他職種への研修システムの構築を行った。 
県内の自動相談所等で児童精神医学関係の研修や相談といった支援を

行った。 
事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 平成２８年４月から開始する児童精神を診ることができる精神科医養

成のための「ネット研修会」システムを構築し、受講予定者を募集する

など実施へ向けて有効な取り組みができた。 
 県内の児童相談所等で児童精神医学関係の研修や相談といった支援を

行うことにより、職員等の専門性向上のための有効な取り組みができた。 
 
（２）事業の効率性 
 「ネット研修会システム」の構築により、同じ場所に一同に会する必

要がないため、効率的な研修が進められる。 
 児童相談所の職員等が児童精神専門医師から、直接、指導・助言が受

けられるため専門性が高い研修となった。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
 

事業名 【NO.２２】 
しまの精神医療特別対策事業 

【総事業費】 
13,788 千円 

事業の対象

となる区域 
上五島区域 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 精神科無床地区である上五島医療圏域へ精神科医師を派遣し、地域精

神保健医療対策の充実を図る。 

事業の達成

状況 
 精神科医師の派遣（受診延べ人数 ５，９６３人） 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 精神科無床地区へ精神科医師を派遣することにより、医師等の偏在の

解消に寄与することができた。 
 
（２）事業の効率性 
 上五島（離島）の精神科患者が島内で受診することができた。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
 

事業名 【NO.２３】 
質の高い看護職員育成支援事業 

【総事業費】 
4,086 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 看護職員の資質向上及び定着促進、地域医療体制の充実のため、在宅

医療やがん対策等専門性の高い認定看護師の資格取得に対する研修受講

費等に対する支援を行う。 
事業の達成

状況 
認定看護師養成数 
 目標５名  実績６名 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 医療機関に対し認定看護師研修受講経費を補助することで、県内の認

定看護師数が増加し看護師の資質向上、ひいては定着促進に寄与した。 
 
（２）事業の効率性 
 本事業の実施経費は、入学金、授業料、実習費のみを補助対象として

おり、効率的に実施できた。 
 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
 

事業名 【NO.２４】 
大学地域枠医学修学資金貸与事業 

【総事業費】 
79,625 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 
 

事業の目標 地域枠医学生に対して修学資金を貸与することにより、県内の公的医

療機関に勤務する医師の養成を図る 

事業の達成

状況 
 へき地等に勤務する医師を養成するために地域枠医学生へ修学資金の

貸与を行った。 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 １１人の地域枠医学生へ修学資金の貸与を行うことにより、県内の公

的医療機関に勤務する医師の養成に寄与した。 
 
（２）事業の効率性 
 本事業の後期研修医に対する研修資金の貸与により、当該医師が将来

県内で勤務することが見込まれる。 
 

その他 平成２７年度：６，９５８千円 平成２８年度：７０，９２７千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
 

事業名 【NO.２５】 
長崎県専門医師確保緊急対策資金貸与事業 

【総事業費】 
69,075 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２９年３月３１日 
☑継続 ／ □終了 
 

事業の目標 研修医に対して研修資金を貸与することにより、県内の公的医療機関

に勤務する専門医師の養成を図る。 

事業の達成

状況 
救急科の研修医３名、小児科の研修医５名、産科の研修医２名に貸付

を行った。 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 救急科の研修医３名、小児科の研修医５名、産科の研修医２名に貸付

を行い、不足する診療科の医師の確保に寄与した。 
 
（２）事業の効率性 
 本事業の後期研修医に対する研修資金の貸与により、当該医師が将来

県内で勤務することが見込まれる。 
 

その他 平成２７年度：１２，６００千円 平成２８年度：５６，４７５千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
 

事業名 【NO.２６】 
医学修学生等実地研修事業 

【総事業費】 
2,631 千円 

事業の対象

となる区域 
長崎県全体 
 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 
□継続 ／ ☑終了 
 

事業の目標 地域枠を含む修学資金を貸与された医学生を対象としたワークショッ

プ等の実地研修を実施する。 

事業の達成

状況 
（夏季研修） 
ワークショップに参加した学生：４２名 
病院見学を行った学生：５名 
冬季研修に参加した学生：１３名 
 

事業の有効

性・効率性 
 

（１）事業の有効性 
 学生の時期に実地研修することで、将来、離島で勤務した際に、本事

業からのリタイアを防止する。 
 
（２）事業の効率性 
 離島で研修を行うことで、離島医療に対する意欲向上や認識が深まり、

効率的に離島医療に従事する医師を養成できる。 
 

その他  
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事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業 

事業名 【No.46】長崎県介護施設等整備事業 【総事業費】 
345,775 千円 

事業の対象
となる区域 長崎圏域・佐世保県北圏域・県央圏域 

事業の実施
主体 長崎県 

事業の期間 平成２７年７月中旬～平成２９年３月３１日（繰越含む） 

☑継続 ／ □終了 

背景にある
医療・介護ニ
ーズ 

介護を必要とする高齢者やその家族の多様なニーズに応えるため、居宅における

サービス提供体制の整備を含む、介護サービス提供体制の構築。 

アウトカム指標：特別養護老人ホームの待機者のうち、要介護３以上の在宅待機

者数の減（平成２７年４月１日現在１，３７６人） 

事業の内容
（当初計画） 

・地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行う。 

整備予定施設等 

 地域密着型特別養護老人ホーム        ２５２床 

 認知症高齢者グループホーム          ７６床 

 小規模多機能型居宅介護事業所         ２３箇所 

 定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    ２１箇所 

 認知症対応型デイサービスセンター       １５箇所 

 看護小規模多機能型居宅介護事業所        ８箇所 

 

・介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支援を行う。 

 

アウトプッ
ト指標（当初
の目標値） 

介護（支援）を要する高齢者は今後も増加すると見込まれることから、第６期

長崎県老人福祉計画及び長崎県介護保険事業支援計画（平成２７～２９年度）に

基づき介護サービスを提供する施設の整備を行う。 
 
・地域密着型特別養護老人ホーム        ２５２床 
・認知症高齢者グループホーム          ７６床 
・小規模多機能型居宅介護事業所         ２３箇所 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所    ２１箇所 
・認知症対応型デイサービスセンター       １５箇所 
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・看護小規模多機能型居宅介護事業所        ８箇所 
 

アウトプッ
ト指標（達成
値） 

・地域密着型特別養護老人ホーム          ０床 
・認知症高齢者グループホーム           ０床 
・小規模多機能型居宅介護事業所          ２箇所 
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所     ２箇所 
・認知症対応型デイサービスセンター        １箇所 
・看護小規模多機能型居宅介護事業所        ０箇所 

事業の有効

性・効率性 
（１）事業の有効性 

地域密着型サービス施設等の整備により介護を必要とする高齢者やその家族の

多様なニーズに応えるため、居宅におけるサービス提供体制の整備を含む、介護

サービス提供体制構築に向けた一定の進捗が見られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）基本整備 

 （中項目）基盤整備 

 （小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

事業名 【No.47】介護人材確保対策連携強化事業 【総事業費】 
47 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年７月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

関係機関・団体との協議会を設置し、地域包括ケアの提供基盤となる質の

高い福祉・介護人材の安定的な確保及び育成を推進するために、関係機関・

団体における個々の取組や一体的な取組の計画・実施・検証を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

 年４回協議会を開催 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

 年２回協議会を開催 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
介護施設や経営者の代表、介護人材養成団体、社会福祉協議会や公共賞公

卿安定所等の支援機関、その他関係機関の代表により、介護人材の育成・確

保に関する情報共有や課題の把握、必要な取組の検討など、関係機関・団体

等による連携・協働体制の基盤整備が図られた。 
（２）事業の効率性 
介護事業所の経営者や介護に関する有識者、また、支援機関など介護現場

に精通した方を委員に選任したことで、現場の意見を踏まえた議論が展開さ

れ、効率的な協議会運営が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業 

事業名 【No.48】イメージアップ事業 【総事業費】 
1,682 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

介護職についての全体的なイメージアップを図るため、11 月の介護の日前

後に、県民を対象とするフォーラムを開催する。 

フォトコンテストの展示会を県内各地（２１ヶ所）で開催する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

対象：一般、定員：1,000 名、回数：2回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

対象：一般、定員：930 名、回数：1回 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
広く一般県民を対象に、介護技術発表会や介護職員によるプレゼン・トー

クセッション、フォトコンテストなど介護の魅力等について、９３０名の参

加者に対しアピールを行い、一定のイメージアップが図られた。 
（２）事業の効率性 
イベントの実施について、県社会福祉協議会に委託し、老人福祉施設協議

会や介護福祉士養成校、介護福祉士会などによる事業のＰＲにノウハウを有

する関係機関による実行委員会がイベントの企画・運営を行ったことによ

り、業務の効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進事業 

事業名 【No.49】-基礎講座・高校等進路指導教員等への訪問事業 【総事業費】 
3,005 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、地

域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

小中高生等の若年層及びその保護者などを対象に福祉・介護の仕事の大切さ

と魅力を伝えるための基礎講座等を実施し、若い人材の福祉・介護分野への参

入を促進する。   

また、高校等の進路指導、就職指導教員への訪問により、本県における介護

人材の動向や介護に関する理解促進を行い、学生の介護分野への就業促進を図

る。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

基礎講座 

 対象：小・中高生・保護者、回数：20 回、参加人数 800 人（40 人×20 回） 

 高校等訪問数：80 か所 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

基礎講座 

 対象：小・中高生・保護者、回数：20 回、参加人数 1,353 人 

 高校等訪問数：104 か所 
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事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
基礎講座の実施により中・高校生等に対し、介護の仕事の正しい理解促進が

図られ、講座後のアンケートにおいては、将来、介護の仕事に就いてもよいと

回答した学生が受講前の３５４人から受講後の７２４人に増加し、理解促進に

一定の成果があった。 
（２）事業の効率性 
これまでに事業実績のある県社会福祉協議会に委託し、基礎講座の講師に地

元の介護職員等を活用したため、現場の実情が伝わり、また、より身近で親近

感を与えたことから、事業効果が高く、また効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 

 

５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

 （小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕事の理解促進

事業 

事業名 【No.50】認知症サポーター活動拠点支援事業 【総事業費】 
657 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

認知症の方を地域や職場で支え合う地域支援体制整備の推進。 

アウトカム指標：県内全ての市町における認知症地域支援体制の整備（平

成２９年度末まで）  

事業の内容

（当初計画） 

  認知症サポーターを対象に、市町単位でさらなる研修を実施し、認知症

高齢者とその家族を温かく見守る理解者から、地域の支援者となる、認知

症サポートリーダーを養成し、傾聴や見守りボランティア等に協力できる

人材の育成を推進することで、認知症および単身高齢者等への支援強化を

図る。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

認知症サポーター活動拠点支援事業実施市町数：２市町 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

認知症サポーター活動拠点支援事業実施市町数：１市町 
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事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
 目標値２市町に対し１市町の実施であったが、事業開始当初の目標であ

る年３０人養成は、ほぼ達成し、地域での認知症の支援体制の構築が図ら

れた。 
（２）事業の効率性 
認知症サポーターらの連携が深まり、効率的な普及啓発の推進となり、

地域での認知症の支援体制の構築が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象とした介護の職場体

験事業 

事業名 【No.52】保護者へのイメージアップ事業 【総事業費】 
882 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

就職決定に影響の大きい保護者や教員のイメージを変えるために、親子

(教員含む）対象の職場体験バスツアーを開催する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

対象：学生、保護者、教員等 

定員：３０名／回 

回数：６回（県北、県央、県南で各２回） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

対象：学生、保護者、教員等 

参加者数：１３５名 

回数：７回（長崎市、諫早市、佐世保市、平戸市、島原市、対馬市、新上

五島町） 
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事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
学生の進路選択に影響を持つ保護者や進路指導教員に対し、現場体験する

ことで理解促進が図られ、就労先としての選択の可能性が広がり、参入促進

に効果があった。 
（２）事業の効率性 
委託先の県社会福祉協議会は、これまでの基礎講座等の事業実施にあたっ

ての実績を有し、中学や高校等との連携が図られ、事業実施において効率化

が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）参入促進 

 （中項目）介護人材の「すそ野の拡大」、 

 （小項目）助け合いによる生活支援の担い手の養成事業 

事業名 【No.53】長崎県介護予防推進フォーラム 【総事業費】 
513 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

長崎県、長崎県介護予防市町支援委員会、長崎県リハビリテーション支援

センター 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

・高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標： 

・地域包括ケアシステムの構築割合…平成３７年に１００％ 

事業の内容

（当初計画） 

県民が元気なうちから介護予防に関心を持つよう、介護予防の普及啓発を

広く一般県民に行うため、介護予防推進フォーラムを開催する。また、介

護予防の先駆的な取組を行う自主グループの活動報告、活動表彰もフォー

ラムの中で行うことにより、地域活動組織の育成支援を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

①フォーラム参加者数 ３００名以上/回 

②アンケートによるフォーラムの満足度 ８０％以上 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

①フォーラム参加者数 ４５２名 

②アンケートによるフォーラムの満足度 ９２％ 
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事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
フォーラムの開催により、介護予防に取り組む県民が前年比５％増加し、

県民が住み慣れた地域で介護予防に取り組む体制が構築された。 
（２）事業の効率性 
広く県民を対象としたフォーラムの開催により、県内各地の取り組みを知

ることで、新たな通いの場の形成、既存の通いの場の活動活性化に寄与し

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）研修代替要員の確保支援 

（小項目）各種研修に係る代替要員の確保対策事業 

事業名 【No.54】介護職員初任者研修受講支援 【総事業費】 
1,650 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年７月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

職員の人材育成計画等を構築する介護事業所に対し、介護職員初任者研修

に係る代替要員確保経費を一部、助成する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

事業実施事業所数 ４３０事業所 

アウトプッ

ト指標（達成

地） 

事業実施事業所数 ５事業所 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
介護事業所等との制度構築についての調整に時間を要し、また制度の周知

が十分でなかったため、制度の利用が進まず、十分な支援につながらなかっ

た。 
（２）事業の効率性 
介護事業所等への人材育成等研修を実施する県社会福祉協議会に委託し

研修の実施と一体的に実施ができ、業務の効率化を図った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.55】マッチング機能強化事業 【総事業費】 
16,551 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

キャリア支援専門員が、福祉・介護事業所を訪問し、求人の動向について

の状況を確認するとともに、求職者ニーズにあわせた職場開拓を図る。また、

人材センターの紹介により、就職した元求職者の離職を防止し就労継続を支

援するため、継続した支援を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

事業所訪問：100 か所 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

事業所訪問：638 か所 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
キャリア支援専門員による事業所訪問により、求人動向の把握や雇用情報

の収集、また、求職者のニーズにあわせた職場開拓が図られた。 
（２）事業の効率性 
委託先である県社会福祉協議会は、福祉人材センターとしての実績やノウ

ハウを有し、また事業所の求人情報について一定の蓄積があり、効率化が図

られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.56】合同面談会 【総事業費】 
5,616 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

少子高齢化の進展、労働人口の減少から長崎県内の社会福祉施設・事業所

における人材確保は困難な状況が続いている。介護分野への就職機会の拡

大、長崎県内の社会福祉施設・事業所等の人材確保の充実を図るため、人事

担当者との個別面談の機会を提供し、効果的な人材確保と円滑な採用活動を

目的に合同面談会を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

 3 回（長崎で夏に 1 回、長崎・佐世保で冬に 2 回）開催、参加者 250 名/

回(見込み） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

 5 回（長崎 2回、佐世保 3回）開催、参加者 310 名 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
 就職希望者に対し、事業所等の人事担当者との面談の機会を提供すること

により、就職につながり、介護分野への参入が図られた。 
（２）事業の効率性 
委託先である県社会福祉協議会は、事業所の人事担当との人脈を有し、円

滑な事業運営により、効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.57】就職セミナー・ミニ面談会 【総事業費】 
593 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

【就職セミナー】介護の仕事への就職希望者を対象に、介護の仕事に関する

講義や現場職員の説明等により職場についての理解を深め、意欲向上を図る

とともに、就職者数の増加を目的に就職セミナー開催する。 

【ミニ面談会】ハローワーク等を会場に、介護の仕事に就職を希望する方を

対象にミニ面談会を開催する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

就職セミナー：2回開催、参加者 100 名（見込み） 

ミニ面談会：1回開催、参加者 30 名（見込み） 

 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

就職セミナー：3回開催、参加者 85 名 

ミニ面談会：2回開催、参加者 27 名 
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事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
介護の仕事への就職を希望する方への事業所との面談に機会を提供する

ことで、就職につながり、介護分野への参入が図られた。 
（２）事業の効率性 
委託先である県社会福祉協議会は、事業実施に実績やノウハウを有してお

り、事業運営に効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.58】定着支援研修 【総事業費】 
318 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

人材センター・バンクからの紹介により、社会福祉施設・事業所に採用さ

れた就業後間もない職員に対して、基本理念、ストレスへの対処と自己管理

等に関する研修を行い、必要な知識と職場での適応に関する研修の企画およ

び実施を行う。参加者同士の意見交換を行い、仲間づくりの場としても活用

する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

採用後 6月以内の従事者への定着支援、4回開催、参加人数 15 名/回 各年 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

採用後 6月以内の従事者への定着支援、4回開催（長崎市２回、佐世保市 2

回）、参加人数 66 名 
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事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
就労者へのフォローとして、研修を行うことにより、ストレス対策などの

知識の修得や仲間づくりによる、定着の促進が図られた。 
（２）事業の効率性 
委託先である県社会福祉協議会は介護職員への研修実施のノウハウを有

しており、講師選定や研修運営など、効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.59】介護従事者相談窓口設置 【総事業費】 
1,576 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

介護職員の離職防止を図るため、介護職員が何でも気軽に相談できる窓口

を設置する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

施設・事業所に従事する者を対象に、電話・窓口での相談対応 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

施設・事業所に従事する者を対象に、電話・窓口での相談対応。 

毎月１回 相談件数 １４件（電話１件、窓口１３件） 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
相談件数は少なかったものの、相談者に対し、離職防止に向けた助言や情

報提供が行われ、定着の促進が図られた。 
（２）事業の効率性 
委託先である県社会福祉協議会から、さらに介護に関する専門性やノウハ

ウを有する介護福祉士会への再委託により適切な助言･アドバイスがなさ

れ、事業の効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な人材層に応じたマッチング機能強化事業 

事業名 【No.60】合同入職式 【総事業費】 
316 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

介護職は同じ事業所に同期もおらず、また、３年未満の離職率が高いこと

から、施設・事業所に就職して１年未満の介護職員を参集し、合同入職式

を開催する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

施設・事業所に就職して 1年未満の介護職員、1回、参加者 300 名程度（見

込み）各年 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

施設・事業所に就職して 1年未満の介護職員、1回、参加者 102 名 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
合同入職により、先輩等からの言葉を受け、介護職員としての新たな使命

を実感すると同時に、同期としての仲間意識や絆づくりのための機会の提供

により、意識の醸成や定着に向けた環境づくりが図られた。 
（２）事業の効率性 
委託先である県社会福祉協議会は、介護事業所等とのパイプや人脈を有し

ており、新人職員への周知や参加の呼びかけなど事業実施において、効率化

が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

事業名 【No.61】介護職員等によるたんの吸引等研修事業 【総事業費】 
5,948 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２７年９月～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

施設・事業所内等の介護職員に対して医療的ケアを実施できる講師の養成、

及び介護職員等に対し、たんの吸引等を実施できる同職員等を養成する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

たんの吸引等が実施できる介護職員を 300 名養成する。 

また、その指導ができる指導者を 50 名養成する。 

アウトプッ

ト指標（達成

地） 

たんの吸引等が実施できる介護職員を 220 名養成した。 

また、その指導ができる指導者を 46 名養成する。 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
研修により、220 名の介護職員が基礎研修を終了し、たんの吸引技術等

の修得が図られた。 
（２）事業の効率性 
県内各地からの参加が容易となるよう会場や日程の設定にあたって、希

望者全員が参加できるよう配慮を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）キャリアアップ研修の支援 

 （小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ研修支援事業 

 

事業名 【No.64】介護支援専門員資質向上のための研修講師等 
養成事業 

 

【総事業費】 
3,563 
千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

ＮＰＯ法人長崎県介護支援専門員連絡協議会 

事業の期間 平成２７年８月～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据え

て、地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標： ２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

講師養成研修会の実施 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・平成２８年度から導入される介護支援専門員各種研修の新カリキュラム

に対応可能な講師養成数…１４５名 

・「地域同行型実地研修」の同行アドバイザー養成数…１４４名 
アウトプッ

ト指標（達成

地） 

・平成２８年度から導入される介護支援専門員各種研修の新カリキュラム

に対応可能な講師養成数…１１８名 

・「地域同行型実地研修」の同行アドバイザー養成数…１１０名 
事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
研修会の実施により新カリキュラムに対応可能な講師及び同行アドバイ

ザーの養成が図られた。 
（２）事業の効率性 
県介護支援専門員連絡協議会へ委託することにより、講師の選定や研修

内容決定など研修運営に関して、ノウハウや専門性を有しており、研修実

施において効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業促進 

（小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

事業名 【No.66】有資格者への再就労支援 【総事業費】 
1,268 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

潜在介護福祉士の介護分野への再就業が円滑に進むよう、介護サービスの

知識や技術などを再認識するための研修を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

介護福祉士等の有資格者を対象に研修と職場実習を 10 日程度、定員 30 名

程度 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

介護福祉士等の有資格者を対象に研修と職場実習 8日、研修受講者数 8人 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
広報不足もあり、参加者が少なかったものの、研修後に就労につながった

ケースがあり、一定の成果が得られた。 
（２）事業の効率性 
介護職員等への研修を実施する県社会福祉協議会に委託を行ったため、初

任者研修の実施機関やその他関係機関との連携が図られ、事業の効率化が図

られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.68】認知症対応型サービス事業管理者等研修事業 【総事業費】 
2,022 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

認知症患者に対する介護サービス基盤の整備と介護職員への研修による

介護体制整備の推進。 

アウトカム指標：第６期計画に則した認知症対応関連サービス施設の整備 

事業の内容

（当初計画） 

  認知症対応型サービス事業所等の管理者等になることが予定される者に

対し、認知症介護の理念・知識をはじめ、認知症対応型サービス事業所等

を管理・運営していく上で必要な知識・技術の習得を図り、認知症高齢者

に対する介護サービスの充実を図ることを目的に以下の研修を行う。 

①認知症対応型サービス事業管理者研修 

②認知症対応型サービス事業開設者研修 

③小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修 

④認知症介護指導者フォローアップ研修 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・上記①～③の研修修了者総数：３７０名 

・上記④の研修修了者数：２名 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・上記①～③の研修修了者総数：１７５名 

・上記④の研修修了者数：１名 
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事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
上記①～③の研修には、１７５名が参加し、理解した人の割合は９７％

と研修効果は高い。 
研修を通じて、認知症介護現場に必要な人材育成および資質向上が図ら

れつつある。 
（２）事業の効率性 
研修実施について、専門的知識を有する業者に委託し、効率化を図ると

ともに、研修機会の確保のため県内３ヶ所で開催した。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.69】認知症サポート医等養成研修事業 【総事業費】 
2,992 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

認知症に関する早期診断・治療が行われる医療体制整備の推進。 

アウトカム指標：県内全ての市町における認知症地域支援体制の整備（平

成２９年度末まで） 

事業の内容

（当初計画） 

  認知症の人の診療に習熟し、かかりつけ医等への支援を行い、地域包括

支援センター等との連携の推進役となる認知症サポート医の養成及び、そ

の機能強化を図ること、並びにかかりつけ医による認知症の早期発見と専

門医療機関との連携推進を目的に以下の研修を行う。 

①認知症サポート医養成研修 

②かかりつけ医認知症対応力向上研修 

③認知症サポート医等フォローアップ研修 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・上記①の研修修了者数：１８名 

・上記②の研修修了者数：４０名 

・上記③の研修修了者数：２００名 
アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・上記①の研修修了者数：２０名 

・上記②の研修修了者数：１６９名 

・上記③の研修修了者数：１８８名 



 92 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
上記①～②の研修参加者は、当初の目標値よりも増加しており、認知症

診断の知識・技術の向上につながった。 
（２）事業の効率性 
研修実施について、専門的知識を有する業者に委託し、効率化を図ると

ともに、②および③については、受講機会確保のため県内４ヶ所で開催し

た。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.70】病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修事

業 
【総事業費】 

647 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護

ニーズ 

認知症に関する早期診断・治療が行われる医療体制整備の推進。 

アウトカム指標：県内全ての市町における認知症地域支援体制の整備（平成

２９年度末まで） 

事業の内容

（ 当 初 計

画） 

  病院勤務の医師、看護師等の医療従事者に対し、認知症の人や家族を支え

るために必要な基本知識や、医療と介護の連携の重要性、認知症ケアの原則

等の知識について修得するための研修を実施することにより、病院での認知

症の人の手術や処置等の適切な実施の確保を図る。 

アウトプッ

ト指標（当

初 の 目 標

値） 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修修了者数：６００名 

アウトプッ

ト指標（達

成値） 

病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修修了者数：５５２名 
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事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
本研修には５５２名が参加し、理解した人の割合は８３％と研修効果は高

い。 
研修を通じて認知症医療現場に必要な人材育成および資質向上が図られ

つつある。 
（２）事業の効率性 
研修機会を確保するため、県内各地の８箇所の病院に講師を直接派遣して

研修を行った。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

 （小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事業 

事業名 【No.71】認知症初期集中支援チーム員研修事業 【総事業費】 
400 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

認知症の方を地域や職場で支え合う地域支援体制整備の推進。 

アウトカム指標：県内全ての市町における認知症地域支援体制の整備（平

成２９年度末まで） 

事業の内容

（当初計画） 

  早期に認知症の鑑別診断が行われ、速やかに適切な医療・介護等が受け

られる初期の対応体制が構築されるよう各市町に設置される、認知症初期

集中支援チーム員に対し、必要な専門的知識や技術の習得を図るために認

知症初期集中支援チーム員研修を行う。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

認知症初期集中支援チーム員研修修了者数：２７名 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

認知症初期集中支援チーム員研修修了者数：１０名 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
本研修には１０名、３自治体が参加し、初期集中支援チームの配置につ

ながった。 
認知症初期対応体制の構築に向け、必要な人材育成および資質向上が図

られつつある。 
（２）事業の効率性 
専門性を有する指定研修機関で研修を実施することで効率良く修了者の

成果に結びついている。 

その他  
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事業の区分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

  （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.74】地域包括ケアシステム構築支援事業 【総事業費】 
2,567
千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標： 

地域包括ケアシステムの構築割合…平成３７年に１００％ 

事業の内容

（当初計画） 

地域包括ケアシステムを構築するための市町の取組みを支援するため長崎

県地域包括ケアシステム構築支援委員会を開催するとともに、医療・介護

関係者の「顔の見える関係」づくりを推進するための研修会等を開催する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

在宅医療・介護連携推進事業に取組む市町数 ２１市町（県内全市町） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

在宅医療・介護連携推進事業に取組む市町数 ２１市町（県内全市町） 
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事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
 地域包括ケアシステムの構築に向けて、個別課題の解決や地域課題の発

見、地域のネットワークづくりのための手法である地域ケア会議の体制づ

くりを支援するとともに、地域包括支援センター職員への研修等を実施し

た。 
（２）事業の効率性 
地域包括ケアシステム構築委員会において、地域ケア会議ガイドブック

を作成したことにより、市町の地域ケア会議の向上が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資質向上事業 

事業名 【No.75】生活支援コーディネーター養成研修事業 【総事業費】 
1,634 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標： 

県内全ての市町における生活支援体制の整備（平成２９年度末まで） 

 

事業の内容

（当初計画） 

生活支援・介護予防サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機

能（主に資源開発やネットワーク構築の機能）を果たす「生活支援コーデ

ィネーター」の役割等の理解とその後の実践のため、生活支援コーディネ

ーター及び生活支援コーディネーター（ボランティア等）候補者を対象に

研修を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

・養成研修開催地区数：６地区・養成研修受講市町数：２１市町 

・養成したコーディネーター数：１１７ 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

・養成研修開催地区数：４地区・養成研修受講市町数：２１市町 

・養成したコーディネーター数：１４ 
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事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
生活支援コーディネーターを配置することで、多様な生活支援・介護予

防などのサービス提供が可能となり、高齢者が地域で安心して生活出来る

体制整備が進んだ。 
（２）事業の効率性 
 養成研修を通して、生活支援コーディネーターの重要性や効果などを幅

広く周知することが出来た。 

その他  
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事 業 の 区

分 

５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.78】成年後見推進支援事業 【総事業費】 
1,790 千円 

事 業 の 対

象 と な る

区域 

県全体 

事 業 の 実

施主体 

長崎県 

事 業 の 期

間 

平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背 景 に あ

る医療・介

護ニーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応じ

て、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り住み

慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域づく

りを目指す。 

アウトカム指標： 

県民が安心して利用できる成年後見制度として、申し立て件数年間２５０

件を目指す。 

（過去３ヵ年の実績：平成２５年度…２４９件、平成２６年度…２７２件、 

平成２７年度…２３１件） 

事 業 の 内

容（当初計

画） 

 成年後見制度の利用に至る前から成年後見制度の利用までの支援が一体

的に確保されるよう、権利擁護の人材育成及び成年後見制度の普及啓発を図

る。 

 １成年後見実務研修（社協、地域包括支援センター、施設職員等を対象） 

 ２専門的育成支援事業（市町社協の成年後見に関する事業に対して、専門

家派遣による助言や研修会への講師派遣等による支援） 

 ３関係機関連絡会議 

 ４成年後見制度利用推進連絡会議 

 ５成年後見制度相談対応マニュアル作成 

ア ウ ト プ

ッ ト 指 標

（ 当 初 の

目標値） 

１ 成年後見実務研修 年４回、参加者８０名/回 

２ 相談に応じて随時派遣 

３ 関係機関連絡会議（年２回） 

４ 成年後見制度利用推進連絡会議（年２回） 
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５ 相談対応窓口職員用マニュアル、住民向けリーフレット作成 

ア ウ ト プ

ッ ト 指 標

（達成値） 

１ 成年後見実務研修 年４回、参加者８０名/回 

２ 相談に応じて随時派遣 

３ 関係機関連絡会議（年２回） 

４ 成年後見制度利用推進連絡会議（年２回） 

５ 相談対応窓口職員用マニュアル、住民向けリーフレット作成 

事 業 の 有

効性・効率

性 

（１）事業の有効性 
受講対象者を行政、社会福祉協議会、包括支援センター職員に加え、施設

職員にも広げたことで成年後見についての理解を広められた。 
（２）事業の効率性 
成年後見制度相談対応マニュアルの作成により、成年後見制度の普及啓発

が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.79】日常生活自立支援事業生活支援員養成研修 【総事業費】 
343 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

長崎県社会福祉協議会 

事業の期間 平成２７年７月１０日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標： 

地域包括ケアシステムの構築割合…平成３７年に１００％ 

事業の内容

（当初計画） 

生活支援員の養成研修を実施し、認知症高齢者等に対して、福祉サービス

の利用援助や日常生活上の金銭管理等の支援から成年後見制度の利用にい

たるまでの支援が、切れ目なく、一体的に確保されるよう権利擁護に関す

る人材の育成を推進する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

生活支援員養成研修（年２回 参加者計６０名） 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

生活支援員養成研修（年２回 参加者計７２名） 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
年々増加していく日常生活自立支援事業利用に対応していくため、生活

支援員を養成し、判断能力が不十分な方が地域で出来る限り自立した生活

が送れるような体制の構築を図っている。 
（２）事業の効率性 
日常生活自立支援事業を実施している県社会福祉協議会に委託すること

により事業の効率化を図っている。 
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その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）資質の向上 

 （中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材育成 

 （小項目）介護予防の推進に資するＯＴ，ＰＴ，ＳＴ指導者育成事業 

事業名 【No.80】 
地域リハビリテーション活動支援体制整備総合事業 

【総事業費】 
15,678 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 

長崎県、長崎県リハビリテーション支援センター、各圏域地域リハビリテ

ーション広域支援センター 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

高齢者がいくつになっても、一人ひとりの健康の状況や生活の実態に応

じて、医療・介護などの切れ目のない必要な支援が受けられ、できる限り

住み慣れた地域で人生の最後まで安心して暮らしていくことができる地域

づくりを目指す。 

アウトカム指標：地域包括ケアシステムの構築割合 

…平成３７年に１００％ 

事業の内容

（当初計画） 

○地域リハビリテーション活動広域支援事業 

 高齢者等の様々な状態に応じたリハビリテーションが適切かつ円滑に提

供できる体制の整備を図り、保健・医療・福祉のネットワークを推進する。 

○地域包括ケアに資する地域リハビリテーション専門職認定研修事業 

地域でのリハビリテーション活動をさらに推進するため、理学療法士等の

専門職を対象に市町事業へ参画するための教育研修を実施する。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

○地域リハビリテーション活動広域支援事業 

 ・研修会の参加者数：４，０００人 

 ・現地指導の養成者数：２，７００人 

 ・研修会が役に立ったと感じた割合：８０％ 

○地域包括ケアに資する地域リハビリテーション専門職認定研修事業 

 ・研修修了認定者数：１３８人 

 ・研修実施回数：２回 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

○地域リハビリテーション活動広域支援事業 

 ・研修会の参加者数：３，９１９人 

 ・現地指導の養成者数： ３，４１１人 

 ・研修会が役に立ったと感じた割合：９２％ 
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○地域包括ケアに資する地域リハビリテーション専門職認定研修事業 

 ・研修修了認定者数：１３９人 

 ・研修実施回数：４回 

事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
地域の課題解決に向け、県立保健所と地域リハビリテーション広域支援

センターがともに事業に取り組むことで、圏域のニーズに応じた事業展開

が可能となっている。 

（２）事業の効率性 
従事者への研修、リハ技術の提供、地域課題の解消に向けた検討を行う

協議会の開催等により、事業効果を上げることができている。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.81】経営力改善事業 【総事業費】 
5,000 千円 

事業の対象

となる区域 
県全体 

事業の実施

主体 
長崎県 

事業の期間 平成２７年４月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある

医療・介護ニ

ーズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、

地域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事業の内容

（当初計画） 

学生等に就職先の１つとして選択してもらうためには業界として経営力を

高めていく必要があることから、介護事業所経営者を対象に経営に関する意

識改革や経営戦略などをテーマにしたセミナーを開催。また、上記セミナー

に参加したうち意欲のある事業所に経営コンサルティングを実施、経営診断、

経営改善計画の作成などを実施し、その結果を他の事業所を対象に事例発表

し、改善の取り組みを広げていく。 

アウトプッ

ト指標（当初

の目標値） 

○ 経営力改善セミナー：介護事業所経営者３０名程度を対象に、３回実施。 

○ 経営力改善支援：上記セミナー参加者のうち、４事業所程度に経営コン

サル経費を４回程度支援、コンサルによる改善事例の発表を１回開催 

アウトプッ

ト指標（達成

値） 

○ 経営力改善セミナー：３回実施、参加者６７名 

○ 経営力改善支援：上記セミナー参加者のうち、４事業所に経営コンサル

経費を４回支援、コンサルによる改善事例の発表を１回開催 
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事業の有効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
経営コンサルによる業務改善や経営改善が図られ、また事例発表会には２

０５名の参加があり、改善の手順等について理解が図られ、経営改善につい

ての意識啓発、知識修得が図られた。 
（２）事業の効率性 
介護事業所等への研修を主催する県社会福祉協議会への委託により、事業

所への周知など他の事業による事業所への周知との連携により、事業実施に

おいて効率化が図られた。 

その他  
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事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

 （大項目）労働環境処遇の改善 

 （中項目）勤務環境改善 

 （小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業 

事業名 【No.82】雇用管理改善促進事業 【総事業費】 
1,499 千円 

事業の対象と

なる区域 
県全体 

事業の実施主

体 

長崎県 

事業の期間 平成２７年８月１日～平成２８年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医

療・介護ニー

ズ 

団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者となる２０２５年を見据えて、地

域包括ケアシステム構築の実現を支える介護人材の確保等を目指す。 

アウトカム指標：２０２５年（平成３７年）における県内介護職員数 

…３２，１２２人 

事 業 の 内 容

（当初計画） 

管理者に対し、介護職員が安心して働き続け、良質な介護サービスを提供

するための経営力の改善や職場環境整備の必要性についての啓発や環境改

善に向けた取組み事例の紹介、労働関係法規や各種支援制度の理解促進のた

めの説明会を開催する。 

アウトプット

指標（当初の

目標値） 

説明会への参加事業所数 ８地区で４８８事業所 

 

アウトプット

指標（達成値） 

説明会への参加事業所数 ４地区で４１事業所 

（長崎労働局との役割分担で、県は離島地区で４回開催） 
事 業 の 有 効

性・効率性 

（１）事業の有効性 
離島地区での４１事業所に対し、労働・雇用環境の改善の必要性や改善手

法、支援制度等について説明を行い、雇用管理改善に向けた理解促進が図ら

れた。 
（２）事業の効率性 
介護労働者に対する支援にノウハウを有する介護労働安定センターに委

託したことで、説明会後のアドバイスやアフターフォローの実施など、効果

の高い事業展開が図られた。 

その他  
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別紙 

 

 

 

 

 

 

平成 26年度長崎県計画に関する 

事後評価 

 

 

 
平成２８年９月 

長崎県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国

に提出するとともに、公表することに努めるものとする。 
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１．事後評価のプロセス 

（１）「事後評価の方法」の実行の有無 

 事後評価の実施にあたって、都道府県計画に記載した「事後評価の方法」に

記載した事項について、記載どおりの手続きを行ったかどうかを記載。 

 

□ 行った 

 

 ☑ 行わなかった 

 （行わなかった場合、その理由） 

  ○平成２９年度計画検討のために開催する長崎県保健医療対策協議会

の中で実施予定（平成２９年初旬） 

  ○なお、県の政策評価制度においても事後評価を実施。 

 

 

（２）審議会等で指摘された主な内容 

 事後評価の方法に記載した審議会等の意見を聞いた際に指摘された主な内容

を記載するとともに、内容の末尾に審議会等名とその開催日時を記載すること。

なお、主な内容については、審議会等の議事概要の添付も可とする。 
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２．目標の達成状況 

 

■長崎県全体（目標） 

 

① 長崎県の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

長崎県においては、以下に記載する医療介護総合確保区域の課題を解決

し、高齢者が地域において、安心して生活できるようにすることを目標と

する。 

   ・県内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅） 

   （平成 23 年度）15.6％→（平成 29 年度）18.0％ 

   ・県内の病院で採用する初期臨床研修医の数 

   （平成 21 年度）70 人→（平成 27 年度）100 人 

   ・不足している診療科目の医師の確保 

  ・需給バランス（看護職員需給見通し）に対応した看護職員の安定的確保 

 

  

□長崎県全体（達成状況） 

 

 １）目標の達成状況 

  ・県内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅） 

   （平成 23 年度）15.6％→（平成 25 年度）16.3％ 

  ・県内の病院で採用する初期臨床研修医の数 

   （平成 21 年度）70 人→（平成 26 年度）94 人 

  ・不足している診療科目の医師の確保を促進するため、キャリアアップや

経済的な支援の制度を創設した。 

  ・需給バランス（看護職員需給見通し） 

       「需給見通し上の需要数」に対する「就業看護職員数1」の割合 

（平成 24 年度）95.0％→（平成 26 年度）95.1％ 

  

２）見解 

地域包括ケアシステムを構築するための仕組みづくりとして、在宅医療

が充実し、医療従事者の確保も一定程度進んだ。 

  

                                                   
1 平成 24 年度は衛生行政報告例による。平成 26 年度は看護職員の業務従事者届による。 
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３）目標の継続状況 

  ☑ 平成27年度計画にも当該目標に関連した目標を掲げている。 

  □ 平成27年度計画には当該目標に関連した目標は掲げていない。 

 

 

■長崎区域（目標と計画期間） 

 

 ① 長崎区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    長崎区域では、超高齢化社会に対応するための在宅医療供給体制の構

築や、医師、看護師等の確保という課題が存在している。この課題を解

決するため、県全体の目標の実現に向けて精力的に取り組むとともに、

以下を目標とする。 

   ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

   ・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

   ・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

   ・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

 

② 計画期間 

平成 26 年度～平成 29 年度 

 

 

□長崎区域（達成状況） 

【継続中（平成26年度の状況）】 

 

●自宅等死亡割合について 

  １）目標の達成状況 

    在宅医療導入研修、地域歯科医療連携室や在宅医療連携拠点の設置に

かかる説明会等、「あじさいネット」モバイル端末利用システム導入、訪

問看護事業所への相談支援などを通じて、県民が医療や介護が必要な状

態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できる

環境の整備が一定程度進展した。 

 

  ２）見解 

多職種間で顔の見える関係が構築されるとともに、かかりつけ医の普

及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。また、地域歯

科連携室や在宅医療連携拠点の設置、在宅医療現場での ICT ネットワー
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ク利用、訪問看護事業所支援などの体制の整備が一定程度進んだ。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●初期臨床研修医数の増加について 

  １）目標の達成状況 

    専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、

勤務先地域としての魅力が一定程度増進した。 

 

  ２）見解 

    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組んでいくこととする。 

 

●不足している診療科目の医師の確保について 

１）目標の達成状況 

    一部の診療科目については、手当て支給制度の実施を推進し、そのほ

かの診療科目についても人材確保につなげるためのキャリアアップ支援

や経済的な支援制度の創設など、不足している診療科目の医師の確保を

促進した。 

 

２）見解 

    産科については、分娩手当ての実施による処遇改善を行った。また、

小児や救急、精神等についても、新生児医療を担う医師の処遇改善、周

産期及び新生児医療のサブスペシャリティ専門医を目指す医師への助成、

救急及び精神科専門医養成のための奨学金の貸与といった制度を創設し、

不足している診療科目の医師の確保を促進した。 

    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●看護職員の安定的確保について 

１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や

研修体制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な
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供給が行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研

修によるキャリアアップ、勤務環境の改善を通じて、離職防止及び再就

業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

 

■佐世保県北区域（目標と計画期間） 

 

 ① 佐世保県北区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

佐世保県北区域では、超高齢化社会に対応するための在宅医療供給体

制の構築や、医師、看護師等の確保という課題が存在しており、特に県

北地域においては県内でも医師の不足が顕著である。この課題を解決す

るため、県全体の目標の実現に向けて精力的に取り組むとともに、以下

を目標とする。 

   ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

   ・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

   ・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

   ・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

   ・県北地域への支援体制の構築を図るための協議会の開催 

 

② 計画期間 

平成 26 年度～平成 29 年度 

 

 

□佐世保県北区域（達成状況） 

【継続中（平成26年度の状況）】 

 

●自宅等死亡割合について 

  １）目標の達成状況 

    在宅医療導入研修、地域歯科医療連携室や在宅医療連携拠点の設置に

かかる説明会等、「あじさいネット」モバイル端末利用システム導入、訪

問看護事業所への相談支援などを通じて、県民が医療や介護が必要な状

態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できる

環境の整備が一定程度進展した。 

 

  ２）見解 

多職種間で顔の見える関係が構築されるとともに、かかりつけ医の普
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及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。また、地域歯

科連携室や在宅医療連携拠点の設置、在宅医療現場での ICT ネットワー

ク利用、訪問看護事業所支援などの体制の整備が一定程度進んだ。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●初期臨床研修医数の増加について 

  １）目標の達成状況 

    専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、

勤務先地域としての魅力が一定程度増進した。 

 

  ２）見解 

    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組んでいくこととする。 

 

●不足している診療科目の医師の確保について 

１）目標の達成状況 

    一部の診療科目については、手当て支給制度の実施を推進し、そのほ

かの診療科目についても人材確保につなげるためのキャリアアップや経

済的な支援制度の創設など、不足している診療科目の医師の確保を促進

した。 

 

２）見解 

    産科については、分娩手当ての実施による処遇改善を行った。また、

小児や救急、精神等についても、新生児医療を担う医師の処遇改善、周

産期及び新生児医療のサブスペシャリティ専門医を目指す医師への助成、

救急及び精神科専門医養成のための奨学金の貸与といった制度を創設し、

不足している診療科目の医師の確保を促進した。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●看護職員の安定的確保について 

１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や

研修体制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
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２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な

供給が行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研

修によるキャリアアップ、勤務環境の改善を通じて、離職防止及び再就

業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

  

●県北地域支援体制について 

１）目標の達成状況 

平成２７年３月に１回目の協議会を開催、県北地域の医療の状況につ

いて協議し、課題の抽出を行った。 

 

２）見解 

地域の医療関係者、大学、基幹病院で構成された会議であり、協議さ

れた方策を実現するための体制が一定程度整った。 

     

 

■県央区域（目標と計画期間） 

 

 ① 県央区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    県央区域では、超高齢化社会に対応するための在宅医療供給体制の構

築や、医師、看護師等の確保という課題が存在している。この課題を解

決するため、県全体の目標の実現に向けて精力的に取り組むとともに、

以下を目標とする。 

   ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

   ・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

   ・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

 

② 計画期間 

  平成 26 年度～平成 29 年度 

 

 

□県央区域（達成状況） 

【継続中（平成26年度の状況）】 

 

●自宅等死亡割合について 
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  １）目標の達成状況 

    在宅医療導入研修、地域歯科医療連携室や在宅医療連携拠点の設置に

かかる説明会等、「あじさいネット」モバイル端末利用システム導入、訪

問看護事業所への相談支援などを通じて、県民が医療や介護が必要な状

態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できる

環境の整備が一定程度進展した。 

 

  ２）見解 

多職種間で顔の見える関係が構築されるとともに、かかりつけ医の普

及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。また、地域歯

科連携室や在宅医療連携拠点の設置、在宅医療現場での ICT ネットワー

ク利用、訪問看護事業所支援などの体制の整備が一定程度進んだ。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●初期臨床研修医数の増加について 

  １）目標の達成状況 

    専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、

勤務先地域としての魅力が一定程度増進した。 

 

  ２）見解 

    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組んでいくこととする。 

 

●不足している診療科目の医師の確保について 

１）目標の達成状況 

    一部の診療科目については、手当て支給制度の実施を推進し、そのほ

かの診療科目についても人材確保につなげるためのキャリアアップや経

済的な支援制度の創設など、不足している診療科目の医師の確保を促進

した。 

 

２）見解 

    産科については、分娩手当ての実施による処遇改善を行った。また、

小児や救急、精神等についても、新生児医療を担う医師の処遇改善、周

産期及び新生児医療のサブスペシャリティ専門医を目指す医師への助成、

救急及び精神科専門医養成のための奨学金の貸与といった制度を創設し、
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不足している診療科目の医師の確保を促進した。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●看護職員の安定的確保について 

１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や

研修体制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な

供給が行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研

修によるキャリアアップ、勤務環境の改善を通じて、離職防止及び再就

業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

 

■県南区域（目標と計画期間） 

 

 ① 県南区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    県南区域では、超高齢化社会に対応するための在宅医療供給体制の構

築や、医師、看護師等の確保という課題が存在している。この課題を解

決するため、県全体の目標の実現に向けて精力的に取り組むとともに、

以下を目標とする。 

   ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

   ・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

   ・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

 

② 計画期間 

  平成 26 年度～平成 29 年度 

 

 

□県南区域（達成状況） 

【継続中（平成 26 年度の状況）】 

 

●自宅等死亡割合について 
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  １）目標の達成状況 

    在宅医療導入研修、地域歯科医療連携室や在宅医療連携拠点の設置に

かかる説明会等、「あじさいネット」モバイル端末利用システム導入、訪

問看護事業所への相談支援などを通じて、県民が医療や介護が必要な状

態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できる

環境の整備が一定程度進展した。 

 

  ２）見解 

多職種間で顔の見える関係が構築されるとともに、かかりつけ医の普

及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。また、地域歯

科連携室や在宅医療連携拠点の設置、在宅医療現場での ICT ネットワー

ク利用、訪問看護事業所支援などの体制の整備が一定程度進んだ。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●初期臨床研修医数の増加について 

  １）目標の達成状況 

    専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、

勤務先地域としての魅力が一定程度増進した。 

 

  ２）見解 

    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組んでいくこととする。 

 

●不足している診療科目の医師の確保について 

１）目標の達成状況 

    一部の診療科目については、手当て支給制度の実施を推進し、そのほ

かの診療科目についても人材確保につなげるためのキャリアアップ支援

や経済的な支援制度の創設など、不足している診療科目の医師の確保を

促進した。 

 

２）見解 

    産科については、分娩手当ての実施による処遇改善を行った。また、

小児や救急、精神等についても、新生児医療を担う医師の処遇改善、周

産期及び新生児医療のサブスペシャリティ専門医を目指す医師への助成、

救急及び精神科専門医養成のための奨学金の貸与といった制度を創設し、
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不足している診療科目の医師の確保を促進した。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●看護職員の安定的確保について 

１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や

研修体制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な

供給が行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研

修によるキャリアアップ、勤務環境の改善を通じて、離職防止及び再就

業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

 

■五島区域（目標と計画期間） 

 

 ① 五島区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

五島区域では、超高齢化社会に対応するための在宅医療供給体制の構

築や、医師、看護師等の確保という課題が存在している。また、当該区

域においてはがん診療連携拠点病院がないため、地域がん診療病院の指

定を目指している病院を支援することにより、医療体制を確保する必要

がある。この課題を解決するため、県全体の目標の実現に向けて精力的

に取り組むとともに、以下を目標とする。 

   ・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

   ・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

   ・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

   ・地域がん診療病院を目指す病院の設備整備 

   

② 計画期間 

平成 26 年度～平成 29 年度 
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□五島区域（達成状況） 

【継続中（平成 26 年度の状況）】 

 

●自宅等死亡割合について 

  １）目標の達成状況 

    在宅医療導入研修、地域歯科医療連携室や在宅医療連携拠点の設置に

かかる説明会等、「あじさいネット」モバイル端末利用システム導入、訪

問看護事業所への相談支援などを通じて、県民が医療や介護が必要な状

態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できる

環境の整備が一定程度進展した。 

 

  ２）見解 

多職種間で顔の見える関係が構築されるとともに、かかりつけ医の普

及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。また、地域歯

科連携室や在宅医療連携拠点の設置、在宅医療現場での ICT ネットワー

ク利用、訪問看護事業所支援などの体制の整備が一定程度進んだ。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●初期臨床研修医数の増加について 

  １）目標の達成状況 

    専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、

勤務先地域としての魅力が一定程度増進した。 

 

  ２）見解 

    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組んでいくこととする。 

 

●不足している診療科目の医師の確保について 

１）目標の達成状況 

    一部の診療科目については、手当て支給制度の実施を推進し、そのほ

かの診療科目についても人材確保につなげるためのキャリアアップや経

済的な支援制度の創設など、不足している診療科目の医師の確保を促進

した。 
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２）見解 

    産科については、分娩手当ての実施による処遇改善を行った。また、

小児や救急、精神等についても、新生児医療を担う医師の処遇改善、周

産期及び新生児医療のサブスペシャリティ専門医を目指す医師への助成、

救急及び精神科専門医養成のための奨学金の貸与といった制度を創設し、

不足している診療科目の医師の確保を促進した。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●看護職員の安定的確保について 

１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や

研修体制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な

供給が行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研

修によるキャリアアップ、勤務環境の改善を通じて、離職防止及び再就

業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

●地域がん診療病院について 

  １）達成状況 

地域がん診療病院を目指す病院（１箇所）にがん治療のための設備を

整備した。 

 

  ２）見解 

がん診療連携拠点病院がない本県離島部において、がんによる死亡者

数減少を図るための整備が一定程度進んだ。 

 

 

■上五島区域（目標と計画期間） 

 

 ① 上五島区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    上五島区域では、超高齢化社会に対応するための在宅医療供給体制の

構築や、医師、看護師等の確保という課題が存在している。また、当該

区域においてはがん診療連携拠点病院がないため、地域がん診療病院の
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指定を目指している病院を支援することにより、医療体制を確保する必

要がある。この課題を解決するため、県全体の目標の実現に向けて精力

的に取り組むとともに、以下を目標とする。 

・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

   ・病院で採用する初期臨床研修医数の増加（県全体目標再掲） 

   ・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

・地域がん診療病院を目指す病院の設備整備 

 

② 計画期間 

  平成 26 年度～平成 29 年度 

 

 

□上五島区域（達成状況） 

【継続中（平成 26 年度の状況）】 

 

●自宅等死亡割合について 

  １）目標の達成状況 

    在宅医療導入研修、地域歯科医療連携室や在宅医療連携拠点の設置に

かかる説明会等、「あじさいネット」モバイル端末利用システム導入、訪

問看護事業所への相談支援などを通じて、県民が医療や介護が必要な状

態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できる

環境の整備が一定程度進展した。 

 

  ２）見解 

多職種間で顔の見える関係が構築されるとともに、かかりつけ医の普

及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。また、地域歯

科連携室や在宅医療連携拠点の設置、在宅医療現場での ICT ネットワー

ク利用、訪問看護事業所支援などの体制の整備が一定程度進んだ。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●初期臨床研修医数の増加について 

  １）目標の達成状況 

    専門医を目指す医師への助成制度等により、初期臨床研修医にとって、

勤務先地域としての魅力が一定程度増進した。 
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  ２）見解 

    おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組んでいくこととする。 

 

●不足している診療科目の医師の確保について 

１）目標の達成状況 

    一部の診療科目については、手当て支給制度の実施を推進し、そのほ

かの診療科目についても人材確保につなげるためのキャリアアップや経

済的な支援制度の創設など、不足している診療科目の医師の確保を促進

した。 

 

２）見解 

    小児や救急、精神等について、新生児医療を担う医師の処遇改善、周

産期及び新生児医療のサブスペシャリティ専門医を目指す医師への助成、

救急及び精神科専門医養成のための奨学金の貸与といった制度を創設し、

不足している診療科目の医師の確保を促進した。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●看護職員の安定的確保について 

１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や

研修体制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な

供給が行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研

修によるキャリアアップ、勤務環境の改善を通じて、離職防止及び再就

業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

●地域がん診療病院について 

  １）達成状況 

地域がん診療病院を目指す病院にがん治療のための設備を整備する予

定であったが、その後の事業実施主体における整備計画の変更により実

施に至らなかった。 
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  ２）見解 

事業実施主体（長崎県病院企業団）は、県下の離島の中核病院を運営

しており、全体計画における優先順位等を考慮した結果、実施に至らな

かった。 

 

  ３）改善の方向性 

がん診療連携拠点病院がない本県離島部において、がんによる死亡者

数減少を図るために、平成２７年度以降の計画において対応する予定。 

 

 

■壱岐区域（計画期間と目標） 

 

 ① 壱岐区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

    壱岐区域では、超高齢化社会に対応するための在宅医療供給体制の構

築や、医師、看護師等の確保、壱岐島内の精神科医療体制の確保（他県

との連携）という課題が存在している。この課題を解決するため、県全

体の目標の実現に向けて精力的に取り組むとともに、以下を目標とする。 

・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

   ・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

   ・島内外の精神科病院及び専門医療機関と連携し対応した患者数         

 

② 計画期間 

平成 26 年度～平成 29 年度 

 

 

□壱岐区域（達成状況） 

【継続中（平成 26 年度の状況）】 

 

●自宅等死亡割合について 

  １）目標の達成状況 

    在宅医療導入研修、地域歯科医療連携室や在宅医療連携拠点の設置に

かかる説明会等、「あじさいネット」モバイル端末利用システム導入、訪

問看護事業所への相談支援などを通じて、県民が医療や介護が必要な状

態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できる

環境の整備が一定程度進展した。 



 17 

 

  ２）見解 

多職種間で顔の見える関係が構築されるとともに、かかりつけ医の普

及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。また、地域歯

科連携室や在宅医療連携拠点の設置、在宅医療現場での ICT ネットワー

ク利用、訪問看護事業所支援などの体制の整備が一定程度進んだ。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●不足している診療科目の医師の確保について 

１）目標の達成状況 

    一部の診療科目については、手当て支給制度の実施を推進し、そのほ

かの診療科目についても人材確保につなげるためのキャリアアップや経

済的な支援制度の創設など、不足している診療科目の医師の確保を促進

した。 

 

２）見解 

    産科については、分娩手当ての実施による処遇改善を行った。また、

小児や救急、精神等についても、新生児医療を担う医師の処遇改善、周

産期及び新生児医療のサブスペシャリティ専門医を目指す医師への助成、

救急及び精神科専門医養成のための奨学金の貸与といった制度を創設し、

不足している診療科目の医師の確保を促進した。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●看護職員の安定的確保について 

１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や

研修体制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な

供給が行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研

修によるキャリアアップ、勤務環境の改善を通じて、離職防止及び再就

業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 
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 ●精神科について 

  １）目標の達成状況 

他県の精神科病院及び専門医療機関、地域の医療・保健・福祉関係機

関が連携し、14 名の患者に対応した。 

 

  ２）見解 

他県の協力病院から医療情報がスムーズに収集でき、患者の病状（精

神科疾患及び合併症）に合わせた医療機関の紹介等を行える体制の整備

が一定程度進んだ。 

  

 

■対馬区域（計画期間と目標） 

 

 ① 対馬区域の医療と介護の総合的な確保に関する目標 

対馬区域では、超高齢化社会に対応するための在宅医療供給体制の構

築や、医師、看護師等の確保という課題が存在している。また、当該区

域においてはがん診療連携拠点病院がないため、地域がん診療病院の指

定を目指している病院を支援することにより、医療体制を確保する必要

がある。この課題を解決するため、県全体の目標の実現に向けて精力的

に取り組むとともに、以下を目標とする。 

・区域内の自宅等死亡割合（老人保健施設、老人ホーム及び自宅）の増加 

   ・不足している診療科目の医師の確保（県全体目標再掲） 

・需給バランスに対応した看護職員の安定的確保（県全体目標再掲） 

   ・地域がん診療病院を目指す病院の設備整備 

    

② 計画期間 

平成 26 年度～平成 29 年度 

 

 

□対馬区域（達成状況） 

【継続中（平成 26 年度の状況）】 

 

●自宅等死亡割合について 

  １）目標の達成状況 

    在宅医療導入研修、地域歯科医療連携室や在宅医療連携拠点の設置に

かかる説明会等、「あじさいネット」モバイル端末利用システム導入、訪
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問看護事業所への相談支援などを通じて、県民が医療や介護が必要な状

態となっても、できる限り住み慣れた地域で安心して生活を継続できる

環境の整備が一定程度進展した。 

 

  ２）見解 

多職種間で顔の見える関係が構築されるとともに、かかりつけ医の普

及定着等、在宅医療に対する県民意識の醸成が図られた。また、地域歯

科連携室や在宅医療連携拠点の設置、在宅医療現場での ICT ネットワー

ク利用、訪問看護事業所支援などの体制の整備が一定程度進んだ。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●不足している診療科目の医師の確保について 

１）目標の達成状況 

    一部の診療科目については、手当て支給制度の実施を推進し、そのほ

かの診療科目についても人材確保につなげるためのキャリアアップや経

済的な支援制度の創設など、不足している診療科目の医師の確保を促進

した。 

 

２）見解 

    小児や救急、精神等について、新生児医療を担う医師の処遇改善、周

産期及び新生児医療のサブスペシャリティ専門医を目指す医師への助成、

救急及び精神科専門医養成のための奨学金の貸与といった制度を創設し、

不足している診療科目の医師の確保を促進した。 

おおむね順調に進んでおり、翌年度以降も、引き続き、計画に基づき

取り組むこととする。 

 

●看護職員の安定的確保について 

１）目標の達成状況 

民間立養成所の運営を支援するとともに、看護職員の勤務環境改善や

研修体制の整備を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

２）見解 

看護師等養成所の健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定的な

供給が行われている。また、新人看護研修や、がん・糖尿病等の専門研

修によるキャリアアップ、勤務環境の改善を通じて、離職防止及び再就
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業を推進し、看護職員の安定的な確保を促進した。 

 

●地域がん診療病院について 

  １）達成状況 

地域がん診療病院を目指す病院（１箇所）にがん治療のための設備を

整備した。 

 

  ２）見解 

がん診療連携拠点病院がない本県離島部において、がんによる死亡者

数減少を図るための整備が一定程度進んだ。 
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３．事業の実施状況 

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.１】 

がんの医療体制にかかる機器整備事業 

【総事業費】 

116,122 千円 

事業の対象

となる区域 

五島区域 

対馬区域 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 ・がん診療連携拠点病院がない本県離島部において、がんによる死亡者

数減少を図るため、診断・治療・術後管理・検査データ管理等の設備を

平成２６年度は五島区域、上五島区域、対馬区域の３地区に整備する。 

 

事業の達成

状況 

・五島区域に整備（一部） 

・対馬区域に整備 

事業の有効

性・効率性 

 

（１） 事業の有効性 

離島を多く抱える本県において、離島地域のがん診療水準を向上

させることは重要な課題であり、その改善に寄与した。 

 

（２） 事業の効率性 

がん診療の集約化の観点から、本県では離島地域にがん診療離島

中核病院を設けている。当該事業もがん診療離島中核病院の設備 

を整備することにより、こうした集約化を促進し、効率化な執行

ができた。 

 

その他 平成２６年度：２７，７１２千円 

平成２７年度：３０，３４８千円 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.２】  

認知症入院医療体制の整備事業 

【総事業費】 

7,520 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 認知症患者のＢＰＳＤへの対応力が向上した医療機関数を０から７ま

で増加 

事業の達成

状況 

認知症患者のＢＰＳＤへの対応力が向上した医療機関数は６まで増加 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

医療従事者の認知症対応力が高まり、ＢＰＳＤへの対応が円滑となり、

認知症患者が身体合併症の専門病院で治療を継続する体制の構築に寄与

した。 

 

（２）事業の効率性 

精神科医が一般病院に出向くことで、対象となる認知症患者をとおした

具体的な指導や助言が行えるようになった。 

その他 平成２６年度：  １８０千円 

平成２７年度：１，９５０千円 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.３】 

「あじさいネット」情報提供病院新規加入支援事業 

【総事業費】 

180,466 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 あじさいネット参加病院数の２７施設から４２施設への増加 

事業の達成

状況 

平成２７年度においては、平成２８年度の機器導入に向けた協議を実

施した。平成２６年度において、本事業で２施設が新規に機器を整備し、

２施設が協議中であり、平成２８年度の導入を目指す。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

対馬地区、諫早地区において、あじさいネット接続機器の新規導入に

向けた協議が行われた。これにより、情報提供病院の空白地域は県南医

療圏を残すだけとなり、県全体をカバーする医療ネットワークである「あ

じさいネット」のさらなる利用者の増加が見込まれる。 

 

（２）事業の効率性 

機器の導入にあたっては、県全体の取りまとめを行う「あじさいネッ

ト拡充プロジェクト室」の専門スタッフが、導入事業者と設定内容など

の打合せを行う等の支援を実施し、円滑な導入に向けた協議を行ってい

る。また、加入を希望する病院に対し、日頃から積極的な情報提供を行

うなど、事業は効率的に行われた。 

 

その他 平成２６年度：１２，４７４千円 平成２７年度：費用なし 

平成２８年度：３８，３００千円 平成２９年度：２５，４５８千円 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.４】 

「あじさいネット」情報提供病院間連携支援事業 

【総事業費】 

75,400 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 あじさいネット登録患者数合計の３９，４００人から５９，０００人へ

の増加 

事業の達成

状況 

平成２７年度末時点で、あじさいネットの登録患者数は５６，０００

人となっており、順調に増加している。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、あじさいネット利用端末のセキュリティ向上が

図られ、各病院内の電子カルテ情報を情報提供病院（地域の基幹病院）

同士が情報共有することが可能となった。これにより、従来の病院と診

療所の連携に加え、新たに情報提供病院間連携が実現したところである。 

 

（２）事業の効率性 

システムの導入作業や事業の進捗管理について、県医師会の「あじさ

いネット拡充プロジェクト室」の専門スタッフが一括して調整すること

で、事業は効率的に行われた。 

 

その他 平成２６年度：１８，９８８千円 平成２７年度：５３，１９９千円 

平成２８年度： ３，２００千円 
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事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関す

る事業 

事業名 【NO.５】 

高精度がん放射線治療の集約と質の均てん化 

【総事業費】 

7,812 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 高精度治療におけるプロトコール適応患者割合０％から１０％に増加 

事業の達成

状況 

○高精度放射線治療において共通のプロトコールを使用し、治療と治

療・副作用の評価を行うための基盤整備として、各拠点病院をネットワ

ーク化する機器を設置（がん拠点病院８箇所） 

○全医療圏域の医療従事者に対し、治療の質を担保できるよう、人材育

成を目的とした研修を実施（２回） 

○医師等を専門研修に派遣（３０名） 

 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

各拠点施設間で共通の放射線治療評価を行うためのネットワークが構

築され、進歩する放射線治療技術に関する知識を共有することにより、

高度放射線治療に従事する人材の育成が図られた。 

 

（２）事業の効率性 

共通のプロトコールを多施設で運用するための体制が整備されたこと

により県下統一の制度管理データとして活用され、放射線治療の質の均

てん化を促進させた。 

 

その他 平成２６年度：２，５５４千円 

平成２７年度：１，６７６千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.６】 

在宅医療導入研修事業 

【総事業費】 

268 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 ・郡市医師会が主導して、在宅医療に取り組もうとする病院関係者への

在宅医療導入研修を３回開催する。 

 

事業の達成

状況 

・研修会の開催（県央区域・１回） 

事業の有効

性・効率性 

 

（１） 事業の有効性 

  県内全域で在宅医療の充実のため、多職種間での顔の見える関係が

構築され始めており、当該事業はこうした動きをさらに加速させると

ともに、連携が具体化に整い始めた。 

 

（２）事業の効率性 

  地域で関係機関が個々にやるのではなく、郡市医師会が主導して効

率的に実施された。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.７】 

かかりつけ医育成のための研修事業及び住民に対する在

宅医療の啓蒙活動事業 

【総事業費】 

191 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 ・郡市医師会が主導して、かかりつけ医の普及定着を推進するために、

かかりつけ医育成研修を３回開催し、住民に対する在宅医療の啓発活動

として住民向け公開講座を１回開催する。 

 

事業の達成

状況 

・かかりつけ医育成研修会の開催（県央区域・１回） 

 

事業の有効

性・効率性 

 

（１） 事業の有効性 

  この事業を契機に県内全域で在宅医療の充実のため、かかりつけ医

の研修や市民向け講演会を行いたいという希望が医療機関を中心に上

がっており、かかりつけ医の普及定着を促進した。 

 

（２）事業の効率性 

地域内の各機関等が個別に実施するのではなく、郡市医師会が主導

して、効率的な実施な実施が図られた。 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.８】 

在宅歯科医療推進に係る拠点連携推進室整備事業 

【総事業費】 

13,097 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 「地域歯科医療連携室」を設置し、地域の在宅療養支援病院、在宅療

養支援診療所、在宅療養支援歯科診療所、地域包括支援センター等との

医科歯科連携体制の構築を図る。 

 

事業の達成

状況 

・委員会の開催 

 運営委員会（全体）６回、運営委員会（拠点）４回 

・在宅歯科診療の実績数 

 在宅歯科診療実施５３件、スクリーニング実施４３６件、 

 アセスメント実施４３６件、口腔ケア指導実施７５５件 

 

事業の有効

性・効率性 

 

（１） 事業の有効性 

「地域歯科医療連携室」の設置を推進し、地域の在宅療養支援病院、

在宅療養支援診療所、在宅療養支援歯科診療所、地域包括支援センター

等との医科歯科連携体制の構築に寄与した。 

 

（２）事業の効率性 

拠点連携室を３箇所設置することで、広域的な在宅歯科診療を展開で

きており、地域包括支援センターや訪問看護ステーション等在宅医療を

推進する団体とも連携が図られた。 

その他 平成２６年度：１，４７１千円 

平成２７年度：５，２５０千円 



 29 

 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO．９】 

在宅医療拠点および住民相談支援センター整備事業 

【総事業費】 

155,332 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 コーデイネーターを配置し、在宅医療の連携業務とともに住民からの

相談支援にあたる在宅医療の連携拠点（相談窓口）を９箇所整備する。 

事業の達成

状況 

・今後、地域で事業主体となる郡市医師会を対象にして説明会を実施し

た。（１回） 

・事業の実施主体（郡市医師会）と関係市町との間で調整が図られた。 

事業の有効

性・効率性 

 

（１） 事業の有効性 

在宅医療推進のため医療機関間の連携体制を構築し、情報を共有する

には、各在宅医療圏域ごとにその中心となる拠点が必要である。 

 

（２）事業の効率性 

郡市医師会に拠点を設けることで、在宅医療圏域内での効率的な拠点

の運営を目指している。 

その他 平成２６年度：     ０千円 平成２７年度：２６，８０３千円 

平成２８年度：３７，９４３千円 平成２９年度：１５，７０４千円 



 30 

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１０】 

「あじさいネット」を利用した在宅医療強化事業 

【総事業費】 

18,000 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 モバイル端末による「あじさいネット」の利用者数０人から３５０人へ

の増加 

事業の達成

状況 

平成２７年度末においては、本事業で２５０人がモバイル端末での接続

が可能となった。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

本事業の実施により、あじさいネットに加入する在宅医療支援診療所

等が、在宅医療の現場において、モバイル端末を利用してあじさいネッ

トに接続することが可能になった。ICT ネットワークを利用して、いつ

でもどこでも診療情報をリアルタイムに共有できるようになり、多職種

間の情報共有の大きなツールとなる予定である。 

 

（２）事業の効率性 

機器の設定作業や事業の進捗管理について、県医師会の「あじさいネ

ット拡充プロジェクト室」の専門スタッフが一括して調整することで、

事業は効率的に行われた。 

その他  急速に高齢化が進む地域においては、多職種連携による地域包括ケア

システムの整備が求められている。本事業は、「あじさいネット」に接続

するモバイル端末及び接続用小型ルーターの利用料を補助する事業であ

るが、「あじさいネット」は既に多くの施設が参加し、県全体を網羅する

ICT ネットワーク基盤として運用されている。このため、モバイル端末

を利用して、多職種が在宅医療現場の診療等の情報を迅速に共有する体

制が早期に構築されると見込んでいる。 

 平成２６年度：７，７５０千円 平成２７年度：４，０００千円 

 平成２８年度：６，０００千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１１】 

訪問看護支援事業 (訪問看護事業所支援） 

【総事業費】 

8,394 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標  訪問看護の促進、人材確保を図るため医科の事業を行う。 

○訪問看護ステーション運営支援 

コールセンターの設置・運営、アドバイザーの派遣 等 

○訪問看護ステーションと医療機関との各地域でのネットワークづくり 

近隣施設との合同研修、事例検討 等 

○訪問看護ステーション管理者及び訪問看護師への研修 

事業の達成

状況 

・専門の相談員を置き、訪問看護事業所からの電話による相談３３５件 

・研修会の開催 

 訪問看護師育成研修１回、訪問看護師スキルアップ研修４回 

・委員会の開催 

 運営委員会２回、事業推進委員会１回 

事業の有効

性・効率性 

 

（１） 事業の有効性 

訪問看護の研修や実習の場を提供することで訪問看護師のスキルアッ

プと離職防止に繋がっており、訪問看護事業所の安定した運営に寄与し

ている。 

 

（２）事業の効率性 

訪問看護にも精通した長崎県看護協会が実施主体となることで、事業

が体系的、効率的に実施された。 

その他 平成２６年度：１，３７３千円 

平成２７年度：４，９２２千円 
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

 

事業名 【NO.１２】 

在宅医療における衛生材料等の円滑供給の体制整備 

【総事業費】 

251 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 在宅医療における衛生材料・医療材料の供給を円滑に行うため、地域

で使用する衛生材料等の規格・品目統一化等の仕組を構築するための協

議会を開催する。（協議会１回開催） 

事業の達成

状況 

協議会の開催回数（１回） 

 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により、医師会、薬剤師会、訪問看護連絡協議会等

関係者間で長崎地域における課題の抽出、課題解決のための方策等

が協議され、関係者間の連携が整い始めた。 

 

（２）事業の効率性 

   長崎区域をモデル地域として本事業に着手し始め、今後、他の区

域にも発展させることで、効率的な体制の構築に寄与した。 

 

その他  
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事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 

事業名 【NO.１３】 

訪問看護推進事業 

【総事業費】 

1,238 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 訪問看護を推進するため、長崎県看護協会に委託して訪問看護ステー

ション等の看護師等に対する研修会（訪問看護専門研修及び訪問看護管

理者研修）を開催する。 

訪問看護管理者研修・訪問看護専門研修予定受講者数４０名 

事業の達成

状況 

訪問看護ステーション等の看護師等に対する研修会（訪問看護専門研

修及び訪問看護管理者研修）を開催した。 

訪問看護管理者研修・訪問看護専門研修受講者数４０名 

 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

訪問看護事業所数が伸び悩んでおり、訪問看護や管理者研修を通    

じて、訪問看護事業所数の確保に寄与した 

 

（２）事業の効率性 

訪問看護に関する人材とノウハウが豊富な県看護協会が主体的に行う

ことで、効率的に研修が実施された。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.１４】 

医科・歯科連携に資する人材育成のための研修会 

【総事業費】 

4,202 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 医科・歯科連携に資する人材の養成数 

※平成２６年度はカリキュラムの作成等実施 

※平成２７年度から研修会実施 

事業の達成

状況 

・カリキュラムの作成（８医療分野） 

・研修内容の考案やカリキュラムの見直しなどを行うため、運営委員会

等を開催（計９回） 

・それぞれの疾病・事業に対応した歯科医療の人材を育成するため、研

修会、協議会を開催（８医療分野）（計２０回） 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

本事業は、医科歯科連携の少ない長崎県内の現状において、連携が必

要とされる疾病・事業に関して人材を育成し、それぞれの疾病・事業に

対応する歯科医療の提供体制の構築を目指すものであり、有用である。 

 

（２）事業の効率性 

郡市歯科医師会に医科歯科連携の状況についてアンケート調査を行う

など、現状把握を行ったうえで、運営委員会等によりカリキュラムや研

修内容等の検討を行っており、効率的な人材育成制度の構築に寄与した。 

その他 平成２６年度：７５０千円 平成２７年度：２，６２５千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.１５】 

歯科医療人材育成事業 

【総事業費】 

4,202 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 女性歯科医師・歯科衛生士の再就職者数 

（女性歯科医師 3 名、歯科衛生士 6 名） 

 

事業の達成

状況 

・事業案内の周知 

（リーフレット作成、歯科衛生士専門学校卒業生等へ３４００部配付等） 

 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

十分な在宅医療サービスが供給できていない長崎県内の在宅歯科診療

の現状の課題を克服するため、出産・育児等の一定期間の離職により再

就職に不安を抱える女性歯科医師、歯科衛生士への相談・研修等の実施

により、従事者の確保を促進した。 

 

（２）事業の効率性 

県歯科医師会が事業主体となることで、求職者と求人施設のマッチン

グを効率的に行う体制が整い始めた。 

 

その他 平成２６年度：７５０千円 平成２７年度：２，４００千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【NO.１６】 

歯科衛生士教育（在宅歯科医療関連分野）充実のための施

設・設備整備事業 

【総事業費】 

30,269 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 在宅歯科医療を担う歯科衛生士の養成するため、教育施設の施設・設備

整備を行う。 

在宅歯科医療を担う歯科衛生士の養成数 

※26 年度は教育施設の整備のみ 

事業の達成

状況 

歯科衛生士の教育内容を充実し、訪問歯科診療等へ対応できる歯科衛

生士を育成するために必要な施設・設備の整備を行った。 

（１）在宅歯科医療実習室等関連施設整備 １箇所 

（２）在宅歯科医療実習教育設備整備   １箇所 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

 本事業の実施により、在宅歯科医療を担う歯科衛生士を養成する

施設・設備の整備が行われ、2025 年までに必要と見込まれる数の在

宅歯科医療に対応可能な歯科衛生士の養成が促進されたと考える。 

 

（２）事業の効率性 

   県歯科医師会が運営する歯科衛生士養成のための教育施設・設備

が充実することで、県内の歯科衛生士養成体制の充実が効率的に図

られた。 

 

その他  
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事業の区分 ４.医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.１７】 

長崎県小児・周産期・産科・救急等医療体制整備事業 

【総事業費】 

39,580 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２９年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

事業の目標 産科・救急・小児科・精神科に資する人材の養成 

・新生児専門医 ２名 

・救急専門医 ４名 

事業の達成

状況 

新生児専門医や救急専門医を目指す人材の確保につなげるためのキャ

リアアップ支援や経済的な支援の制度を創設し、関係団体や対象医療機

関に対して制度の周知・説明を行った。 

○ＮＩＣＵにおける医師事務作業補助者を雇用に対する補助 １箇所 

○救急専門医養成のための奨学金の貸与 ３名 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

手当て支給や専門医取得のための講習会参加に要する費用の助成等、

研修医等が不足する診療科目の医師を目指すインセンティブとなる制度

が構築されたことから、医師の確保を促進した。 

 

（２）事業の効率性 

事業実施にあたり関係団体等と十分に協議を重ね、制度設計をし、効

率的に支援する体制を構築した。 

 

その他 平成２６年度：    ０千円  平成２７年度：６，５３８千円 

平成２８年度：６，８８０千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.１８】 

長崎県周産期医療人材育成研修事業 

【総事業費】 

21,703 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成３０年３月３１日 

☑継続 ／ □終了 

 

事業の目標 NICU での研修受講者数８０人 

事業の達成

状況 

平成２７年度は２４人が受講し、累計では３６人となった。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

本事業は、地域の産科医療従事者が、周産期母子医療センターで実習

を受けることで、いったん周産期母子医療センターに搬送された妊婦が、

早期に地域の開業医等へ逆搬送できる体制の構築を目的としており、満

床状態が続く周産期母子医療センターの負担軽減に直接繋がるものであ

る。 

 

（２）事業の効率性 

事業の中心は県医師会の産科医会が担っており、地域の診療所の実態

に応じた受講者の選定が可能となっており、事業は効率的に行われた。 

 

その他 平成２６年度：２，９５３千円 平成２７年度：５，０３０千円 

平成２８年度：５，７８７千円 平成２９年度：５，７８７千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【NO.１９】 

県北地域支援体制構築事業 

【総事業費】 

1,500 千円 

事業の対象

となる区域 

佐世保県北 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 協議会開催回数３回開催 

事業の達成

状況 

平成２７年３月３０日に１回目の協議会を開催、県北地域の医療の状況

について協議し、課題の抽出を行った。 

第２回～第６回を平成２７年度の事業として、課題を解決する方策の策

定についても協議を行い、報告書の取りまとめを行った。 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

地域の医療関係者、大学、基幹病院で構成された会議であり、協議さ

れた方策を実現するための体制が整い始めた。 

 

（２）事業の効率性 

地域の現状をよく知る医療関係者等で構成された会議であり、課題の

抽出、課題解決の方策のための協議が効率的に実施された。 

その他 平成２６年度：２９９千円 平成２７年度：８８７千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２０】 

がん専門医療従事者養成事業 

【総事業費】 

7,799 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 地域の医療機関において、がん診療・化学療法に精通する人材の育成

のための研修会（例 ＣＶポート穿刺研修等）を開催する。併せて地域の

中核となる医療機関等でがん医療の中心的役割を担っている医師・看護

師・薬剤師を学会等が主催する教育セミナーへ派遣し、最新のがん診療

に関する知識を習得させる。 

事業の達成

状況 

地域の中核となる医療機関等でがん医療の中心的役割を担う医師・看

護師・薬剤師を学会等が主催する教育セミナーへ派遣し、最新のがん診

療に関する知識を習得させた。 

地域の医療機関においてがん診療・化学療法に精通する人材の育成の

ための研修会を開催した。 

 研修会受講者数 ５７名 研修会開催 ６回（参加者のべ２５０名） 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

がん診療において化学療法や放射線治療等の進歩は著しく、常に最新

の情報を収集する必要がある。外来での治療・住宅での療養を行うため

には各医療機関との連携はこれまで以上に推進していく必要がある。 

本事業の実施により、がん診療等に精通する人材の育成や医療連携が

促進した。 

（２）事業の効率性 

各医療機関で中心的役割を担う医師・看護師・薬剤師を研修に派遣し、

そこで習得した内容を地域に還元したため、人材育成が効率的に行われ

た。 

その他 平成２６年度：１，９０３千円 平成２７年度：２，５６２千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２１】 

女性薬剤師等の復職支援 

【総事業費】 

601 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 ・病院・薬局等で勤務経験のある女性薬剤師等の復職支援を促進するため、

薬剤師確保対策に関する協議会を開催し、必要な体制の構築を図る。 

・未就業薬剤師への周知。 

・薬剤師会が認可取得している薬剤師無料紹介所における就職情報の収集

提供。 

・就業支援のための実地研修会の開催。 

事業の達成

状況 

薬局、病院に勤務する薬剤師等が連携し、薬剤師確保のための協議を行っ

た。また、未就業薬剤師掘り起こしのために、ポスター、チラシの配布、

新聞広報、就業希望者の薬局実習を行った。 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

地域包括ケアシステムの構築のため在宅業務を担う薬剤師やそれを支

える薬剤師の確保、育成が課題であるが、就業に不安を抱える女性薬剤師

へ研修等を実施することは薬剤師確保に有効である。 

 

（２）事業の効率性 

本事業は、県薬剤師会が中心となり、人的ネットワーク等が活用される

ため、効率的な復職支援が可能となった。 

 

その他 平成２６年度：７５千円 平成２７年度：３７５千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【NO.２２】 

しまの精神科医療連携拠点整備事業 

【総事業費】 

8,743 千円 

事業の対象

となる区域 

壱岐区域 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 壱岐島内の精神科医療を円滑に行うため、福岡県内の精神科病院から

の派遣により、精神保健福祉士（ＰＳＷ）を確保し、福岡県等の精神科

病院及び専門医療機関との連携を強化するとともに、在宅医療等の島内

保健、医療、福祉連携体制の整備を図る。 

事業の達成

状況 

平成２７年度においては、 

○福岡県内の協力病院へ紹介し、入院調整した患者数５名（医療保護入

院２名、任意入院３名）。 

○医療･保健･福祉関係者とのケース検討会に月１回（１２回／年）出席

し、連携した対応を行った。 

事業の有効

性・効率性 

 

（１） 事業の有効性 

本事業の実施により、福岡県内の協力病院と医療情報（入退院情報等）

が適宜に収集でき、患者の病状に合わせた医療機関の紹介等が行えた。 

 また、平成２７年度には臨時職員としてＰＳＷを確保できた。 

 

（２）事業の効率性 

壱岐病院に福岡県内の協力病院の医療情報を集約することで、島内の

医療・保健・福祉関係者への情報提供を効率的に行うことができた。 

その他 平成２６年度：８９９千円 平成２７年度：８９６千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【NO.２３】勤務環境改善支援センター 【総事業費】 

3,560 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全域 

 

事業の期間 平成２７年１月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 医師・看護師等の医療従事者の離職防止・定着促進を図ることを目指

し、PDCAサイクルを活用して勤務環境改善に向けた取組を行うための仕

組みを活用して勤務環境改善に取り組む各医療機関に対して、「医療勤

務環境改善支援センター」を設置し総合的・専門的な支援を行う。 

事業の達成

状況 

 「長崎県医療勤務環境改善支援センター」を設置して、医師・看護師

等の医療スタッフの離職防止や医療安全の確保を図った。 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

本事業は勤務環境改善に取り組む医療機関を支援することにより、病

院管理者等への意識向上に寄与した。 

 

（２）事業の効率性 

事業の運営について県医師会等の関係団体と十分に協議を重ね、制度

設計しており、効率的に支援する体制の構築に寄与した。 

その他 平成２６年度：１８７千円 平成２７年度：２，５４０千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【NO.２４】 

地域医療支援センター運営事業（ながさき地域医療人材支

援センター運営事業） 

【総事業費】 

56,918 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 ・ 県内の医師の地域偏在及び診療科偏在を解消し、地域医療の安定的な

確保を図るため、「ながさき地域医療人材支援センター」を設置 

・ 医師のキャリア形成支援と一体的に医師不足病院の医師確保の支援

等を行い、医療圏ごとの人口 10 万人あたり病院勤務医師数の格差を

是正。 

事業の達成

状況 

・離島・へき地市町から常勤医師派遣要請に応えた割合（％） 

 目標１００％ 実績１００％ 達成 

事業の有効

性・効率性 

 

１．事業の有効性 

本事業によって、地域医療の担う医師のキャリア形成支援と一体的に、

医師不足病院等の医師確保の支援を行えた。 

２．事業の効率性 

医師の地域偏在を解消し、離島・へき地地域を含め地域医療の安定的

な確保が効率的に行われた。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【NO.２５】 

看護師等養成所運営等事業 

【総事業費】 

903,211 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 民間立養成所における看護師等養成（５校１０課程） 

 

事業の達成

状況 

・民間立養成所における看護師等養成 

 目標５校１０課程 実績５校１０課程  

事業の有効

性・効率性 

 

（１） 事業の有効性 

   専任教員経費、部外講師謝金、教材費等運営にかかる経費を補助す

ることにより看護師等養成所の教育内容の充実を図れたと考える。  

 

（２）事業の効率性 

   看護師等養成所が健全な運営を通じて、看護職員の計画的・安定 

的かつ効率的な供給が行われた。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【NO.２６】 

女性医師等就労支援事業 

【総事業費】 

24,059 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 出産・育児等による離職を防止し、離職後の最終行に不安を抱える女

性医師等のための相談窓口の設置・運営、復職研修や就労環境改善の取

組を行うための経費に対する支援を行う。 

 相談窓口対応件数（年間４０件）、再就業または復帰の意思のある医師

割合（７０％）。 

事業の達成

状況 

相談窓口対応件数（年間７６件）、再就業または復帰の意思のある医師

割合（８５％）で目標を大幅に上回った。 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

長崎大学病院メディカル・ワークライフバランスセンターに事業を委

託している。センターにおいては、相談窓口事業、復職トレーニング事

業、トップセミナーや各種講習会を行っており、女性医師等が出産・育

児や介護により離職することを防止する効果がある。 

 

（２）事業の効率性 

センターは、大学病院医局、医学部同窓会、長崎県医師会等の協力を

最も得やすい立場であり、ワークライフバランスの概念の普及啓発や各

種事業を効率的に行っている。 

 

その他 平成２６年度：８，１９４千円 平成２７年度：７，１９７千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２７】 

小児救急電話相談事業 

【総事業費】 

18,774 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 救急受診抑制件数１，３００件 

事業の達成

状況 

平成２７年度実績で、１，１３４件の救急受診抑制効果があった。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

本事業は、核家族化等により、夜間の小児の病気やけがに関し、身近

な相談相手が少ない社会環境において、電話相談窓口を設置するもので

あり、相談件数は年々増加している。また、県内において小児科医の不

足・偏在化が見られる医療環境の中、症状に応じた適切なアドバイスに

より夜間の不要不急な受診が抑制されるため、小児救急医の負担軽減に

つながっている。 

 

（２）事業の効率性 

電話医療相談サービスで実績の高い民間事業者に委託して実施してお

り、経験豊富な看護師、医師のもと、多種多様な電話相談に迅速に対応

できる体制が取られている。また、県においても、PR カードの配布やＨ

Ｐ・広報誌への掲載等を実施し、事業は効率的に行われた。 

その他 平成２６年度：１１，４５４千円 平成２７年度：７，２７５千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２８】 

小児救急医療体制整備事業 

【総事業費】 

134,233 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 受診件数 

事業の達成

状況 

平成２６年度実績で、３，４０８名が受診している。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

本事業は、特に小児科医師が不足する佐世保県北地域において、小児

科医が常駐して休日・夜間の救急医療体制を行う医療機関に対し、その

運営費等経費について支援を行うものであり、有効である。 

 

（２）事業の効率性 

周産期母子医療センターである公的医療機関が事業を行っており、佐

世保県北地域の小児医療体制全般を把握しているため、必要に応じて関

係者との連絡調整を行いながら実施しており、事業は効率的に行われた。 

 

その他 平成２６年度：１２，４４３千円 平成２７年度：１２，４７４千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.２９】 

産科医等確保支援事業 

【総事業費】 

46,857 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標  分娩を取り扱う１０医療機関に対し産科医の処遇改善を図る。 

 

事業の達成

状況 

分娩を取り扱う１０医療機関に対し産科医の処遇改善を行った。 

 

事業の有効

性と効率性 

 

（１）事業の有効性 

医療機関における分娩手当て支給制度の実施を推進し、産科医が処遇

改善を実感できることとで、産科医の確保を促進した。 

 

（２）事業の効率性 

分娩取扱件数に応じて支援を行うため、実態を反映した効率的な処遇

改善が行われた。 

 

その他 平成２６年度：５，１４６千円 平成２７年度：６，４４１千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【NO.３０】 

新人看護職員研修事業 

【総事業費】 

87,685 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２８年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 新人看護職員の研修体制を確保し、看護の質の向上、安全な医療の確

保、早期離職防止を図る。（３８施設で実施） 

事業の達成

状況 

・事業実施施設数 

 目標３８施設  実績３８施設  

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

新人看護職員が就職後も臨床研修を受けられる体制整備を支援するこ

とにより、看護の質の向上や、より安全な医療の確保を促進した。 

 

（２）事業の効率性 

新人看護職員研修の企画・運営等を行う教育担当者を対象とした研修

を行うことにより、各医療機関における効率的な新人看護職員の研修の

実施に寄与した。 

その他 平成２６年度：２０，１２４千円 平成２７年度：８，２０７千円 
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【NO.３１】 

病院内保育所運営事業 

【総事業費】 

388,119 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 子供をもつ看護職員、女性医師をはじめとする医療従事者の離職防止及

び再就業促進（２３施設で実施） 

事業の達成

状況 

・事業実施施設数 

 目標２３施設  実績２３施設 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

病院内保育所を設置する医療機関に対し、保育士の人件費等運営に係

る経費を補助することにより、子供をもつ看護職員、女性医師をはじめ

とする医療従事者の離職防止及び再就業を促進した。 

 

（２）事業の効率性 

病院内保育所の運営が継続されることにより、子供をもつ看護職員等

が安心して働ける環境が維持され、効率的な離職防止及び再就業促進に

寄与した。 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

事業名 【NO.３２】 

看護職員資質向上推進事業 

【総事業費】 

6,239 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

事業の目標 専門分野(がん)研修参加者数   ２０名 

専門分野(糖尿病)研修会参加者数 ２０名 

実習指導者講習会参加者数    ４０名 

事業の達成

状況 

・専門分野(がん)研修参加者数   目標２０名   実績 ７名 

・専門分野(糖尿病)研修会参加者数 目標２０名   実績 ５名 

・実習指導者講習会参加者数    目標４０名   実績 ３４名 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

コメディカルの質の向上が要請されているがん、糖尿病ともに、県

内のがん診療連携拠点病院等の医療機関と連携して効果的に実施され

た。 

実習指導者講習についても研修内容のその後の実践における活用度

は 100%（アンケート調査）だった。 

 

（２）事業の効率性 

  がん、糖尿病研修は、研修受講コースを複数設けたり、研修受講者

が所属する医療機関へフォローアップ調査を行ったりして、効率的に

実施された。 

実習指導者講習についても、看護教育に精通した県看護協会へ委託

することで、効率的に実施された。 

 

その他  
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事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 

 

事業名 【NO.３３】 

看護職員の就労環境改善事業 

【総事業費】 

5,394 千円 

事業の対象

となる区域 

長崎県全体 

 

事業の期間 平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日 

□継続 ／ ☑終了 

 

事業の目標 様々な勤務形態の整備・導入を促進し、看護職員の勤務環境改善により、

看護職員の定着・就業促進を図る。（県内３ヶ所で研修会開催） 

事業の達成

状況 

・研修会の開催場所    

目標 県内３ヶ所で研修会開催   実績 県内３ヶ所で研修会開催   

 

事業の有効

性・効率性 

 

（１）事業の有効性 

施設管理者等に対する短時間正規雇用など多様な勤務形態の導入研修

や働き続けることに不安を抱える看護職員等からの相談に応じることに

より、夜勤等厳しい勤務環境にある看護職員が、健康で生きがいをもっ

て働き続けることのできる職場環境の整備を促進した。 

 

（２）事業の効率性 

看護職員等の勤務環境が改善されることにより、看護職員等の離職防

止及び再就業促進につながり、看護職員等の安定的な供給に寄与した。 

その他  


